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研究要旨 
『協同面接と系統的全身診察の手引き』を作成するための調査として、「児童相談所との連携に関するアンケ

ート調査」「協同面接･性虐待と系統的全身診察および医療機関との連携に関する実態調査」（「児童相談所等

への調査」「協同面接を実施した事例の調査」および「性虐待で協同面接等を実施しなかった事例の調査」の３

種類）、「協同面接と系統的全身診察の実施状況に関する詳細調査」の３つを行った。調査の対象はそれぞ

れ、一般社団法人日本子ども虐待医学会（JaMSCAN）に所属する正会員、全国の児童相談所と協同面接実

施民間団体（以下、合わせて児童相談所等）、児童虐待対応における多機関連携の構築や性暴力救援の活

動に取り組んでいる医療機関や施設（医療機関 12 病院とその関連機関 2 施設、協同面接実施民間団体 4 施

設、児童相談所 1 施設）である。上記の調査では、医療機関・児童相談所・警察・検察の多機関連携には多く

の課題があること、子どもの負担軽減という協同面接の本来の目的が事件捜査に取って代えられていて、子ど

もの福祉という観点が中心となっていないこと、児童虐待対応に取り組んでいる医療機関であっても協同面接

への関与は少ないこと、医療機関が協同面接に関わることの重要性を明示し、児童相談所・警察・検察・医療

機関で構成される４機関連携を推進する必要があること、系統的全身診察は協同面接とセットで行うべきであ

り、その意義に関する理解を各機関に周知する必要があることがわかった。以上の調査結果を踏まえて、『協同

面接と系統的全身診察の手引き』を作成し、全国の臨床研修病院・児童相談所・警察・検察に配布した。 
 

A. 研究目的 
性虐待のように子どもからの聞き取りが重要となる

虐待については、「子どもの心理的負担等に配慮した

面接」が必要であるとして、平成 27 年度（2015 年度）

後半から児童相談所・警察・検察の３機関連携に基

づく協同面接の運用が開始された。厚生労働省の

「平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事

業」で実施された調査によると、平成 28〜29 年度
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（2016〜2017 年度）の 2 年間で「児童相談所が参

加して協同面接が実施された性虐待の件数」は 482 
件で、厚生労働省が発表した「児童相談所における

児童虐待相談対応件数」によると、同時期の 2 年間に

「児童相談所が性的虐待として受理した件数」は 
3,159 件（同居人による性虐待やきょうだい間性加害

被害はネグレクトに計上されるため、この数には含ま

れない）であった。これを基に算出すると、児童相談

所が受理した性的虐待事例のうち、協同面接が実施

されたのは約 15％ということになり、協同面接の実施

は十分とは言えない。また、児童相談所や医療機関

の現場からは、協同面接が本来の目的である子ども

の福祉向上ではなく、事件捜査が主目的であるかの

ようになっているという声を聞くこともあるが、その全体

像を把握するための具体的な調査はなされていない。 
さらに、虐待立証のためには専門的訓練を受けた

医師による系統的全身診察も重要であり、本来は協

同面接とセットで行うべきものであるが、現時点ではご

く一部の医療機関で臨床の現場に取り入れられてい

るに過ぎない。  
本研究は、医療者と児童相談所・警察・検察との連

携を強化し、協同面接と系統的全身診察をルーティ

ンワークとして実施することによって、子どもからの聞

き取りと診察所見が十分な法的根拠となる体制を確

立し、最終的には子ども虐待防止に資することを目的

とする。 
 

B. 研究方法 
本研究は、「児童相談所との連携に関するアンケー

ト調査」「協同面接･性虐待と系統的全身診察および

医療機関との連携に関する実態調査」「協同面接と系

統的全身診察の実施状況に関する詳細調査」の 3 つ

の調査と、これらの調査を基にした『協同面接と系統

的全身診察の手引き』の作成およびその手引きの効

果判定等に基づく提言の取りまとめとその公表で構

成される 3 か年研究である。しかし、新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19）の影響で、予定していた現場

への詳細な調査を延期せざるを得ず、手引きの配布

が令和 4 年 3 月中旬となったため、その効果判定を

行うことができなかった。 
 
Ⅰ．児童相談所との連携に関するアンケート調査 

医療機関と児童相談所の連携については、一般社

団法人日本子ども虐待医学会（以下、JaMSCAN）の 
正会員を対象として、協同面接等と系統的全身診察

および児童相談所との連携に関するアンケート調査

を実施した。方法としては、学会事務局を通して学会

のメーリングリストを用いた調査を行い、Web 上で回

答を得た。調査項目は下記の通りである（資料 1）。  
1) 職種、経験年数 
2) 児童相談所の依頼を受けて関わる内容 
3) 児童相談所通告の経験の有無と例数 
4) 児童相談所との連携の円滑さ 
5) 児童相談所との連携で問題となる状況 
6) 系統的全身診察 
7) 自由記載 
 
Ⅱ．協同面接･性虐待と系統的全身診察および医療

機関との連携に関する実態調査 
この実態調査には、児童相談所等の現状を把握す

るための調査（【所票】）、協同面接（児童相談所・警

察・検察の代表者 1 名による調査・捜査面接）や司法

面接（児童相談所・警察・検察に医療者も加わった多

機関連携チーム（Multidisciplinary Team：MDT）

の枠組みで専門的訓練を受けた司法面接者が実施

する調査・捜査面接）（以下、協同面接と司法面接を

合わせて協同面接等とする）を実施した事例の調査

（【個票 1】）、児童相談所が性虐待として受理したが、

協同面接等を実施しなかった事例の調査（【個票 2】）
の 3 種類がある（資料 2）。 

調査票は児童相談所等に郵送で配布し、レターパ

ックにて兵庫県立尼崎総合医療センターに送付する

形式とする。なお、性的虐待と性虐待の違いについて

は、「性的虐待：親権者等、児童を現に監護するもの

による性被害」「性虐待：家庭内・外の性暴力被害全

てを含み、加害者（家族、親族、同居人きょうだい、第
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三者など）や被害を受けた場所（家庭内、家庭外）を

特定しないもの」と定義し、各調査用紙に記載した。 
ただし、協同面接等実施民間団体への調査項目

は、下記の中から児童相談所のみに関する項目を省

いて作成した。 
【所票】 
1） 協同面接等の実施について 
① 調査期間中に行われた面接の件数と種別 
② 面接実施のための基準の有無とその内容など 
③ 問題点や課題 

2） 性虐待について 

① 調査期間中に関わった性虐待の経緯別案件数 

② 協同面接の実施に関する他機関との協議の有

無とその内容など 

3） 子どもの被害に関する医療との連携について 

① 児童相談所等に所属する医師の数と専門分野 

② 系統的全身診察の認知度 

③ 医療機関を受診する目的や状況（内容、受診先） 

④ 医療機関との連携（現状、問題点など） 

4） 自由記載 
【個票 1：協同面接等を実施した事例】  
1） 事例の性別と種別 
2） 案件の発見・通告の状況（時期、種別、内容など） 
3） 協同面接等の全経過、単独面接、司法対応と協

同面接等の具体的な内容（1回目から 4回目まで

実施回数に応じて記載） 
4） 子どもの状況（一時保護の有無、児童相談所の関

与など） 
5） 医療機関の受診状況（時期、受診先、内容、結果、

被害開示の状況） 
6） 協同面接や医療機関との連携に関する問題点 
7） 自由記載 
【個票 2：性虐待として受理したが、協同面接等を実

施しなかった事例】 （児童相談所のみに配布） 
1） 事例の性別と種別 
2） 案件の発見・通告の状況（時期、種別、内容など） 
3） 被害事実確認面接の具体的な内容と協同面接を

実施しなかった状況 

4） 子どもの状況（一時保護の有無、児童相談所の関

与など） 
5） 医療機関の受診状況（時期、受診先、内容、結果、

被害開示の状況） 
6） 被害事実確認面接や医療機関との連携に関する

問題点 
7） 自由記載 
 
Ⅲ．協同面接と系統的全身診察の実施状況に関する

詳細調査 
児童虐待や性暴力救援に積極的に取り組んでいる

機関として調査の対象とした施設は以下の通りである。

児童虐待対応に関しては地域での対応の基幹となる

小児科を有する病院として、聖マリアンナ医科大学横

浜市西部病院、国立成育医療研究センター、四国こ

どもとおとなの医療センター、茨城県立こども病院、神

奈川県立こども医療センター、兵庫県立尼崎総合医

療センター、沖縄県立中部病院、北九州市立八幡病

院、総合病院国保旭中央病院、前橋赤十字病院の

10 病院を選んだ。また、性暴力救援、性被害に積極

的に取り組んでいる病院としては阪南中央病院（性暴

力救援センター・大阪 SACHICO）と日本赤十字社

愛知医療センター名古屋第二病院（性暴力救援セン

ター日赤なごやなごみ）の 2 病院で、関連機関として

日本フォレンジックヒューマンケアセンター、日本福祉

大学看護学部看護学科（教員）の 2 施設も対象とした。

また、協同面接実施民間団体は子ども支援センター

つなっぐ、子どもの権利擁護センターかながわ（子ど

も の権利擁護セ ン タ ー ： Children’s Advocacy 
Center (CAC)）、カリヨン子どもセンター、子どもの虐

待防止センターの 4 か所である。児童相談所として選

んだ港区児童相談所は協同面接や系統的全身診察

に積極的に取り組んでいる。 
これらの 19 施設に対して、事前に個別にアンケー

ト調査を行った後、2 群に分けてグループヒアリングを

行った。グループ 1 は児童虐待に取り組む小児科を

持つ 10 病院、グループ 2 はそれ以外の 7 施設（関

連機関を除くと 5 施設）とした（資料 3）。 
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協同面接・司法面接（以下、協同面接等）に関する

調査の実施に当たっては、メールで依頼文とアンケー

ト調査票を送って協力を依頼した。調査項目は下記

の通りである。 
1) 自施設が関与する協同面接等 
① 自施設で実施している場合：その課題 

② 自施設で実施できない場合：その理由 

2) 自施設が関与する系統的全身診察 

① 自施設で実施している場合：その課題 

② 自施設で実施できない場合：その理由 

3) こころのケア（TF-CBT など） 
① 自施設で実施している場合：その課題 

② 自施設で実施できない場合：その理由 

4) 多機関連携チーム（MDT）について 
① 児童相談所との連携についての自己評価 

② 児童相談所との連携に関する課題 

③ 警察との連携についての自己評価 

④ 警察との連携に関する課題 

⑤ 多機関連携における医療側の課題 

 

（倫理面への配慮） 
本研究における調査は、兵庫県立尼崎総合医療

センターの倫理審査委員会で承認を受けたうえで実

施した（承認番号：1-171）。また、各調査の回答者に

対しては、調査への回答をもって同意取得を確認した。

なお、いずれの調査も、回答後一定期間内に同意の

撤回の申し出があれば、調査対象から除外した。 
 
C. 研究結果 
Ⅰ．児童相談所との連携に関するアンケート調査  

本調査の結果は、表 1〜表 12 に示すが、これら

の表のうち、＊を付けたものは、調査項目に対して複

数回答可としたため、合計数は必ずしも、総数と一致

しない。 
1) 職種と経験年数 

JaMSCAN 正会員数は 2020 年 3 月時点で 509
名であり、2020 年 3月 31 日までの回答者数は 137 
名（回答率 27％）であった。職種別に示すと、医師は 

325 名中、107 名（33％）が回答していた。以下同様

に、看護師・保健師・助産師の回答者数は 116 名中

17 名（15％）、医療ソーシャルワーカーは 28 名中 6 
名（21％）、その他は 40 名中 7 名（18％）であった。 
また、現在の職種としての経験年数は 3〜47 年（平均 
23 年）で、その詳細は表１の通りである。  
2) 児童相談所の依頼を受けて関わる内容 

この項目のみ、回答の対象を医師 107名とした。  
① 協同面接等に関連した状況における児童相談

所との関わり（表 2）  
児童相談所からの依頼のうち、協同面接等に関

するものは 69名（64％）の医師が「経験なし」と回答

しており、協同面接の実施（モニタールームへの同

席や協同面接実施後の振り返り）に直接関わった経

験のある医師も少ないことがわかる。  
② 協同面接等に関連しない状況における診察（表

3） 
その一方で、多くの医師が虐待に直接関わって

いる（たとえば、身体的虐待では 79 名（73％））と回

答しており、経験のない医師は 22 名（20％）であっ

た。  
③ 上記①②以外の状況（表 4）  

それ以外でも、さまざまな状況で医師が児童相談

所と関わっていることがわかる。  
3) 児童相談所通告の経験の有無と例数（表 5）  

医師以外の職種も含め、多くの JaMSCAN 正会

員が通告に関わっており、経験がないと回答したのは

11名（8％）であった。  
4) 児童相談所との連携の円滑さ（表 6）  

児童相談所との連携に関する全般的な意見として

は、「とても良好〜問題なし」が 77 名（56％）、「問題

あり〜多い」が 55名（40％）と分かれていた。  
5) 児童相談所と連携するうえで問題となる状況  
① 通告に関して（表 7）  
通告に関してはさまざまな問題があるが、特に通

告後の対応や「経過の報告がない」という指摘が多

かった。 
＜「その他」に記載された内容＞  
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・すぐに再統合（家庭引き取り）の判断となる。  
・児童相談所の関わりが不適切なために、医療機関

に対して子どもや保護者からクレームが来る。  
・児童相談所が警察との連携を図らず、警察通報の

要否の判断や実際の通報を医療機関任せにする。 
・予防目的の会議を開催しても、児童相談所がコー

ディネーターとして機能しない。 
・職権一時保護に至る前の援助方針を医療機関と

共有して協働するということがない。 など 
② 協同面接等に関して（表 8）  

協同面接等に関する問題は「なし」が 67名（49％）

と半分を占めていたが、その多くは、そもそも医療機

関が協同面接等で児童相談所と関わる経験がない

ことによるものと推定される。  
＜「その他」に記載された内容＞  
・起訴を前提とする事例に関しては、最初から専門

的医療者との連携を duty にしていただきたい。後

から関わると時間が無駄なだけではなく、具体的

な子どもの不利益が生じる。 
・協同面接の前に児童相談所による被害事実確認

面接や警察による事情聴取が行われているケース

が多い。 
・協同面接への参加依頼がない。 
・協同面接の実施時期の確定が遅く、その間に子ど

もが親から口止めされていた。 など  
③ 診察依頼を受ける状況に関して（表 9）  

診察に関しても、やはり「関わりが受診時だけで、

その後の経過報告がない」という問題が多く指摘さ

れている。  
＜「その他」に記載された内容＞  
・診察を受けに行く理由に関する子どもへの説明が

不適切である。  
・事例の選択基準があいまいである。  
④ 一時保護後の状況に関して（表 10）  

一時保護後に家庭への引き取りを検討する際に、

通告元への相談や報告がなく、また、事例の経過全

体を関係機関で検討する機会もないことについては、

半数以上の医療者が問題であると考えている。 

＜「その他」に記載された内容＞  
・家庭引き取り後のプランが曖昧なままに帰宅する

症例がある。 
・最終的な結果の報告がない。 
・一時保護後の専門的な経過観察が不十分で、新

たな医学的問題が発生する。 など  
6) 系統的全身診察に関して 
① 診察の経験の有無と例数（表 11）  

系統的全身診察については、診療経験がある 
JaMSCAN正会員は 39名（28％）に過ぎなかった

が、経験がなくても、研修は 49 名（36％）が受講し

ていた。そのうち 26 名は「研修は受けたが、診察を

する機会がなかった」と回答しており、子どもたちに

系統的全身診察を提供する体制が不十分であるこ

とを憂う声が聞かれた。 
② 系統的全身診察の必要性（表 12）  

JaMSCAN 正会員の間では、系統的全身診察

の必要性が認識されており、現在のように、認定

NPO 法人チャイルドファーストジャパン（CFJ）等の

民間団体に負担をかけるのではなく、学会主導で普

及すべきであると考えている正会員が 71 名（52％）

と多かった。 
7) その他、自由記載  
① 児童相談所に関して 
・児童相談所の職員が短期間に異動になるため、

事例の引き継ぎや関係性の継続で苦労している。 
・児童相談所職員の対応技術の未熟さを感じること

が増えており、個人の能力の問題だけではなく、

職員の増員、体系的な研修システムの充実が必

要である。 
・児童相談所や担当者によって、対応や判断基準

のばらつきに戸惑うことが多い。 
・児童相談所を信頼して伝えた情報が勝手に広めら

れてしまったことがある。 
・家族の同意が得られない場合や、家庭裁判所へ

の申立てが認められにくいと児童相談所が判断す

ると、最初から一時保護をしない方針を採る。 
・心理的虐待やネグレクトが児の成長発達に及ぼす
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影響の深刻さに関する認識が、児童相談所と医療

機関で食い違うことが多く、落胆することがある。 
・医療機関の医学的診断を児童相談所に無視され

る。もしくは、「医療機関が虐待と診断しなければ

保護できない」と言われる。 
② 多機関との連携に関して  
・院内で十分検討したうえで通告しても、児童相談

所はその重大性を理解しない。 
・通告した病院に対して、児童相談所から最終報告

がないため、病院側で再検討・再評価ができず、

病院における最終的な登録記載や医療者の教育

に大きな支障がある。 
・病院として一時保護委託を受けて入院した児でも、

病院側から児童相談所に働きかけないと、関係機

関とのカンファレンスにも発展しない。 
・ケース会議や要保護児童対策協議会で児童相談

所が具体的な方針を示さず、市町村にほぼ丸投

げという場合がある。 
・児童相談所・検察・警察と病院の４機関連携の体

制整備が、法的根拠も含めて必要である。また、

各関係機関は虐待専門の部門を整備するべきで

ある。  
・通告後の医療機関と児童相談所や警察との情報

のやりとりが十分ではないため、医療機関と患者・

保護者との間のトラブルの原因になる。 
③ 協同面接等に関して  
・現段階での協同面接等は Child First Doctrine

（子どもが第一の原則）に則っておらず、各機関の

仕事がスムーズに遂行されることが第一目標となり

がちに見える。 
・協同面接は、子どもの発達や虐待に対する子ども

の反応、開示のプロセス、開示を妨げるブロックな

どとともに、犯罪の構成要件も熟知した専門の司

法面接者が実施すべきである。 
・協同面接や系統的全身診察は、一般診療と異な

る場所や時間でていねいに行う必要があるが、受

診件数が少ないと十分な体制が組めないため、都

道府県ごとに施設認定をして、そこに関係者が集

まるような制度を作れるとよい。 
・協同面接の実施に関して警察・検察・児童相談所

の意図と目的のすり合わせが不十分で、医療機関

への連絡もなく、情報収集・連携が不十分である。 
・医療機関が協同面接に参加していないため、系統

的全身診察と司法面接の位置づけや相互に役立

つポイントなどが児童相談所や警察検察に理解さ

れていない。  
・系統的全身診察や協同面接のプロトコルも、全国

で統一したものが必要である。 
④ 医療機関に関して  
・全医療機関に経験豊富な医師を配置することは無

理があるので、地域ごとに相談機関があれば、効

率的で有効な運用が可能である。 
・小児科医でも協同面接や全身診察の必要性自体

をほとんど知らず、周知が十分ではない。 
・性虐待の診察は産婦人科医に依頼していて、医

学的診断に関する経験や自信がない。 
⑤ その他 
・系統的全身診察やセカンドオピニオンも、個人的

な関係に頼るのではなく、研修や認定制度を作る

べきである。 
・系統的全身診察に関しては、理論的には重要で

あるが、実際に子どもがどれだけ良い outcome を

得られたのかがわからないため、必要かどうか判

断できない。 
 
Ⅱ．協同面接･性虐待と系統的全身診察および医療

機関との連携に関する実態調査 
協同面接･性虐待と系統的全身診察および医療機

関との連携に関する実態調査で、回答用紙の返送が

あったのは、全国の児童相談所 215 か所のうち 130
か所（回収率 60.4%）、協同面接等実施民間団体 4
か所のうち 3 か所（75%）であった。「協同面接等を実

施した事例の調査」については、計 775 事例（1 か所

からの報告数は 0〜46 事例、平均 5.8 事例）、「性虐

待として受理したが、協同面接等を実施しなかった事

例の調査」については、計 684 事例（1 か所からの報
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告数は 0〜42 事例、平均 5.2 事例）の回答が得られ

た。調査票の回収期限を当初は 2020 年 4 月 30 日

としていたが、COVID-19 流行の影響のためか、回

答が集まらず、未回答の児童相談所等に対して 2020
年 6 月 30 日に協力依頼の書類を送付した。最終的

には 9 月 30 日末までに協力が得られたのは、児童

相談所等 219 か所のうち 133 か所（回収率 60.7％）

であった。また、協力が得られる児童相談所等への実

地調査は COVID-19流行のため、中止せざるを得な

かった。 
また、設問によっては無回答の設問があった場合

には欠損値として扱い、（ ）内の％の数字は有効値

を母数として算出した。件数、年齢などの数値は、平

均±標準偏差（最小値〜最大値）で示した。 
（１）児童相談所等の現状を把握するための調査 
【所票】 

1） 協同面接等の実施について 
① 調査期間中に行われた面接の件数と種別 
回答のあった児童相談所等では、調査期間中に

計 1,406 件の協同面接が実施され、うち性的虐待

704 件（50％）、性虐待（性的虐待を除く）107 件
（8％）、身体的虐待 461件（33％）、ネグレクト 52件
（4％）、心理的虐待 36 件（3％）、その他（犯罪の目

撃など）46件（3％）であった。1 か所あたりの実施件

数は、それぞれ 5.4±8.1件、0.8±2.0件、3.6±5.1件、

0.4±1.5件、0.3±0.8件、0.4±1.4件であった。 
② 面接実施のための基準の有無とその内容など 

「協同面接の実施基準を定めてそれに基づいて

判断している」という児童相談所は有効回答 132 か

所のうち 25 か所（19％）だけで、「基準はなく事例毎

に検討している」のが 97 か所（73％）、「実施の判断

については関与していない」が 10件（8％）であった。

実施基準については、「適切に定められている」と回

答したのは 11 か所（46％）で、「基準が漠然としてい

て最終的には現場の判断となる」のも 11 か所（46％）

であった。実施基準がない施設のうち有効回答のあ

った 96 か所では、「児童相談所・警察・検察の３機

関で協議する」が 61 か所（63％）、「警察と検察の２

機関で協議する」が 28 か所（29％）であった。また、

「実施基準はある方がよい」との回答は 36 か所

（38％）から得られたが、うち 33 か所は「作成の予定

はない」と回答していた。なお、「基準はなくてもよい」

が 49 か所（52％）、「ない方がよい」が 7 か所（7％）

と過半数を占めていた。 
③ 問題点や課題 

協同面接に関する問題点としては、「面接が事件

化の判断を目的とするあまり、子どもへの福祉的配

慮に欠ける」が 71 か所、「実施に関する連絡が遅く、

児童相談所単独での面接が必要かどうか迷うことが

ある」が 38 か所、「面接者の経験不足などのため、

適切な面接ではないことが多い」が 32 か所、「実施

に関する連絡が遅く、その理由についての説明もな

いため困ることがある」が 15 か所であった。 
それ以外として挙げられた問題点や課題は 22件

あり、うち 12件は検察・警察、9件は開催方法、1件
は医療に関する内容であった。 
＜その他の協同面接等の問題点や課題＞ 

・警察・検察・児童相談所それぞれの目的が異なるた

め、取り掛かるまで時間を要す。また、どのような内

容を確認するかもなかなか決まらない。 
・検察に人的手当がなされておらず、協同面接事前

協議への参加率が低い。事件化が見込めるものの

みの参加では対応が不十分となり、子どもの利益や

権利保障につながらない。 
・裁判における証拠能力を確実なものにするため、面

接者はすべて検察官が務めており、限られた検察

官に負担が集中している。 
・３機関協議と言いながら、現状は面接者が検察官な

ので、検察の意向に沿う形になっている。 
・虐待の初期対応段階で司法面接の実施について判

断を迫られる場合がある。 
・子どもの負担が大きい割には実際の保護者に対す

る処分が軽い印象を受ける。 
・児童を保護してしまうと、急いで対応しようとする様

子が検察や警察にない。 
・協同面接実施の決定が警察・検察の判断に委ねら
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れている。 
・協同面接の研修を受けていない警察官がモニター

ルームに入ると、面接の進め方に理解が得られにく

い。また、検察官が面接者になると、複数のプロトコ

ルが混在されていることが多い。 
・本来の目的でなく、協同面接の名のもとに「捜査協

力」をさせられていると感じるときがある。 
・司法面接研修修了者の不足、特に検察。 
・面接者だけでなく、モニタールームに同席する多機

関連携チーム（MDT）メンバーも経験不足のため適

切な面接の実施が難しい。 
・地理的な面から日程調整に時間を要することが多い。 
・面接者や場所の確保に時間がかかる。 
・一時保護中に捜査や協同面接が行われ、保護期間

が長くなる。面接後に子どもが不安定になる。 
・協同面接が複数回にわたる等、本来の目的である

子どもの負担軽減が適切に実施されていない場合

がある 
・協同面接の実施が決定しても、日程調整の結果、児

童相談所が望ましいと考えるタイミングで協同面接

が実施できない事例がある。 
・３機関以外の協力者（小児科医）の関心ごとに振り

回されている。 など 
2） 性虐待について 
① 調査期間中に関わった性虐待の経緯別案件数 
各児童相談所が性虐待として最初の通告を受理

した件数は 18.3±22.0 件（0〜164 件）であった。ま

た、他の児童相談所から性虐待として移管となった

件数は 0.6±1.3 件（0〜6 件）、他の虐待として関わ

る間に性虐待の存在が判明したのは 1.2±2.8 件（0
〜15件）であった。 
② 協同面接の実施に関する他機関との協議の有

無とその内容など 
性虐待の事案について協同面接の実施の要否

に関する協議に参加する割合は、「原則として全例」

と回答した児童相談所は 64 か所（53％）、「70〜

90％」が 5 件（4％）、「30〜70％」が 10 件（8％）、

「10〜30％」が 14件（12％）、「参加しない」が 27 か

所（23％）であった。また、実施に関する判断として

「実施しないという判断は妥当である」と回答した児

童相談所が 54 か所（43％）、「決定までに時間がか

かり対応に困る」のが 46 か所（37％）、「実施しない

という判断に至った経緯の説明がなく、結論しか連

絡がない」が 17 か所（14％）、「実施しないという判

断は不適切であると考えることが多い」が 8 か所

（6％）であった。協同面接が実施されなかった事例

に被害事実確認面接を実施する割合は、「原則とし

て全例」が 84 か所（67％）、「70〜90％」が 11 件
（9％）、「30〜70％」が 12 件（10％）、「10〜30％」

が 10件（8％）、「実施しない」が 8 か所（6％）であっ

た。 
協同面接に関する児童相談所としての考えや印

象として、その他に記載された内容は以下の通りで

あった。 
＜協同面接実施の要否の判断に関する問題点＞ 

・「年長児であるため通常の聴取が可」「検察で協同

面接を実施する余裕がない」という理由で、子どもの

負担が考慮されず、一方的に実施しないとされるこ

とがあった。 
・虐待の程度や児童の意向から、実施する効果が見

込めない事例でも実施に傾いてしまう。 
・警察・検察側の子どもたちへの対応に不安を覚え、

実施を躊躇する。実施場所や聞き方など、子どもの

ペースが保障されていない印象がある。 
・警察が「実施しない」と判断しても、検察が「実施する」

と判断すれば、要否が変わる印象がある。 
・検察の判断が大きい。 
・検察主導の印象を受ける。 
・実施後、事件化に向けてケースワークが滞ることが

多い。 
・検事聴取を期待したが、日程の都合で警察や児童

相談所対応となる場合があり、それは事件化されな

いことが前提となっているように感じる。 など 
＜協同面接非実施となる理由として想定されるもの＞ 

・子どもの年齢が高いから通常の事情聴取で可能と

判断した。 
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・被害者が 16歳以上のため、後でも複数の面接は可

能と検察が判断した。（しかし、実際には 2回目以降
は子どもが拒否した。） 

・本人が供述可能な年齢の場合に、協同面接にする

よりも通常の聴取にするべきであると、検事が判断

する場合があった。 
・被害児が高年齢であり、子ども自身が事件化を望ま

ない意思が明確であるから。 
・子どもの言語能力や精神状態から児童相談所と警

察の２機関協同面接で足りると判断した。 
・協同面接よりも事情聴取での聞き取りが適当と判断

された。 
・別途捜査が行われており、協同面接は必要ないと判

断した。 
・すでに警察が詳細な聞き取りを行っており、子どもの

負担を減らすため。 
・客観証拠がない、または、乏しい。 
・警察の捜査による情報収集が不十分と判断された。 
・事件化が困難であると警察が判断した。 
・子どもに処罰感情がない。 
・子どもの拒否。 
・被害児の家族が事件化を望んでない。 
・保護者の協力が得られない（一時保護を実施してい

ないケース）。 
・きょうだい間性加害被害ケース。 
・施設内性加害被害ケース。 
など 
3） 子どもの被害に関する医療との連携について 
① 児童相談所等に所属する医師の数と専門分野 

医師が児童相談所に所属しているのは 123 か所

（92％）であったが、その多く（105 か所、85％）は非

正規・嘱託であった。専門分野は、正規採用の場合

は児童精神科、非正規・嘱託の場合は小児科・精

神科が中心であった。 
② 系統的全身診察の認知度 

系統的全身診察という診察方法について、「聞い

たことがあり、連携している医療機関で行っている」

のは 21 か所（16％）に過ぎず、「聞いたことはあるが、

連携している医療機関で行っているかどうかは不明」

が 80 か所（60％）、「聞いたことがない」が 26 か所

（20％）であった。 
③ 医療機関を受診する目的や状況（内容、受診先） 
協同面接に関連して医療機関と連携する割合は

「原則として全例」と回答した児童相談所は 30 か所

（24％）、「70〜90％」が 10 件（8％）、「30〜70％」

が 14件（11％）、「10〜30％」が 17件（14％）、「行

わない」が 55 か所（44％）であった。連携の目的とし

て、系統的全身診察は17か所（17％）、それ以外の

診察 69％（70％）で、協同面接実施時のモニター

ルームへの同席、実施後のレビューについては、6
か所（６％）ずつであった。 
④ 医療機関との連携（現状、問題点など） 

医療機関との連携について「問題がある」「問題

が多い」と回答したのはそれぞれ 3 か所（2％）、14
か所（11％）であり、「連携できる施設がない」「虐待

についての関心が低い」「対応する窓口や担当者が

決まっていない」「担当医師・担当者によって判断が

統一されていない」のは、各々15 か所、13 か所、14
か所、29 か所であった。 
＜その他に記載された内容＞ 

・ケースワークに関する意見が児童相談所と医療機関

で異なることがある。 
・児童相談所の判断に関し、一方的な批判を受けるこ

とがあり、協議が膠着することがある。 
・児童相談所の知らないところで医師が保護者に「施

設に入れてもらいなさい」と言ってしまうことがあり、

困っている。 
・医療機関で発見した事例でも警察へ通報せず、対

応を児童相談所任せにする傾向がある。 
・圏内に法医学の観点から診察してもらえる医療機関

がない。 
・児童精神科医や子どもを入院させられる医療機関

が少ない。 
・系統的全身診察ができる医師や医療機関が少ない。 
・単科病院（特に精神科）の中で調査に非協力的な

所がある。 
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・地域に虐待に関心を持って専門的に見てもらえる医

師がいない。時間外だと、特に困難。医師個人の考

えや意見に左右される部分も大きい。 
・連携できる医療機関はあるが、限定されているので

もっと窓口が増えると良い。 など 
また、医療機関との連携について工夫されている

点としては、「定期的に会議を開いて、『顔の見える』

関係を作るようにしている」が 45 か所、「通告・連絡を

受けた子どもについては、その後の処遇や状況を報

告している」が 45 か所であった。 
＜その他に記載された内容＞ 

・一時保護中の子どもの時間外の受診について医療

費の支払いがスムーズになるようにしている。 
・サポートチーム会議などのケース協議への参加を依

頼している。 
・協力医療機関を定め、医療支援検討会を開催して

いる。 
・ケースの受診時には概要や児童相談所側の希望を

伝え、医療機関の意見も聞き、関係構築に努めてい

る。 
・医療関係との連携について、児童相談所の窓口は

保健師が担当するようにしている。 
・医療機関からの要請により講師を派遣している。 
・医療機関が年に 1回、通告の初動を振り返る会議を

実施している。 
・通告に関する対応標準化について、市内中核医療

機関のネットワーク会議を年５～６回程度開催してい

る。 
・院内虐待対策委員会に参加している。 
・関連会議に積極的に参加する。個別ケース検討会

議等に医療機関の参加を求める。 
・虐待から守る会など子ども虐待に理解や関心を示し

てくれる複数の医師らとのつながりを深めている。 
・協力医療機関を定めて、医療支援検討会を開催し

ている。 
・子ども虐待対応能力向上のため、医療機関向け研

修や地域の中核拠点病院が主催する虐待防止をテ

ーマにした会議などに参加するように努めている。 

・周産期センターが主催する会議に参加し、支援が必

要な妊産婦の情報共有を行なっている。 
・できるだけ同じ病院への受診を繰り返し、医師との

関係を作るようにしている。 
・診察の際は子どもの状況について、ていねいに説

明している。 
・鮮明な画像診断を実施するため、警察の鑑識と連

携している。 
・ていねいな情報提供や連携を心がけている。 
・乳児院や医療機関との連携、医療機関に福祉分野

を理解してもらうために見学や連絡会を実施してい

る。 
・病院 MSW との連携を密にし、受診がスムーズにで

きるよう依頼している。 
・要保護児童対策地域協議会における情報共有や研

修等を行っている。 
4）自由記載 
・医療機関の中には虐待に関する理解や児童相談所

との連携について、まだ十分でないところがあり、啓

発が課題と思われる。 
・系統的全身診察を行える医師に関する情報がない。  
・虐待診断における大きなくい違いは少ない。それよ

りも、情緒が不安定で自傷・他害などの行動化をし

てしまう子どもたちなど、家庭への引き取りが難しい

事例こそ医療機関との連携を図りたいところだが、

受け入れが困難とされる場合が多く、子どもの処遇

上、緊迫した課題となっている。 
・「協同面接」が始まった頃と現在では、ずいぶんとあ

り方が変わってきている。当初は、児童相談所が日

程や場所の調整を行ったり、事前協議もていねいに

行ったりしていたが、次第に「代表者聴取」と呼ばれ

る検察主導のものとなっている。 
・児童相談所から警察に、警察から検察に連絡を取り、

協同面接を実施するかどうかの判断をする。日時・

場所は検察が決め、児童相談所はその連絡を待つ

が、結局、検察が入れないとのことで、２機関協同面

接になり、警察官が面接をする場合もある。  
・実施するかどうかは事件化の可能があるかどうかで
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判断され、面接の日時もその視点で決まる。事件化

が困難な場合、加害者の取調べが行われない場合

もある。 
・児童相談所としては、抑止力として加害者の取調べ

は実施してほしいことがある。 
・十分なやりとりができる子どもは、従来の事情聴取を

適用し、それが困難な年少児や障害児の場合に協

同面接という流れもあり、違和感がある。 
・協同面接そのものがプロトコルに沿うというより、事情

聴取の様相がある。 
・事件発覚から警察への連絡、協同面接までの流れ

はできており、対応も早くなって、面接者への情報

共有もできるようになり、その意味での連携は進んで

いる。 
・児童相談所と検察・警察では目的としていることが異

なる部分があると思われる。しかし、３機関が連携す

ることで、被害を受けた子どもの負担軽減に繋がっ

ていると感じている。 
・３機関連携の事例を積み重ねることで、児童相談所

も司法連携という新しいケースワークを展開できるよ

うになってきたことは良いことである。 
・医療機関との連携はこれまでも行ってきたが、今後

はより一層連携を深めることが必要と考える。 
・系統的全身診察についても、積極的に機会をとらえ

て取り組んでいきたい。 
・多機関連携の重要さは感じるが、各々の役割、立場

の違いから、調整の困難さを実感する。被害児本人

の福祉が後回しになる危惧を感じる。 
・医療機関とも連携が深まればありがたい。現状では、

虐待が疑われたら、即、一報いただくなどスピーディ

ーな対応をしていただければいいのにと思うことが

ある。虐待や系統的全身診察について理解し、対

応してくださる医療機関が増えていくことを望む。 
・通告受理した際に速やかに連携できるような、整形

外科医・産婦人科医等の専門医の確保が難しい。 
・起訴する際に、証拠として採用されやすいのは検察

官の調書であることは理解しているが、年齢の低い

子どもや知的に障害のある子どもに協同面接を行う

場合、適切な面接者や方法について、事前協議の

場で十分話し合うことが難しい。 
・被害児が受診した医療機関がまず、どのような検査

が必要かを判断できず、適時に実施されない面が

ある。医療機関の虐待対応への専門知識の研修体

制の充実が求められる。 
・協同面接について、検察側のスケジュール優先で

進められてしまい、結果、適時に適切な実施がされ

ない面がある。 
・連絡調整に時間を要すること、判断理由についての

説明がない、または、不十分であること、事件化の

判断を目的とするあまり、子どもへの福祉的配慮に

欠けることが依然として検討事項のまま引き継がれ

ている状況にある。 
・司法面接実施後の支援（対応）について、嘱託弁護

士への相談を通して、協議・検討しているが、児童

福祉司がさらに知識と経験を積み重ねていく必要が

ある。 
・性的虐待の場合の診察について、子どもが開示した

内容から、どこまでの診察を行う必要があるのか迷う。

子どもの心身の負担を考慮するとともにていねいな

説明と対応が必要である。 
・H30 年度（2018 年度）より３機関での協同面接が軌

道に乗り、連携もスムーズになってきた。 
・定期的に検察・警察・児童相談所との連絡会を実施

し、課題を整理しているところである。 
・虐待事例以外でも、第三者被害に対する協同面接

が増えてきており、対応の協議をすることが多くなっ

ている。 
・役割を明確にして、子どもや家族の負担にならない

ようにしていきたいと考えている。 
・いずれの機関においても、司法面接の技量に課題

がある。 
・実施の有無は３機関で協議するものの、検察の判断

が大きく、児童相談所はモニタールーム（観察室）で

の同席者として関わる。協同面接実施までの間は子

どもに面接もできず、確証のない状況で保護者との

面接も難しい。 
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・児童相談所の業務に関する理解や協力が得られに

くく、情報提供や一時保護実施時に協力を得づらい

こと、一時保護以降に病院内での保護者対応を児

童相談所職員に求められること等がある（「児童相

談所が実施することは妨げないが、病院に一切迷

惑をかけるな」というような姿勢）。 
・特に、婦人科で性虐待被害児の診察や、治療、中

絶などに協力的な医療機関がなく、対応に苦慮する

ことが多い。このような現状であり、協同面接への協

力や系統的全身診察は、現実的に検討できる段階

にはないという印象である。 
・医療機関との連携については、保護者とのトラブル

を避けたいがために、院内虐待防止委員会に児童

相談所を呼んで通告した形にしている。タイムリーな

通告になっていない。BEAMS 研修もかなりやって

もらったが、参加しているのが現場の医師でないた

め、本当に知ってもらいたい人たちに虐待対応が伝

わっていない。 
・一定の研修を受けた専門医の養成、面接者の養成

を行い、即応体制を整えていただきたい。医療関係

者の問診が誘導になったり、子どもの先入観を形成

したりする可能性があると、協同面接の振り返りをし

た際に話題になった。 
・協同面接については、検察の判断が最優先されて

しまい、子どもの負担軽減という主旨がなかなか伝

わらない。事件化ができるかが判断基準にされがち

で、「事件化できるようであれば、再度、協同面接を

実施する」と言われたことがある。  
・性虐待に対応できる医療機関がそもそも不足してお

り、系統的全身診療も地域では行えない状況。 
・全ての類型の虐待を含め、小児科以外の機関（救

急等）で理解の促進が必要である。 
・協同面接の目的は子ども本人の福祉と負担軽減が

いちばんの目的と考えていたが、警察・検察は供述

の信用性の確保が第一と考えているようである。そ

のため、これまで子どもの負担軽減のために、急い

で児童相談所がやっていた事実確認面接ができな

い。加害親への告知が長期間できず、いたずらに一

時保護期間が長くなるという例が見られる。一時保

護だと学校に行くことができないなど、長期にわたる

ことは児童に不利益になるが、警察・検察は事件化

を優先する。事件化よりも児童の保護・福祉を優先

してほしい。 
・協同面接の実施については、警察主導で行われ、

何を基準にして決めているのかさえ分からない。協

同面接の前後の話し合いもほぼ行われていないた

め、警察・検察との３機関協議をしてくれるよう要望

している。 
・協同面接を実施する前の事前打ち合わせが大切。

立場や役割が異なる機関が情報を共有し、共通し

たケース像を描き、面接者の選定や体調への配慮

やラポール形成、所要時間など、子どもへの負荷を

最小限にするように努める。 
・系統的全身診察は面接の後に計画している。診察

について事前に説明後、子どもの気持ちを確認し、

診察の目的を伝えている。 
・協同面接後の診察も、事後の見守りや支援が大切。 
・協同面接には事前打ち合わせ、面接の実施と調整

に時間がかかる。診察の予約も時間がかかる。 
・当所では、３機関協同面接の件数が増加している。

当所の係属ケース、協同面接の依頼が来て初めて

当所が関わるケース、検察と警察が面接を行い、

「場所貸し」のみを行うケースに分類される。 
・さまざまな課題が生じており、整理が必要だと思われ

る。 
・警察官の中には、協同面接について知らない方もい

るので、実際に協同面接のケースがあったときに、

意思疎通がしにくいことがあった。検察や警察にも、

協同面接について正しい知識を持ってもらいたい。 
・本市では、ほとんどのケースについて児童相談所で

協同面接が行われている。協同面接を実施するた

めの環境を検察や警察でも整えてもらいたい。 
・性虐待への対応 ・証拠の採取が優先され、警察の

意向で性虐待に精通していない一般の医療機関を

受診したが、証拠の有無という視点でしか対応して

もらえず、後日、児童相談所が連携している医療機
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関を受診させた。警察官にも虐待に精通している医

療機関を知ってもらいたいし、一般の医療機関にも

被虐待児への対応や診察技術を身につけてもらい

たい。  
・協同面接で児童から十分話を聞くことができたにも

かかわらず、警察が調書を作成していないというの

は困るという理由で、後日、警察官が子どもに調書

を取ったり、現場の再現を行ったりした。結果、子ど

もは精神的不安になり、フォローが必要となった。警

察や検察には、子どもに対する十分な配慮をお願

いしたい。  
・10 代後半の子どもの性虐待事件について、一般の

強制わいせつ事件と同じ対応と言われ、警察で 4 度

にわたって調書を取られ、子どもの精神的な負担に

なった。警察や検察には、被害者の心情に沿った

対応をしてほしい。 
・系統的全身診察ができる医療機関を各地に計画的

に設置願いたい。 
・系統的全身診察は今後、不可欠だと感じるが、実施

できる医師が限られている。協同面接への専門的医

師の出席が必要だと感じる。 
・検察・警察・児童相談所・医療機関等の連絡協議会

が定期的に開催されており、事案を通して具体的な

課題を検討し、積み重ねてきている。そのため、スム

ーズな協同面接が行われるようになっており、新た

に課題が生じた場合でも、すぐに検討することが可

能となっている。 
・系統的全身診察は必要であると思われるが、それが

行える医師が少なく、体制も整っていない。児童相

談所に医師の配置等ができると良いのかもしれない。 
・現在、警察の情報共有を実施しているため、性虐待

など、一時保護した事例は全て警察へ連絡している

が、３機関協議や協同面接の実施の有無がなかな

か決まらず、児童相談所の援助方針や保護者への

保護理由の開示等に支障を来している。また、捜査

の進捗状況の開示（逮捕予定時期）がなされず、保

護の長期化による児童への不利益が問題となること

が多い。 

・子どもへの協同面接についての説明をていねいに

行う必要があると感じている。 
・協同面接後、不安定になる子どもが一定数おり、そ

の後のケアについて課題がある。 
・医療関係者が診察の場面でどの検査を行う必要が

あるのかを判断するために問診を行う必要性は理解

できるが、誘導的な聴取とならないように、より一層

の配慮がいると思われる（司法面接を予定している

場合）。 
・面接の DVD が公判で証拠として採用されず、子ど

もが証言を求められることは大きな負担だと感じてい

る。 
・検察・警察との処分前カンファレンスにおいて種々

の情報を共有できることは今後の子どもへの支援に

役立っている。 
・医学鑑定の依頼先が少ないこと、鑑定に時間がかか

ることで児童相談所の調査機関が長くなってしまう

事案がある。 
・小規模の児童相談所は選択肢が限られること、職員

も少ないことや経験年数によって体制を組むことに

困難を感じる。 
・人事異動で面接技法に不慣れな人が対応すること

があり、適切な実施がされているか疑問となることが

ある。 
・性虐待をはじめとして、医療機関との連携を必要と

するケースが急増している。 
・児童相談所としても保健師の配置や嘱託医の配置

により、医療機関とのより良い連携を目指しての取り

組みを実施しているところである。 
・医療機関側からも、児童相談所とのより良い連携を

目指したアプローチが増えてきており、全体として、

児童相談所と医療機関との連携は進めやすい状況

が作られてきている。 
・この状況を生かして、性虐待をはじめとしたさまざま

なケースについて、医療機関との連携を進めていき

たい。 
・調査機関における警察や医療機関との連携は少な

かったが、令和元年度（2019 年度）は件数が増え、
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より連携している印象がある。 
・ケースワーク（児童相談所）と捜査（警察・検察）とで

進行の具合が同期せずに苦慮したり、こちらが合わ

せたりして対応しているのが現状だと思う。 
・特に、家庭外の性暴力被害については、司法からの

連絡が無ければ、案件の把握さえ困難である。 
・被害児の心理的負担の軽減を目的としているにもか

かわらず、その後も事件化に向けて警察により聴き

取りが行われるなど、本来の目的とのズレが生じて

いる。 
・事件認知後、協同面接実施までの間に時間が空き、

その間、児童相談所のケースワークに支障を来す

事例もある（警察から内容告知の制限を受けるなど）。

また、事件化に向け、刑事課が介入し始めると非常

に連携しにくく、情報共有も困難となり、ケースワー

ク上の支障が生じてしまう。 
・協同面接の実施について、現状では、子どもが刑事

事件化を望んでいないケースについては、ていねい

に捜査機関と協議を重ね、子どもの心理的な負担を

軽減するように実施しているところである。ただ、現

状でも、子どもが刑事事件化を望んでいないケース

や、被害の先行開示がなく、子どもの精神状態から

聴取が難しいケースについて、捜査機関の担当者

によっては、調整に労力がかかったり、捜査機関と

衝突したりことがある。特に、面接を実施する場所に

ついては、検察庁での実施を強く求められることが

多く、子どもが話をしやすい環境であるかという観点

で協議をすることが難航することがある。 
・協同面接の前提となる司法面接のプロトコルについ

て十分に理解できていない面接者やMDTメンバー

が多いので、適切な面接が実施できるように司法面

接の研修を充実させる必要がある。 特に、司法面

接の研修以外にも、多機関で子ども虐待やトラウマ

を抱えた子どもへの対応に関する知識が学べるよう

にしていく必要がある。 
・協同面接の調整において、捜査機関側に子ども虐

待や虐待を受けた子どもの心理等の前提知識がな

いため、児童相談所が子どもにとって負担のない、

子どもの利益を尊重した面接を実施する必要性を

説明しても、捜査機関の面接者が理解できないため、

捜査優位の面接を実施しようとするところがある。虐

待を受けた子どもから被害事実を聴取するためには、

子ども虐待に関する知識は必須であるため、捜査機

関側が知識を深めていく必要がある。 
・医療機関によって、診察内容、記録の残し方、通告

の方法、情報提供等虐待の対応の差が大きい。系

統的全身診察ができる医療機関も少なく、虐待の痕

跡が見落とされる恐れがある。 
 
（２）協同面接等を実施した事例の調査【個票１】 
1） 事例の性別と種別 

協同面接の実施事例は 728 例で、対象となった子

どもの性別は男児 154 例（21％）、女児 567 例（79％）

であった。協同面接を行うこととなった案件の種別（主

な虐待）としては、性的虐待 384 例（56％）、性的虐待

以外の性虐待 88 例（13％）、性虐待を除く虐待 187
例（27％）、事件の目撃 33 例（5％）であった。被害の

始まった時点での年齢は 10.5±3.8歳（1歳 3 か月〜

18 歳 3 か月）、被害が終わった時点の年齢は

11.6±3.9歳（1歳 10 か月〜18歳 5 か月）であった。 
2） 案件の発見・通告の状況（時期、種別、内容など） 
被害が発覚した時点の年齢は 11.4±4.0歳（2歳 6

か月〜18 歳 10 か月）で、発覚時の開示状況につい

ては、自発的開示 339 例（51％）、偶発的開示 238
例（36％）、開示なし 78 例（12％）であった。児童相

談所が受理した時点での年齢は 10.7±4.4歳（1 か月

〜18歳 10 か月）であった。 
受理時点での聴き取りによって一人の子どもが複

数の被害を受けていることが判明したため、被害内容

としては全体で 909 件となった。虐待の種別としては、

性虐待 435 件（48％）、身体的虐待 242 件（27％）、

ネグレクト 158 件（17％、うち子どもの被害の無視･容

認･放置 84 件）、心理的虐待 65 件（7％、うち面前

DV の目撃 32件）であった。主な加害者別に見ると、

実父からは 239 件（26％、うち性虐待 120 件、身体

的虐待 78件など）、継父・養父 179件（20％、うち性
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虐待 118 件、身体的虐待 37 件など）、母のパートナ

ーである男性 81 件（9％、うち性虐待 51 件、身体的

虐待 24 件など）、実母 228 件（25％、うち身体的虐

待 82件、子どもの被害の無視・容認・放置 62件、そ

れ以外のネグレクト 53件、性虐待 9件など）、実兄 28
件（3％、うち性虐待 25 件）、その他の同居親族男性

24件（3％、うち性虐待 21件）、別居親族男性 16件
（2％、うち性虐待 14件）、第３者男性 66件（7％、性

虐待 61件など）であった。 
3） 協同面接等の全経過、単独面接、司法対応と協

同面接等の具体的な内容 
協同面接の実施回数は、1回のみが 587 例（84％）

であったが、複数回実施されたのは 2回83 例（12％）、

3回 13 例（2％）、4回 8 例（1％）であった。中には実

施回数が 5回 5 例、6回 3 例、14回 1 例という事例

もあり、実施総回数は延べ 881回であった。複数回の

面接が必要となったのは総計 113 例（16％）で、その

理由としては前回の面接が「部分開示であった」が 50
例（44％）、「非開示であった」が 14 件（12％）であっ

た。 
協同面接実施前に単独機関または２機関で面接・

聴取が行われていたのは、児童相談所のみ 239 例、

警察のみ 48 例、児童相談所＋警察 78 例、非実施

196 例であった。協同面接実施後に単独機関または

２機関で面接・聴取が行われていたのは、児童相談

所のみ 177 例、警察のみ 16 例、検察のみ 14 例、児

童相談所＋警察 21 例、児童相談所＋検察 9 例、検

察＋警察 9 件、非実施 239 例であった。子どもが裁

判に出廷したのは 376回の裁判のうち 20回（4％）で

あった。 
協同面接実施者の所属機関は延べ 830回のうち、

検察 441 回（53％）、警察 115 回（14％）、児童相談

所 305回（37％）、また使用されたプロトコルが判明し

ている延べ 567 回のうち NICHD 404 回（71％）、

ChildFirst® 140 例（25％）、RATAC® 22 例（4％）で

あった。MDT メンバーとして協同面接のモニタール

ームに同席していた関係機関職員の人数は平均 7.4
人で、構成が判明している延べ 747回のうち、各機関

が参加していた回数は児童相談所735回（98％）、警

察 672回（90％）、検察 471回（63％）であったが、医

療機関はわずか 12回（2％）であった。 
初回の協同面接の実施時間を有効回答 266 回分

で集計すると、70±37 分（5〜200 分）であった。面接

時間指数（Forensic Interview Index : FFI）を「面

接時間（分）÷（面接時の年齢×5 分）」と定義し、面接

時間が、① 短すぎる（FFI<0.25）、② やや短い

（0.25≦FFI＜0.75）、③ 適切（0.75≦FFI＜1.25）、

④ や や 長 い （ 1.25≦FFI ＜ 1.75 ） 、 ⑤ 長 い

（1.75≦FFI＜2.25）、⑥ 長すぎる（FFI≦2.25）の 6
段階で評価したところ、① 2 回（1％）、② 45 回
（17％）、③ 104回（39％）、④ 66回（25％）、⑤ 27
回（10％）、⑥ 22回（8％）となった。開示の評価として

は有効回答 763回のうち、完全否認 32 例（4％）、撤

回 9 例（1％）、部分開示 175 例（23％）、全面開示

504 例（66％）、新事実開示 43 例（6％）であった。 
4） 子どもの状況（一時保護の有無、児童相談所の関

与など） 
経過中に一時保護となった子どもは 555 人（79％）

で、うち保護開始時に同意のあった一時保護は 256
人（36％）、児童相談所職権での一時保護は 273 人

（39％）であった。一方、一時保護とならなかった子ど

もは 143 人（20％）であった。調査票記入時点での子

どもの所在は、自宅（加害者と別居）272 例（41％）、

自宅（加害者と同居）120 例（18％）、親族宅等 58 例

（9％）、児童福祉施設 168 例（25％）であった。 
子どもの心理状態として、① 加害者に対する処罰

感情（強い→なし）、② 面接前の不安・恐怖（強い→
なし）、③ 開示についての心構え（積極的→消極的）、

④ 面接での開示に対する感想（肯定的→否定的）、

⑤ 面接に対する感想（受けてよかった→受けない方

がよかった）を、それぞれ 5→1 の 5 段階で点数化し

て評価したところ、① 1.77±1.78、② 2.10±1.76、③ 

2.09±1.76、④ 1.54±1.76、⑤ 1.32±1.67 であった。 
5） 医療機関の受診状況（時期、受診先、内容、結果、

被害開示の状況） 
協同面接に関連して医療機関を受診したのは 245
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例（39％）、受診しなかったのが 355 例（57％）、不明

24 例（4％）であった。診察の内容（重複あり）としては、

問診 118 例（47％）、被害部位のみの診察 145 例

（58％）、被害部位を含め全身の診察 72 例（29％）、

精神･心理面 13 例（5％）、系統的全身診察 28 例

（11％）であった。被害と関連する身体・検査・画像上

の所見で異常があったのは 140 例（56％）で、うち受

診前の情報に比べて重度であったのは 18 例、同等

93 例、軽度 5 例であった。また、関連する異常所見

がなかったのは 85 例（34％）、不明 27 例（11％）であ

った。診察時の開示については、開示ありが 134 例

（53％）で、その内容が診察前の情報に比べて重度

であったのは 9 例、同等 97 例、軽度 5 例であった。

また、開示なしが 60 例（23％）、不明 62 例（25％）で

あった。 
6） 協同面接や医療機関との連携に関する問題点 

協同面接に関する問題点については 176 例で回

答（重複回答可）があり、「協同面接を受ける意義や

目的について、子どもにどう説明するかが困った」が

112 例（64％）と最も多く、次いで「面接の手技が不十

分で、子どもの心理的負担への配慮が不足していた」

が 56 例（32％）、「面接の手技が不十分で、誘導があ

った/開示が得られなかった」と「面接の実施/非実施

や実施の時期について、事前の協議や連絡が不十

分であった」がそれぞれ 35 例（20％）であった。「医療

機関からの協力が得られず、医学的な所見や見解が

不十分であった」も 3 例（1％）あった。 
7）自由記載 
・2 回目の協同面接は検察官が面接者となって行わ

れたが、通常の司法面接終了直後、その場にて検

察官と事務官によって調書が作成され、その内容確

認まで行われた。そのため、司法面接直後に、検察

官が調書の内容を口頭で述べ（事務官がデータ入

力）、完成した調書を読み上げ、さらに、2 回も被害

事実を聞かされることになったうえ、指紋押捺を求め

られ、子どもにとって負担の大きな面接となった。通

常、協同面接の場でこのような対応がなされることは

なく、検察の無理解による対応だったものと感じてい

る。 
・検察官により対応が異なる状況には疑問を感じる。

統一的な対応と理解をお願いしたい。 
・協同面接を行ってから、病院受診を行えた方がよか

った。医療機関の日程調整や協同面接の日程調整

の都合で、病院受診が先となったので、子どもが何

か感じてしまい、協同面接で「わからない」という表

現が増えた可能性があった。 
・協同面接の前の事前協議のときに検察から、送致ま

では 3回聞き取りを要すると発言があったり、当所が

RATAC®以上の聞き取りをしていないことを意見さ

れたりするなど、３機関の意見に隔たりが大きく、も

めた。 
・他者からの被害も含めて被害全般を聞きたい当所

以外の２機関は、携帯内容など、他の証拠のある特

定の日の被害を聴取することしか興味がなく、捜査

の協力をさせられているだけのように感じたりもした

が、父の逮捕で本児が安堵し、自分が悪くないこと

を実感できたため、救われた。 
・協同面接後に、警察・検察から複数回聴取があり、

負担が大きいと感じる。 
・児童相談所と警察・検察の日程が合わず、協同面

接までに時間がかかる。その後、医療機関を受診し

ても被害に関する所見が得られず、児童の負担の

みが大きくなることがある。 
・系統的全身診察ができる医師が中核病院に配置さ

れることを望む。 
・協同面接を担当する検察官の技量を高めていただ

きたい。 
・３機関協同面接の場合、検察官が面接者となると事

件化はスムーズだが、子どもの聞き取りに慣れてい

ない人が無理して実施することも起こり得る。児童相

談所が良いとは言わないが、警察・検察には子ども

のペースで主体性を引き出していく聞き取りをして

ほしいと思った。協同面接前後の児童相談所による

被害事実確認面接の方が格段に被害に関する情

報量が豊かであるケースがある。 
・司法面接の前の情報共有で、子どもからこんな話を
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児童心理司が聞いているという内容を話したら、そ

れを司法面接の場でそのまま引用されて困ったこと

がある。（児童心理司は「ここで話したことは他の人

には言わない」約束のもと、子どもから話を聞いてい

るので、信頼関係がくずれ、以後の面接が困難にな

るし、子どもの話の中に出てきた人にも迷惑がかか

る。）  
・司法面接で子どもが語ったことを、保護者の取り調

べの中で「子どもが〇〇と言っていた」と出されると、

子どもが再統合で帰っていくときに、しこりになること

がある。警察は悪人をつかまえるのが仕事だが、児

童相談所は介入してからがスタートで、家族を支援

していくのが仕事になるので、関係を作っていこうと

しているときに難しくなってしまい、余分な労力が必

要になる。 
・虐待通告受理の当日、一時保護所入所前に警察主

導で総合病院の婦人科を受診したが、被害に関す

る所見は一切、得られず（被害についての診察の知

識や経験がなく）、後日、改めて別の医療機関を受

診することになり、子どもにとって非常に大きな負担

となった。警察が精液などの採取を目的として受診

を急いだ結果だったが、子どもの負担を理解すると

ともに適切な医療機関を選択してほしい。  
・協同面接実施後、警察が数日にわたって長時間に

及ぶ事情聴取を実施したため、子どもが非常に精

神的に不安定となった。協同面接を実施した意味が

ないと感じる。なお、その事情聴取において、男性

刑事を相手役に再現実況見分を求められたが、子

どもへの配慮の無さに憤りを感じる。 
・協同面接で被害を聞き漏らし、調書作成のために面

接の回数が増え、結果的に子どもに負担がかかっ

た。子どもの心理的負担に配慮するという本来の趣

旨に則り、方法の改善が必要と感じた。 
・回数を重ねた結果、全体の協同面接等が終わるま

で、保護者へ性虐待の事実を突きつけないよう協力

を求められたため、ケース管理・進行に困った（特に、

一時保護期間の 2 か月問題）。  
・実施の日程調整に時間がかかったため、調整機関

をどこが担うか、また、必ず、検察が主体となって実

施しないといけないのかを含め、検討が必要と感じ

た。 
・系統的全身診察等について、可能なら女性医師に

診てもらえると、子どもにとって身体的・心理的負担

がより軽くなるだろうと感じた。日頃からの連携の問

題であるが、事案発生後、速やかに実施できるとよ

いと感じた。 
・２機関・３機関協同面接の後の警察の動きが見えづ

らい。 
・それぞれの機関の立場の違いから、協同面接の目

的が大枠では一致していても、細かなところでズレ

ていると感じたことが印象に残っている。 
・警察は事件化、検察は起訴の可能性、児童相談所

は事実確認やケアのために、面接内で本児に行う

質問の選択が変わり、本児への心的な負担が懸念

された。 
・医療との連携が不足している。 
・性感染症の症状が明確な場合以外、受診させること

がないが、それ以外でも診察の必要性を感じている。 
・医療機関での問診の際、誘導的な聞き方になってし

まうことがあると感じられた。 
・協同面接では、本児の状態に配慮した面接ができ

ず、部分開示となった。 
・被害部位の検査・診察だけではなく、精神面での受

診をして PTSD の診断が出たことで、裁判において、

本児の被害の程度の根拠となったことは大きかった。

セカンドオピニオンも含め、医学的知見は裁判等に

おいて大きい意味を持つ。 
・協同面接や単独機関での面接実施の際、何時間も

聞き取りが続き、子どもの負担がかなり大きかった。

児童相談所の同席や休憩の取り方についても検討

する必要があると思う。特に、休憩の取り方について

は、常識の範囲内でとってもらえるものと思っている

と、そうでない場合もあり、確認が必要かと思う。 
・協同面接を実施するまで、その後の処遇が決められ

ないため、長い時間を要する状況が子どもに負担を

与える。子どもの安全な保護環境をどう確保するか
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も含めた総合的な実施体制が必要と考える。 
・協同面接を調整するのに時間を要するという特異な

状況によって子どもに負担がかかっており、現在の

日本の体制の中で協同面接をする意義を十分に感

じることができない。 
・協同面接後、警察による異常な長さの子どもへの聴

取が行われた。 
・協同面接時に被害の開示が得られなかった場合、

加害者側が認めないと事実が不明となり、処遇等の

判断が困難となる。 
・協同面接中は拒否や回避が強く、被害をほとんど語

ってくれなかった本児だが、協同面接後の面接の中

で「兄との心配なこと」というフレーズを用いたところ、

心配なことがあった前提で本人が語ることができた。 
・系統的全身診察と協同面接が連動しておらず、被

害者に負担をかける。診察できる医師が不足してい

る。 
・警察・検察は、事件化する案件かどうかをまず検討

してから連携の濃淡を決めるため、事件の把握から

協同面接実施までに 3 か月を要した。特に、低年齢

児については被害に関する語りの真偽を疑う傾向

にあるように感じる。 
・警察からの身柄付通告であり、警察・検察が主体と

なって行われたため、警察・検察の指示に従うしか

なかった。 
・子どもの年齢に合わせて対応を変える必要がある。 
・捜査機関が加害者にどのようにアプローチするのか

はっきりしない。加害者に処分が無い場合、子ども

や児童相談所の負担が増えるだけとなる。加害者を

刑務所に収監できない場合、裁判所が加害者プロ

グラムの受講を命令する等、司法の積極的関与を

望む。 
・子どもの年齢や知的能力、発達状況などの理由で、

疑われている被害について十分な聞き取りができな

い場合、誘導的な質問も含めた聞き取りに移行させ

るのか、移行するとしてどのタイミングでどこまで踏

み込むのか等といった判断が難しいと感じる。 
・児童相談所において警察官が協同面接を実施し、

検察庁がビデオ撮影を担当し、その検察官がモニタ

ールームに同席したが、異動となり、他の検察官が

引き継いだところ、捜査は長期化し、結果、起訴に

至らなかった。取調べの警察官の技術の未熟さも感

じられた。日本では司法面接の制度が確立しておら

ず、検察官面前調書（二号書面）が三号書面よりも

証拠採用されやすいため、複数回の聴取（面接）と

なることが多い。 
・子どもが警察に被害申告し、警察が受診に同行した

ため、しばらくその情報が入手できなかった。捜査

上の問題や加害者が同居している事案で、保護期

間が長期となった。加害者が否認し、子どもも公判

で被害を撤回したため、公判も長期化した事案であ

ったが、裁判で無罪となった加害者が帰宅した後、

子どもの家庭における立場や精神的ストレス、再被

害が危惧されている。 
・性虐待は画像など十分な証拠がないと事件化が難

しい。また、子ども側に親をかばいたいという気持ち

が働くことや、言いにくい内容であるため、協同面接

においても十分な開示がなされない場合があると感

じている。 
・性暴力被害支援センターとして活動している総合病

院の産婦人科を受診している。同センターの相談員

が 3 人も関わる一方、受診時の児童相談所職員の

同席を拒まれることがあり、受診時の被害の開示内

容がわからず、苦慮することがある。 
・知的障害を持つ子どもで、事前に実施の目安となる

制限時間を確認していたが、本児が面接に協力的

であったこともあり、立件のために時間を超過した。

結局は、2 度に分けて実施したため、本児の負担等

を、より考慮してあげられるような連携が図れればよ

かった。 
・低年齢児で、被害認識の薄い子どもの場合は、面

接者や面接方法を十分に検討して実施する必要性

があると感じた。 
・児童相談所の面接は誘導しないため、時間がかか

って本児への負担が大きいのではないかと病院に

反感をもたれた。性虐待の面接について、理解が求
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められるような働きかけが足りていなかったと感じて

いる。多機関連携を強化するために共通理解を図

る必要があると思った。 
・一時保護中でない場合も、非加害親が正しく理解し

て保護的に機能した場合は、本児のよりよい回復に

つながることを実感した。 
・協同面接の体裁をとっているが、実態としては検察

官の指示により警察官が聴取を行った。一般的な刑

事事件と同様に扱われたものであり、被害児の心情

に配慮したものとは言い難い。結果的に、この聴取

による被害児の心理的な負担は相当大きかった。

被害児に多大な負担をかけておきながら、処罰を望

む被害児の意に沿わない結果となり、その後の被害

児の行動は荒れて、自傷行為の出現など非常に不

穏になってしまった。 
・毎回やはり、子どもへの負担が大きすぎるように感じ

る。 
・協同面接を実施しても、改めて関係者が子どもに話

を聞きにくることもあり、協同面接の本来の目的が達

成されていないように感じることが多い。 
・面接を受ける意義や目的について、子どもの年齢や

発達の状況に応じ、ていねいな説明を心がけ、安心

して面接に臨めるようすることが大切だと考えている。 
・幼い子どもの場合、診療時に医師に対して被害事

実を開示することがあるが、その後、協同面接にお

ける３機関代表者の面接では多くを語らないというこ

とがある。司法や福祉が、医療ともっと踏みこんだ連

携をすることも必要かと思う。 
・立件ができないと、急に警察は（検察も）手を引く。ギ

リギリの状態でも家族と面接し、安全策を何とか作り

上げなければならない児童相談所は、取り残された

感じや連携の虚しさを感じる。 
 
（３）性虐待として受理したが、協同面接等を実施しな

かった事例の調査【個票２】 
1）事例の性別と種別 

協同面接非実施例は 684 例で、対象となった子ど

もの性別（記載のあるもの）は男児68例（10％）、女児

591 例（90％）であった。案件の種別（記載のあるもの）

としては、性的虐待 503 例（81％）、性的虐待以外の

性虐待 117 例（19％）であった。被害の始まった時点

での年齢は 10.6±3.5歳（5 か月〜19歳 0 か月）、被

害が終わった時点の年齢は 12.0±4.1歳（5 か月〜19
歳 9 か月）であった。 
2）案件の発見・通告の状況（時期、種別、内容など） 
被害が発覚した時点の年齢は 12.2±4.0歳（5 か月

〜19 歳 0 か月）で、発覚時の開示状況については、

自発的開示 287 例（46％）、偶発的開示 143 例

（23％）、開示なし 151 例（24％）であった。児童相談

所が受理した時点での年齢は 11.6±4.5歳（3 か月〜

19歳 0 か月）であった。 
受理時点での被害内容としては、上記と同様に全

体で 926 件となった。虐待の種別としては、性虐待

627 件（68％）、身体的虐待 75 件（8％）、ネグレクト

137 件（15％、うち子どもの被害の無視･容認･放置

87件）、心理的虐待 69件（7％、うち面前 DV の目撃

50 件）であった。主な加害者別に見ると、実父からは

351 件（38％、うち性虐待 242 件、面前 DV の目撃

35 件、身体的虐待 29 件など）、継父・養父 169 件
（18％、うち性虐待 145件、身体的虐待 12件など）、

母のパートナーである男性 71件（8％、うち性虐待 55
件、身体的虐待 10件など）、実母 177件（19％、うち

子どもの被害の無視・容認・放置 63 件、それ以外の

ネグレクト 34件、性虐待 42件、身体的虐待 19件な

ど）、実兄 54 件（6％、うち性虐待 51 件）、その他の

同居親族男性 31 件（3％、うち性虐待 27 件）、別居

親族男性 23件（2％、うち性虐待 22件）、第３者男性

31件（3％、性虐待 30件など）であった。 
3）被害事実確認面接の具体的な内容と協同面接を

実施しなかった状況 
被害事実確認面接が実施されたのは 336 例

（51％）、実施されなかったのは 329 例（49％）であっ

た。面接実施時の面接者は児童心理司 175 例

（53％）、児童福祉司 141 例（43％）であった。使用さ

れ たプ ロ ト コル は NICHD 119 例 （ 37％ ） 、

ChildFirst® 72 例（23％）、RATAC® 15 例（5％）で、
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プロトコルを使用しない場合には慎重に設定された面

接 48 例（15％）、一般的な調査面接 57 例（8％）が実

施された。実施された面接時間は 57±27 分（10〜

165 分）で、開示の評価としては有効回答 309 例のう

ち、完全否認 35 例（11％）、撤回 7 例（2％）、部分開

示 59 例（19％）、全面開示 188 例（61％）、新事実開

示 20 例（7％）であった。 
協同面接に至らなかった状況に関して回答のあっ

た 260 件のうち、児童相談所としては「協同面接はぜ

ひ必要と考えていた」のが 37 例（14％）、「必要だが、

子どもの状況（言語能力、精神状態）からは実施は困

難と考えていた」が 58 例（22％）、「必要はないと考え

ていた」が 165 例（63％）であった。実施しないと判断

した理由（有効回答 114 例）について、「事件化が困

難であると検察が判断したため」が 43 例、「子どもの

言語能力、精神状態から面接が困難と判断したため」

が 71 例であった。その結論に対する児童相談所とし

ての印象は、有効回答 117 件のうち「納得している」

のが 102 例（87％）、「決定までの時間が長すぎる」の

が6件（5％）、「納得できない」が9件（8％）であった。 
4）子どもの状況（一時保護の有無、児童相談所の関

与など） 
経過中に一時保護となった子どもは 275 人で、うち

一時保護開始時に同意での保護は 142 人（22％）、

職権での保護は 121 人（18％）であった。一方、一時

保護とならなかった子どもは 377 人（57％）であった。

調査票記入時点での子どもの所在は、自宅（加害者

と別居）226 例（36％）、自宅（加害者と同居）226 例

（36％）、親族宅等 37 例（6％）、児童福祉施設 86 例

（14％）であった。 
子どもの心理状態として、① 加害者に対する処罰

感情（強い→なし）、② 面接前の不安・恐怖（強い→
なし）、③ 開示についての心構え（積極的→消極的）、

④ 面接での開示に対する感想（肯定的→否定的）、

⑤ 面接に対する感想（受けてよかった→受けない方

がよかった）を、それぞれ５→１の５段階で点数化して

評価したところ、① 1.08±1.50、② 1.32±1.67、③ 

1.28±1.60、④ 0.96±1.54、⑤ 0.87±1.48 であった。 

5）医療機関の受診状況（時期、受診先、内容、結果、

被害開示の状況） 
協同面接に関連して医療機関を受診したのは 78

例（15％）、受診しなかったのが 395 例（75％）、不明

55 例（10％）であった。診察の内容（重複あり）として

は、問診 41 例（47％）、被害部位のみの診察 43 例

（49％）、被害部位を含め全身の診察 13 例（15％）、

精神･心理面 6 例（7％）、系統的全身診察 10 例

（11％）であった。被害と関連する身体・検査・画像上

の所見で異常があったのは 28 例（32％）で、うち受診

前の情報に比べて重度であったのは 2 例、同等 17
例、軽度 4 例であった。また関連する異常所見がなか

ったのは 32 例（36％）、不明 28 例（32％）であった。

診察時の開示については、開示ありが 30 例（34％）

で、その内容が診察前の情報に比べて重度であった

のは 4 例、同等 21 例、軽度 2 例であった。また開示

なしが 25 例（28％）、不明 33 例（28％）であった。 
6）被害事実確認面接や医療機関との連携に関する

問題点 
協同面接に関する問題点については 34 例で回答

（重複回答可）があり、「協同面接を受ける意義や目

的について、子どもにどう説明するかが困った」が 27
例（80％）と最も多く、次いで「面接の手技が不十分で、

子どもの心理的負担への配慮が不足していた」が 6
例（18％）、「面接の手技が不十分で、誘導があった/
開示が得られなかった」が 5 例（15％）であった。 
7）自由記載 
・協同面接にしても、系統的全身診察にしても、子ど

もに対する一連の支援の流れの中で実施されるも

のであることを考えると、子どもに関わる支援者間で

の十分な情報共有と適切な役割分担が必須である

と考える。そのためには、各機関が互いの機関の特

徴を把握していることが不可欠で、そこから信頼し合

い、必要なことは委ね合うこともできるようになると感

じている。事例を重ねるごとに、うまくいかなかったこ

とが気になってしまいがちであるが、次の支援に向

けて、よかったこと、できたことも含め、振り返りを行う

ことも大切だと思う。被害を受けた子どもの傷つきと、
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そこからの回復を最優先に考えるうえでは、支援者

の思惑どおりには進まないこともたくさんあるが、ど

のような状況にもできる限り柔軟に対処していかれる

よう、支援者のスキルアップが求められていると思う。 
・警察・検察とも事件化、処罰感情のみをとりあげ、非

加害親の複雑な心情（「信じられない」「加害者とは

離れたら、経済的やっていけない」「子どもが一時保

護でとりあげられるくらいなら、いったん、DV避難す

ると言おう」「生活や学校をどうしよう」など）への配慮

がないため、一時的な対応となりやすく、結果、子ど

もの生活の保障につながっていないことが多いよう

に感じる。もちろん、協同面接・医療機関との連携が

有効なケースもあるが、一度は事件化したが、母が

被害届を取り下げ、その後、関係者とのコンタクトを

避け、加害男性との関係を続けることとなった事例

では、児童相談所は無理をして、その後、約 1 年ケ

ースを追い続けたが、とても負担であった。 
・現場の警察官には必ずしも、司法面接が十分理解

されておらず、言葉のみひとり歩きしているように感

じた。（現場の警察官は数名とも、「司法面接が必要」

と言いつつ、どんどん聞き取りを進めてしまっていた

ため。） 
・警察や検察側に子どもの専門家が少ない。医療機

関に関しても即応できるところが少ない 。 
・施設内における子ども間の性的問題行動について

は、警察に連絡することなく対応してきた。県の作成

する施設内児童間性的問題行動対応マニュアルに

も、警察への通報はまったく取り上げられていない

が、このアンケートにより警察への一報も検討するこ

とも選択肢としてあると思った。 
・事前協議の場で、「本児の評価（面接で語ることがで

きるか）や“ブロックを解いてほしい”ための『カウンセ

リング』を要望する」と警察が求めてきた。これまで係

属のない中で、唐突に『カウンセリング』を行うことは

難しく、警察が求める役割（本人の評価やブロックを

解く）は果たせないことを説明しても、「協力できない

のか！」と怒りをぶつけられる一方であった。 
・子どもが非開示の場合、婦人科診察の動機付けは

難しい。子どもが低年齢、発達の遅れなどある場合

はより難しい。しかし、診察の目的をしっかり伝えると、

診察そのものについての協力は問題なく得られるこ

とがある。 
・系統的全身診察をどこで受けられるのかリストがほし

い。 
・社会的養護の入所先の中で起こった事案について、

３機関協同面接を行うのか、行わないのかの線引き

が困難である。また、系統的全身診察も性器挿入の

有無で実施か否かの判断がされる傾向が強い印象

を受ける（児童相談所・医療機関ともに）。 
・性行為の目撃があったことが後で判明し、性化行動

が後ほど見られるようになったケースについて、一時

保護中や最初に開示がない場合には医療機関の

受診を行っていない（行えない）ため、疑わしいもの

は、どういうふうに子どもに話をするのがよいか考え

させられた。 
・性虐待を受けた子は、長年にわたって PTSD 症状

がひどくなる人が多いが、受診に適した医療機関が

なく、困っている。 
・現場となった住居から引っ越すことを考えて対応す

るが、加害者からの分離だけでなく、転居を伴うと、

子どもをその後の取り巻く環境に変化が大きく、子ど

もの適応に影響が出てしまう。 
・非加害親や子ども本人に処罰感情がない場合に、

警察への通報を毎回実施すべきかどうか、通報する

場合でも、そのタイミングが悩ましい。福祉的アプロ

ーチとケースワークを進めるうえでのメリット・デメリッ

トと、刑罰を目的とした警察とは、うまく役割分担でき

るとよい。 
・本児自身に強い処罰感情があったが、実母は事を

荒立てず、新天地での生活を優先したいとの意向

で、一度出した被害届を取り下げた。当時の法律、

警察の対応の結果、本児の強い処罰感情が尊重さ

れず、加害者に法的な裁きを与えられなかったこと

は、担当児童福祉司として非常に悔しい思いであっ

た。 
・本人が性虐待被害を肯定的にとらえている場合に、
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「よくないこと」として伝えることが難しかった。 このた

め、他機関との連携ができなかった。 
・幼児への虐待について、被害事実確認の難しさが

ある。1 年程時間が経過してからの開示であったた

め、医療機関の協力は得られなかった。また、父母

に対する本児の恐れや抵抗も強くあり、心理的負担

を考えると、協同面接に十分な配慮が必要であった。 
 
Ⅲ．協同面接と系統的全身診察の実施状況に関する

詳細調査 
（１） 個別アンケート調査 
上記の調査に関して依頼をしたところ、19 施設のう

ち、カリヨン子どもセンターと子どもの虐待防止センタ

ーの 2 施設を除く 17 施設（うち、関連施設は 2 施設）

から回答が得られた。調査結果をグループ１（Gr.1）と

グループ 2（Gr.2）に分けて示す。なお、以下の結果

ではグループ１は 10 施設、グループ２については、

関連機関を除く 5 施設を母数とした。また［ ］内の数

字は、予め設定した回答に対してチェックをつけた施

設の数である。 
１．自施設が関与する協同面接等 
① 自施設で実施している場合：その課題 

Gr.1：3 施設が実施していると回答した。課題として

挙げられたのは、以下の通りであった。 
・症例数が少ない（依頼が少ない）。［2］ 
・面接室の確保が難しい。［1］ 
・モニタールームに同席するスタッフの確保が難し

い。［1］ 
・検察が面接者を務めることが多いが、個人差があり、

実施したという既成事実を作るのが目的ではない

か、と思うようなレベルの面接もある 。 
・系統的全身診察や産婦人科の診察を病院で行う

場合は、同じ場所で協同面接を実施することが子

どもへの心理的負担の軽減に繋がること、そのた

めに院内に面接設備を整備していて利用できるこ

とを児童相談所や検察に伝えているが、利用され

ることはまれである。 
Gr.2：4 施設が実施していると回答した。課題として

挙げられたのは、以下の通りであった。 
・症例数が少ない（依頼が少ない）。［4］ 
・面接者やピアレビューの費用などの資金不足。［3］ 
・面接者の確保が難しい。［2］ 
・モニタールームに同席するスタッフの確保が難し

い。［1］ 
・入院ケースについては医療機関参加も参加して４

機関で協同面接を実施したことがある。 
・児童相談所に声をかけて、被害事実確認面接に

参加したことがある。 
・警察、検察が企画した司法面接研修にスタッフが

参加し、司法面接への理解を進めている。 
② 自施設で実施できない場合：その理由 

Gr.1：7 施設が実施していないと回答した。理由とし

て挙げられたのは、以下の通りであった。 
・検察、警察、児童相談所などで行うため必要ない。

［3］ 
・面接室の確保が難しい。［1］ 
・面接者の確保が難しい。［1］ 
・協同面接への立ち会いも希望しているが、行政か

らの需要がない 。 
・必要性を感じるが、警察・児童相談所が主で行い、

医療との連携は考慮されていない。 
・連携する CAC で行っている。 
・病院内で行う必要性を、どの機関も感じていない。 
Gr.2：１施設が実施していないと回答した。理由とし

て挙げられたのは、以下の通りであった。 
・検察、警察、児童相談所などで行うため必要ない。

［1］ 
・依頼があれば考えるが、現在までは検察で行って

いる。     
 
２．自施設が関与する系統的全身診察 
① 自施設で実施している場合：その課題 

Gr.1：9 施設が実施していると回答した。課題として

挙げられたのは、以下の通りであった。 
・研修を受けた診察医師の確保が難しい。［6］ 
・看護師など診察を介助する人材の確保が難しい。
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［4］ 
・診察室の確保が難しい。［3］ 
・診察についての費用について、保険診療として認

められない、もしくは、認められてもその範囲では

カバーできない。［3］ 
・診察適応について児童相談所が判断を行い、限ら

れた事例しか紹介されない。 
・児童相談所が性器･肛門の診察への拒否感が強く、

何度かカンファレンスを行って理解を得る必要が

あった。 
・系統的全身診察が協同面接とセットで行うことが必

須になってないため、必要な子どもに対して実施

できていない。 
・施設内の意識が低い。 
・系統的全身診察の存在、その目的と必要性を医

療も児童相談所・警察・検察もそもそも認識してい

ない。 
Gr.2：5 施設が実施していると回答した。課題として

挙げられたのは、以下の通りであった。 
・研修を受けた診察医師の確保が難しい。［3］ 
・看護師など診察を介助する人材の確保が難しい。

［2］ 
・診察室の確保が難しい。［1］ 
・診察についての費用について、保険診療として認

められない、もしくは、認められてもその範囲では

カバーできない。［5］ 
・系統的全身診察研修を受けた医師は１名のみで、

圏域での研修企画を検討している。 
・全身を診て外傷がないか等を調べている。 
（補：その後のグループヒアリングの結果、「実施して

いる」と回答していた 1 施設は「系統的全身診察」

を単に「全身を診察すること」と理解していることが

推察された。） 
② 自施設で実施できない場合：その理由 

Gr.1：1 施設が実施していないと回答した。理由とし

て挙げられたのは、以下の通りであった。 
・今後、系統的全身診察を行う予定であるが、施設

内での理解がまだ得られていない。［1］  

・研修を受けた診察医師の確保が難しい。［1］ 
・看護師など診察を介助する人材の確保が難しい。

［1］ 
・診察室の確保が難しい。［1］ 

 
３．こころのケア（TF-CBT など） 
① 自施設で実施している場合：その課題 

Gr.1：5 施設が実施していると回答した。課題として

挙げられたのは、以下の通りであった。 
・精神科医や公認心理師等心理職の確保が難しい。

［3］ 
・診療報酬（小児特定疾患カウンセリング料、精神療

法など）ではカバーできない。［2］ 
・本来行うべき機関（児童相談所・精神科）が行う体

制がないため、必要性に迫られてホログラフィート

ーク・USPT・TF-CBTなどを、小児科医・MSWが
実施している状況にあり、体制の整備は必須であ

る。 
・系統的全身診察の直後に心理士によるカウンセリ

ングを行っている。 
・心理士、医師（小児科、婦人科）との関係ができる

と、そのまま診療を継続する。 
・児童精神科の初診は 15 歳までであるため、年齢

が高い児は児童精神科の受診ができない。 
・TF-CBT を行える心理職はいるが、適応できない

ケースも多いため、実施件数は少ない。 
・一時保護所から遠く、児童相談所の都合等で通院

が難しいため、長期フォローができないケースが

多い。 
Gr.2：4 施設が実施していると回答した。課題として

挙げられたのは、以下の通りであった。 
・精神科医や公認心理師等心理職の確保が難しい。

［2］ 
・診療報酬（小児特定疾患カウンセリング料、精神療

法など）ではカバーできない。［3］ 
・自施設の精神科医の診療は予約でいっぱいであ

るため、カウンセリングは他機関に紹介し、費用を

（すべてではないが）支援している。 
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・精神看護専門看護師 1名が実施しており、臨床で

できる人材を育成中である。 
② 自施設で実施できない場合：その理由 

Gr.1：5 施設が実施していないと回答した。理由とし

て挙げられたのは、以下の通りであった。 
・実施するだけの余裕がない。［2］ 
・精神科医や公認心理師等心理職の確保が難しい。

［3］ 
・虐待以外の心理社会的背景に課題のある子ども

の対応に追われている。 
・児童精神科医が 3 人、公認心理師が 2 人いるな

ど、比較的恵まれた環境であり、必要に応じて診

察やカウンセリングはある程度可能であるが、トラ

ウマに特化した治療をする時間的な余裕はない。 
Gr.2：1 施設が実施していないと回答した。理由とし

て挙げられたのは、以下の通りであった。 
・診療報酬（小児特定疾患カウンセリング料、精神療

法など）ではカバーできない。［1］ 
 
４．多機関連携チーム（MDT）について 
① 児童相談所との連携についての自己評価 

Gr.1：十分にできている：3 施設、できている：5 施設、

ややできていない：1 施設、無回答：1 施設 
・連携の実態は理想とはほど遠く、児童相談所の都

合で体よく医療が利用される状況は変わらない。 
・職権での一時保護や施設入所等の解除（家庭復

帰等）には第三者委員会での承認を必要とするシ

ステムとなっており、医師がその委員として参加す

るようになってから、児童相談所の動きや考え方が

少し理解できるようになった。 
Gr.2：十分にできている：1 施設、できている：2 施設、

ややできていない：1 施設、無回答：1 施設 
・連携体制はあるが、同じ場で話し合うなどの連携

はできていない。 
・体制はできていて、定期ミーティングもできている

が、タイムリーに情報共有し、ケースについて話し

合うところまでの情報提供の方法や時間の確保の

合意には至っていない。 

② 児童相談所との連携に関する課題 

Gr.1： 
・児童相談所と話し合う場がない。［1］ 
・医療者の意見を聞いてもらえない。［2］ 
・児童相談所によって対応のレベルに差が大きい。

［5］ 
・子ども虐待について専門性を持つ職員が少ない、

または、いない。［3］ 
・対応が遅い。［1］ 
・当該地域担当の児童相談所は院内でのカンファ

に参加しているが、周辺児童相談所は常時そろう

とは限らない。 
・児童相談所が、根拠に基づく医療（Evidence-

Based Medicine：EBM）にかなうセラピーや評価

を行うという体制がなく、勘に頼っている。 
・担当者によって、また、児童相談所によって一時

保護や家庭復帰等の判断がまちまちであり、現場

として混乱することがある。 
・先の見通しを立てずにケース会議に臨むため、

「今後こうなった場合はどうするのか」と方針を尋ね

ても、「その時に検討する」という回答になりがちで

ある。 
・連携はうまく行かなかったが、幸いに何とか最悪の

事態は避けることができた事例があった場合に、

多機関でそれを振り返って次に活かすための会議

が少ない、または、ない。 
Gr.2： 
・医療者の意見を聞いてもらえない。［1］ 
・児童相談所によって対応のレベルに差が大きい。

［2］ 
・子ども虐待について専門性を持つ職員が少ない、

または、いない。［1］ 
③ 警察との連携についての自己評価 

Gr.1：十分にできている：3 施設、できている：3 施設、

できていない：3 施設、無回答：1 施設 
・都道府県警察本部が院内のカンファレンスに参加

しているが、所轄署からの参加が難しい。 
・連携の実態は理想とはほど遠く、警察の都合で体
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よく医療が利用される状況は変わらない。 
Gr.2：十分にできている：1 施設、できている：3 施設、

できていない：1 施設 
・捜査協力しても、その後の状況のフィードバックは

なく、確認しないと知らされない。 
・一方通行であり、協働体制とまでは言えない。 
④ 警察との連携に関する課題 

Gr.1： 
・当機関が警察の業務内容や役割を理解できてい

ない、または、見えにくい。［1］ 
・警察と話し合う場がない。［2］ 
・医療者の意見を聞いてもらえない。［3］ 
・所轄署によって対応のレベルに差が大きい。［5］ 
・子ども虐待について専門性を持つ職員が少ない、

または、いない。［7］ 
・専門的医療者の評価が必要であることへの理解が

乏しい。 
・特に、本来最も連携を必要とする警察本部捜査第

一課には「医療機関と連携をする」という意識がな

い。 
・警視庁・道府県警察本部の全体に対して、被害

児・家族の負担・二次被害や、協同面接に医師が

参加する意義などを説明する場がない。 
・連携がよいことの裏返しであるが、相談件数が多く、

ボランティアでかなりの時間を割かざるを得なくな

っている。 
・都道府県内の別の医療機関との連携を見た時に

は不十分な印象がある。 
・所轄署の警察官が思い込みで動くことが多く、被

害児に何度も聴き取りをしてしまうことがあり、否認

や撤回につながるリスクがある。 
Gr.2： 
・警察と話し合う場がない。［2］ 
・医療者の意見を聞いてもらえない。［1］ 
・所轄署によって対応のレベルに差が大きい。［4］ 
・人によって対応に差がある。 
・被害者支援の視点を共有して協力できた。 
・ワンストップセンターと協力したり、ケースについて

話し合ったりする必要性を感じていない印象があ

る。 
⑤ 多機関連携における医療側の課題 

Gr.1： 
・医療側が児童相談所や警察・検察の業務内容や

役割を理解していない。［2］ 
・児童相談所や警察・検察と話し合う場がない。［3］ 
・子ども虐待について専門性を持つ医師が少ない。

［5］ 
・子ども虐待の対応は児童相談所等が行うべきで、

医師の役割ではないと思っている医師が多い。［3］  
・問題意識を共有し、体制改善に進むほどの経験の

積み上げが困難である。 
・多機関連携をすることに対するコストの評価が不十

分で、体制整備を行った場合の診療報酬上の加

算等の改定が必要である。 
・被害や加害のどちらにも偏ることなく、中立的な立

場で対応することと、虐待の予防が究極的な目標

であることを忘れず、被害児だけではなく、加害者

にも支援やケアが必要であることを関係機関に訴

えていくことが必要である。 
Gr.2： 
・児童相談所や警察・検察と話し合う場がない。［1］ 
・子ども虐待について専門性を持つ医師が少ない。

［2］ 
・性虐待被害児の診療には医師の診療が必須（非

常に重要）だと考えているが、その認識が小児科

医にも産婦人科医にもまだ共有されていない。 
・医療現場は多忙なため、対応するスタッフの力量

不足のため適切に配慮した対応が難しい。 
・系統的全身診察ができる医師の研修を実施しよう

としても、多忙であるため参加できる日程や動機付

けの難しさがある。 
 

（２） グループヒアリング 
グループヒアリングにはアンケート調査で協力の得

られた 17 施設に協力を依頼し、Gr.1 では前橋赤十

字病院を除く 9 病院、Gr.2 では 7 施設の参加が得ら
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れた。グループヒアリングでは、上記の調査で回答の

あった課題や問題点を確認したうえで討論を行った。

その内容をグループ別に示す。 
１．Gr.1 
① 医療機関と協同面接の関わり 

医療機関の受診の際に協同面接を行うかどうかの

情報が事前に入るのは 2 施設、協同面接そのものに

直接参加するのがルーチンになっているのはそのうち

の 1 施設のみであり、「問い合わせても伝えてもらえな

い、教えてもらえない」と回答する病院もあった。協同

面接の実施前、または、実施するかどうかが不明の場

合には、系統的全身診察が誘導にならないようにする

必要がある。そのような場合は被害内容については

詳細を聞かないようにしている医療機関も多いが、不

十分な診察となるため、司法面接後に再度の診察が

必要となることもあった。 
「事前に情報が入る」と回答した 2 病院の状況は以

下の通りである。 
・医療ソーシャルワーカー（MSW）が、性虐待被害

が疑われる子どもの診察依頼を受ける際には、す

でに協同面接の日程調整ができている。協同面

接の実施もスムーズで、通告・通報を受理したら 1
〜2 日以内に開催されることも多い。［四国こどもと

おとなの医療センター］ 
・協同面接を実施する場合は、基幹施設の病院小

児科の医師に連絡があり、行われる協同面接の 8
割は医師がモニタールームに同席している。面接

後の振り返りミーティングは 2 か月毎に行われてお

り、医師も参加して必要な場合はアドバイスをする。

［沖縄県立中部病院］ 
先進的な活動をしている病院では、複数の医師が

司法面接研修を受けており、性虐待対応チームを作

って活動をしている病院もあった。 
なお、院内に協同面接ができる設備を整えている

病院は 2 か所、病室を利用して行っているのは 1 か

所であったが、「検察の機器を使って行うことが必要

である」という理由で、設備が使用されていないところ

もあった。 

② 系統的全身診察の実施 

系統的全身診察は 1 人で行うことが原則であるが、

実際に小児科医 1 人で行っているのは 1 施設だけで、

多くは性器・肛門の診察には産婦人科医の協力を得

て行っていた。病院によっては、泌尿器科医、小児外

科医の協力を得ているところもあった。 
他科の医師の協力を得て行う場合も、性器・肛門の

診察だけを別の診察室で行うのではなく、複数の診

察医が最初から診察室に同席して一緒に関わること

によって、子どもへの心理的負担を少しでも軽減する

ように努めている病院が多かった。しかし、「産婦人科

の開業医で羽交い締めにして診察をされたことがトラ

ウマになっている」と訴える子どもや家族がいるのも現

実であり、子どもの性器・肛門の適切な診察について

は根本的な医学教育が求められる。 
系統的全身診察は協同面接の実施後に行うことが

原則であるが、その理解が十分ではないために順番

が逆になる場合も多い。また、特に性器・肛門の診察

に対しては児童相談所が拒否的で、「身体的虐待な

のになぜ、必要なのか」「性器・肛門の診察をしたこと

を親が知って問題にされたらどうするのか」「コルポス

コープの写真をいつまで残しておくのか、それを残さ

れている親の気持ちをどう思うのか」と児童相談所か

ら言われるという回答もあった。身体的虐待として受

理した場合、性虐待が合併していたことに長期間、気

付かれないままという事例も少なくないため、系統的

全身診察の必要性を児童相談所に理解してもらう必

要がある。 
③ 多機関連携の課題 

協同面接を実施しても、語られた内容を司法的に

どう利用できるかという点だけに関心が向けられてい

て、子どもの心理的負担の軽減、子どもが勇気を持っ

て話をしてくれたという事実そのものの尊重、子どもの

心理状態を考えて語られた内容をどのように解釈する

かの検討などは不十分であるという意見もあった。所

轄署の警察官が診察前に被害児への事情聴取を行

おうとすることがあったり、警察での報告書を作成する

ために聴取していると思われる場面もあり、協同面接
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の必要性やそのあり方について所轄署に浸透してい

ないようだという意見は複数の医療機関から出された。 
児童相談所・警察・検察・医療機関が合同で司法

面接研修を受けたことによって、特に警察にその意義

が浸透し、所轄署が根掘り葉掘り聞くことがなくなって、

円滑な多機関連携ができるようになったという病院も

あった。［四国こどもとおとなの医療センター］ 
 
２．Gr.2 
① 各施設と協同面接の関わり 

協同面接の実施方法については地域差が大きく、

「性虐待の場合には直ちに児童相談所・警察・検察の

３機関で事前協議を行って、実施日や実施機関を決

める」という地域もあれば、「児童相談所と警察が事前

協議をして、協同面接の要否は警察が判断して検察

に伝えるため、児童相談所の意向が検察に伝わりに

くい」という地域もあった。また、「被害の認知から協同

面接の実施までの期間がかなり長くなることが多いた

め、そのような場合には診察を優先してほしい」と考え

ている医療機関もあった。 
また、協同面接は原則 1回とすべきであるのに、検

察・警察が何度も追加で聴取を行った事例、子どもの

発達や心理を理解できていない検察官が行なったた

めに証拠としての価値や信用性が低くなった事例、児

童相談所職員が子どもの心理に配慮してしまうあまり

犯罪として立証するために必要な具体的事実が十分

に聴き取れなかった事例などが挙げられた。また、協

同面接の面接者によって証拠価値（証明力）が異なる

点、伝聞証拠禁止の原則により協同面接の記録が証

拠採用されにくい現状における協同面接の記録その

ものの証拠としての扱い、協同面接を民間施設で行

った場合の記録の管理の問題、加害者と被害児の分

離のあり方（被害児を一時保護して非加害親と引き離

すのではなく、加害者を家庭外に隔離する）について

も、今後の扱いとして提起された。 
② 系統的全身診察について 

「自治体が予算を出して、その地域の多くの医師が

系統的全身診察の研修を受けている」「系統的全身

診察のできる複数の医師でメーリングリストを作り、必

要時にはそれを用いて診察可能な医師を探す体制を

採っている」「児童相談所内に系統的全身診察用の

診察室を作り、コルポスコープも購入した」という地域

もあった。 
日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会から出さ

れているガイドライン 1）には、「CQ427 性暴力を受け

た女性への対応は？」「CQ428 性虐待が疑われる女

児への対応は？」という項目があり、産婦人科医はこ

れを基本に診察を行っているという意見があった。こ

のガイドラインに記載されているのは女性外性器の診

察であり、系統的全身診察の一部に過ぎない。ちな

みに、CQ428 の項目には WHO によるガイドライン 2）

の’top-to-toe’（頭のてっぺんから足の爪先まで）という

診察方法についての記載がある。 
③ 多機関連携について 

性暴力救援センターでは児童相談所・警察・弁護士と

連携を取って対応をすることも多いが、性暴力救援セ

ンター日赤なごやなごみでは、教育委員会や薬剤師

会とも連携を取って定期的な会議を開催しているとの

ことであった。また、18 歳未満で被害に遭っていた人

が 18 歳を越えると児童相談所の関わりが切れてしま

い、その後に関わる機関がないことも問題として挙げ

られた。 
 

D. 考察 
児童相談所が医療機関と関わる状況は、主に児童

虐待の事例を通してであり、一般の医療者にとっては

児童相談所と関わる機会も経験も少ない。そのため、

今回の調査の対象とした医療者は、児童虐待に関心

を持つ医療者が所属する JaMSCAN の正会員とし

た。また、児童相談所等への実態調査では、都市部

の児童相談所からの回収率が高くはなく、多くの件数

を抱えていると思われる大都市圏からの回答が少な

かったため、協同面接や系統的全身診察に関する全

体像を把握できたかどうかは不明である。そういう中で

全面的に協力してくれた県もあり、貴重な資料となっ

た。 

36



本研究の成果物として『協同面接と系統的全身診

察の手引き』を作成するに当たって、協同面接の実施

基準を定めるべきか否かが課題となったが、回答のあ

った児童相談所 132 か所のうち 25 か所（19％）で、

「適切に定められている」という回答は 11 か所（8％）

しかなく、実施基準がない児童相談所でも「必要性を

感じない」という回答が 59％であった。このことから、

形式的な実施基準は現場で有用とはみなされておら

ず、むしろ、子どもの福祉の視点で協同面接の意義

を多機関で共有するためには、他地域における先駆

的な取り組みなどを知ることの方が有用と考えられた。

また、系統的全身診察については、そもそも実施して

いる医療機関が限られており、診察方法の存在が児

童相談所に広く認知されていないことも明らかとなっ

た。 
協同面接に関しては、子どもの負担軽減という本来

の目的が見失われ、「事件化」「起訴」「加害者処罰」

など事件捜査の視点が中心となっており、子どもの心

理的負担への配慮が十分ではないことはしばしば指

摘されているが、子どもの福祉、すなわち、「虐待を受

けたことが疑われる子どもはすべて、きちんとした形で

大人に話を聴いてもらう権利がある」という点はもっと

強調されるべきであろう。 
協同面接を実施した例と、協同面接が非実施とな

ったために被害事実確認面接を児童相談所が実施し

た例を比較すると、前者では、加害者に対する子ども

の処罰感情が強く、開示に対する心構えも積極的で

あり、そのために協同面接の実施に至ったものと考え

られた。一方で、協働面接前の不安や恐怖は、児童

相談所単独の被害事実確認面接よりも強く、方法や

場所に関する工夫が必要であった。協同面接等で開

示した後の感想は、前者の方がより肯定的で「受けて

よかった」と回答した子どもが多かったことより、協同

面接の実施には意義があることが示されている。 
協同面接の件数は年々増加傾向にあり、児童虐待

に適切な対応をするために必要な取り組みであるとい

う認識は広がってきている。しかし、医療機関の関与

はまだ不十分で、JaMSCAN 正会員であっても、関

わった経験のある医療者は一部に過ぎない。子ども

への負担を最小限にしながら、虐待被害の事実や内

容を正確に認定するためには、子どもの診察だけで

はなく、協同面接前後の協議やモニタールームへの

同席などの点でも医療機関の関与が重要となる。 
現時点では児童相談所・警察・検察の３機関協議

が前提となっているため、医療機関が関与しづらいが、

医療機関は子どもの福祉という観点から重要な役割

を果たす機関であり、今後は医療機関を加えて「４機

関連携」となるように関係機関の意識を変える必要が

ある。そのためには、平成 27 年 10 月に発出された

通知と同様に、医療機関の関与の重要性についても

公的に示すことが必要と考えられる。 
今回の調査は協同面接の運用開始後、一定の期

間が過ぎた時点で実施したため、事例の経験を重ね

ることによって連携方法に改善が見られている地域も

ある。しかし、実施・非実施の決定方法や実際の面接

技術、面接の実施回数についても、機関ごとに対応

が異なっていたり、機関間連携が不十分であることが

多くの地域で指摘された。協同面接の重要性の理解

についても機関によって大きな差がある現状から言っ

て、たとえば、被害児への聴き取りには十分な配慮が

必要であることについて、所轄署の警察にまで十分に

浸透させるような取り組みが必要であると考えられた。 
また、もう１つのテーマである系統的全身診察につ

いては、協同面接とセットで行うものであるという認識

を広める必要がある。協同面接は被害が判明してい

る部分、特に身体的な所見が取りにくい性虐待に重

点を置いて行われており、身体的虐待やネグレクトに

関しては、子どもの注意の持続時間という時間的な制

約もあって十分に聴き取ることが難しい。系統的全身

診察はそれを補填するという意義もある。また、隠す

つもりはなくても「尋ねられなかったから答えなかった」

という子どもも多いため、全身について身体部位ごと

に頭のてっぺんから足の爪先まで問診と診察を行うこ

とは子どもの記憶の想起においても、また、子どもに

語る機会を提供するという意味においても有用である。 
性器の診察は、小児科医が行うのか、他科の医師
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の協力を得て行うのかは、個々の機関の実情に合わ

せて行なわれているのが現状である。しかし、系統的

全身診察という方法を用いて「子どもの訴え・声をきち

んと聴く」という技術は、小児科医として身に付けてお

くべき基本的かつ必要な診察・面接技術の一つであ

り、その普及が次の課題である。現状では、その普及

活動を担っているのは特定非営利活動法人チャイル

ドファーストジャパンと社会福祉法人子どもの虐待防

止センターのみである。より多くの医療機関で系統的

全身診察が実施されるようになるためには、今回の手

引きの配布とともに研修体制の充実が必要となる。 
最後に、児童相談所と医療機関が持つ課題と、両

者の連携について述べる。 
児童相談所は年々増加する児童虐待に対応でき

るだけの十分な人的資源に恵まれているわけではな

く、そのような中で職員の資質や専門性を確保し、維

持していくにはさまざまな課題がある。今回の調査で

も、児童相談所の人的資源・資質に起因すると思わ

れる問題点が多く挙げられていた。これらは重要な課

題ではあるが、すぐに解決することは困難であり、5 年、

10 年単位という中長期的視点に立って考えていくべ

きであろう。 
一方で、医療機関についても「児童虐待に関して

専門的な対応ができる医師や医療機関が少なく、診

察や面接においても、特に性被害児に対する配慮が

不十分である」との指摘が多かった。虐待事実に関す

る詳細かつ客観的な医学的所見を得るためには、系

統的全身診察を行うことのできる医療者を養成し、専

門性の高い医療者が勤務する医療機関を各地域に

整備して、児童相談所や警察・検察との連携事案を

そこに集約していく必要がある。 
系統的全身診察も含めて、今後、医療機関での虐

待対応のスキルアップも重要となるが、現時点では性

虐待に関する医療機関への啓発活動は十分とは言

えない。JaMSCAN では 2015 年から BEAMS 研修

という医療機関向け虐待対応啓発プログラムを全国

で展開している。2020 年度から「虐待への対応」が医

師臨床研修指導ガイドラインにおいて必修分野となり、

BEAMS 研修がその研修方法の 1 つとして記載され

ていることから、今後はさらに開催回数が増えてくると

考えられる。しかし、現時点での BEAMS 研修は身体

的虐待への対応が中心となっているため、性虐待に

焦点を当てた内容のものも作成し、別立てで研修する

などの工夫が必要である。 
本研究の調査結果からは、児童相談所と医療機関

の連携に関して、両者の関係が一方通行になってい

る様子が見受けられた。たとえば、「通告をしても、そ

の後の報告がない」「家庭への引き取りを検討する際

に、通告元の医療機関に相談もない」という状況は、

いかなる事情によるものなのかを両者が話し合うこと

で改善策を講じることができるであろう。中には、家庭

引き取りにしたという連絡がなく、一時保護中と思って

いた子どもと親がいきなり、通告元の医療機関を受診

したという事例もある。 
通告元の医療機関に対して経過の報告や相談が

ないのは、「個人情報である」「多忙のため返信ができ

ない」という理由だけではなく、そもそも「通告元に対

して経過を報告する」という「文化」を持たない児童相

談所があるからかもしれない。医療機関は、他院から

患者を紹介された場合、紹介時だけではなく、退院時

などにも紹介元に経過をまとめて返信をするのが通

例であるため、そのような児童相談所の対応には大き

な違和感を覚えるものと考えられる。  
子どもと親を見守る連携の輪を構築するうえで、児

童相談所と医療機関との双方向性の関係は必須であ

り、それを有効に維持するための方法として、下記の

3点を提案する。  
・医療機関から通告を受けた事例は、一定の時期を

決めて経過を報告する。 
・家庭引き取りを考慮する場合には、通告元の医療機

関も含めて、その妥当性や時期などを多機関で検

討する。 
・警察の関与が必要な場合は、迅速に、三者合同の

会議を開催する。 
児童虐待の件数の増加に伴って、現在の人員配

置では十分な協同面接の実施が困難になる可能性
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を懸念する声もある。協同面接・系統的全身診察の

実施と虐待対応における効果的な多機関連携の構

築という役割を果たすために、米国では 1985 年以降

に子どもの権利擁護センター（Children’s Advocacy 
Center：CAC）が設立され、現時点は全米で 939 か

所（2022 年 5月現在）の CACがある。日本では 2 か

所の CACが活動しており、日本の実情に合わせた形

で CAC を増やすための取り組みが始まっている。 
 
E. 結論 
今回の調査によって、児童虐待対応、特に協同面

接や系統的全身診察の実施に関しては、児童相談

所・警察・検察・医療機関が連携するうえで、多くの課

題があることがわかった。特に、協同面接が本来の目

的である子どもの福祉向上ではなく、事件捜査が主

目的であるかのようになっていること、児童虐待対応

に取り組んでいる医療機関であっても協同面接への

関与が少ないこと、医療機関が協同面接に関わること

の重要性を明示し、児童相談所・警察・検察・医療機

関で構成される４機関連携を推進する必要があること、

系統的全身診察は協同面接とセットで行うべきであり、

その意義を各機関に周知する必要があることは、今

後、取り組むべき課題である。 
以上の調査結果を踏まえて、『協同面接と系統的

全身診察の手引き』を作成して、全国の臨床研修病

院・児童相談所・警察・検察等に配布した。この手引

きが児童虐待対応に関して、それぞれが専門機関と

しての役割を果たす一助となることを期待している。 
 
1）日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会.産婦人

科診療ガイドライン―婦人科外来編 2020. 

 
2 ） World Health Organization. Guidelines for 
medico-legal care for victims of sexual violence. 
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学．2020:44(11):1442−1447. 
 
2. 学会発表 

・ 山田 不二子，田上 幸治，栗原 八千代，毎原 
敏郎．大会企画シンポジウム７．誰ひとり取り残さ

ない！CAC（Children’s Advocacy Center）モ

デルの構築に向けて．CAC 設立に向けた取り組

みの現状．日本子ども虐待防止学会第 27 回学

術集会かながわ大会．2021 年 12月 5 日（横浜） 
 

3. その他（刊行物） 
・ 山田 不二子，毎原 敏郎．協同面接と系統的全

身診察の手引き．2022 年 3月 1 日 
・ ⼭⽥ 不⼆⼦：性虐待と性暴⼒．今⽇の⼩児治

療指針 第 17 版．医学書院，東京，pp. 916-917, 
2020. 

・ 山田 不二子：２部 法制度の再構築を考える Ⅱ 
セクシュアリティ・子どもからの法制度の再構築 ７

章 子ども虐待対応に関する現行法の問題点と

改正試案．家族の変容と法制度の再構築 ジェン

ダー／セクシュアリティ／子どもの視点から．二宮 
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周平・風間  孝編著．法律文化社，京都，pp. 
297-316, 2022. 

 
G. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 
特になし 
 

2. 実用新案登録 
特になし 
 

3. その他 
特になし 
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経験年数(年)  〜4  5 〜

9 
  10〜14   15〜19  20〜24  25〜29  30〜24  35〜  

回答者数(名)  5   5  19   18  33  19   19  19  

表 1．回答者の経験年数  
  

     

状況  面接前後の診

察  
 面接実施時

の同席  
面接実施後の

レビュー  
 

その他  なし  

回答者数(名)  34   9  4   8  69  

表 2．児童相談所との関わり〔協同面接等に関連した状況における関わり〕＊   
（なお、表中の「面接」とは「協同面接等」を指し、＊は複数回答可の調査項目を意味する。）  

  

状況  性虐待  身体的虐

待  
ネグレク

ト  
心理的虐

待  
精神・心

理面  その他  なし  

回答者数(名)  40  79  73  52  39  5  22  
表 3．児童相談所との関わり〔協同面接等に関連しない状況における診察〕＊  

  

状況  
診断書

等作成  
写真等

の相談  
死亡事

例検証  
事後検

証会議  
家庭復

帰等  
裁判所

申立等  その他  なし  

回答者数(名)  70  44  22  22  35  20  8  26  
表 4．児童相談所との関わり〔表 2，表 3 以外の状況〕＊  

  
経験例数(例)  0  1〜4  5〜9  10〜49   50〜  

回答者数(名)  11  28  19  50   29  

表 5．児童相談所への通告に関わった経験の有無と例数  
  

 

状況  とても良好  良好  問題なし  問題あり  問題多い   経験なし  

回答者数(名)  9  33  35  38  17   5  

表 6．児童相談所との連携の円滑さ（5 段階評価）  
  

 

状況  通告の判

断  
通告の受

理  
通告後不

十分  
通告後過

剰  
事後報告

なし  その他  なし  

回答者数(名)  34  35  76  18  69  20  19  

表 7．児童相談所と連携するうえで問題となる状況〔通告に関して〕＊  
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状況  実施予定

不明  
事前情報

不足  
面接同席

不可  
診察が面

接前  
事後報告

なし  その他  なし  

回答者数(名)  31  10  19  13  27  24  67  

表 8．児童相談所と連携するうえで問題となる状況〔協同面接等に関して〕＊  
  

 

状況  基準が厳し

い  
基準が緩い  時間に無配

慮  
事後報告な

し  その他   
なし  

回答者数(名)  7  6  16  51  23   63  

表 9．児童相談所と連携するうえで問題となる状況〔診察依頼を受ける状況に関して〕＊  
  

状況  
家庭復帰の

相談がない  
家庭復帰の

報告がない  
事後検討の

機会がない  その他  なし  

回答者数(名)  82  72  74  18  23  
表 10．児童相談所と連携するうえで問題となる状況〔一時保護後の状況に関して〕＊  

  
状況   診察の経験あり   診察の経験なし  

  経験例数  1〜4  5〜9  10〜49  50〜  研修受講歴あり  研修受講歴なし  

回答者数(名)  10  6  18  5  49  49  
表 11．系統的全身診察の経験の有無と例数  

  

状況  
必要  

不明  不要  その他  無回答  学会主導で普及  CFJ 主導で普

及  
回答者数(名)  71  8  3  0  6  49  

表 12．系統的全身診察の必要性  
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ǳĺƹf 	�
��1gYf It 	^zǳipf;�����1gǃŉǳĺãfpfaV<�

�

ȏȌǟ¾ƟƎǘĶJǼ�RwZØçȄŀơ�

ȏ3ȏȌØçȄŀơfĉŌ«ŉ�

ĝĵ 
� Ğ 	� ŕ 	 ŎCĝĵ �	 Ğ � ŕ �	 Ŏ�ĝĵ 
� ĞĠ�×ŖCĝĵ �� ĞĠ�fŖǻeƿ

ywZØçȄŀơfĉŌ«ŉz;ƛËeÇN`HňGM[RE<�

ȏ¢²eǼT`ǃŉfŝ«ȋÐċƴqƊžőŖ;ƾĦfƛËJƆdv;dcȌJD]Zûæeg;Ë

fŝ«bT`ŉG`M[RE<ç�fŝ«ȋÐċƴqƊžőŖ;ƾĦfƛËJçUȌeǼT`ƿyw

Z�ǪfØçȄŀơg;ǃŉñaD]`pȏ«bT`ŉG`M[RE<�

4�ĮƋƾĦ� ȋ� � � � � Ȍ«� � 5�4ªýfĮƾĦ� ȋ� � � � � Ȍ«�

6�ǣ¯ƋƾĦ� ȋ� � � � � Ȍ«� � 7��~�}��� ȋ� � � � � Ȍ«�

8�ĩŽƋƾĦ� ȋ� � � � � Ȍ«� � 9�Yf¦� � ȋ� � � � � Ȍ«�

ȏ3ȐȌØçȄŀơzĉŌVvZofùŲ�

ǟ¾ƟƎǘĶegȄŀfĉŌùŲ�ǚĎ�ŞĎbfØǛfǺºùŲzên�gDvaTrFI<�

	�ùŲJDu;Yweù_E`ÊŊT`Ev� 2� ȏ3Ȑ3ȏȌeHǫmM[RE<�


�ùŲgdM;¢²ũeŞǊT`Ev� � 2� ȏ3Ȑ3ȐȌeHǫmM[RE<�

��ĉŌfÊŊe^E`gǼ�T`EdE� 2� ȏ3ȑȌeHǫmM[RE<�

ȏ3Ȑ3ȏȌĉŌùŲJDvûæ�

4�ùŲfÌĈőŖ�� 	��ĝĵȋ� � � � ȌĞȋ� � � � Ȍŕ� � ����Ő�

5�ĉŌùŲe^E`;ǟ¾ƟƎǘĶbT`gcfsFeHƳGaTrFI<�

	�ǱÈeĈotw`Hu;ŸeîȆgdE�


�ùŲJÝTVL`;ĪǄd¢²eĉŌaKdEPbpDv�

��ùŲJŴŶbT`E`;ŔƨƋegżûafÊŊbdv�

��ùŲJƯVL`;ĪǄfdE¢²epĉŌVvZo�����J�ǢVv�

�Yf¦ȋ� � � � � � � � � � Ȍ�

6�PfǗŜfZoeYfĉŌùŲzŁ³T`EZ[MPbgãƺaTrFI<�

	�aKvȋ		�PfǗŜƗeű§� 	
�´ȅŹJĪǄȌ� � 
�aKdE� � ��ǄŞǊ�

� � � � � � � 2�Pfħgȏ3ȑȌeHǫmM[RE<�
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ȏ3Ȑ3ȐȌĉŌùŲJdEûæ�

4�ØçȄŀơfĉŌfǄézŬovŋůzHňGM[RE<�

	�¾ƟƎǘĶ;ǚĎ;ŞĎf�ƴaŞǊT`ŬĈVv�� �


�ǚĎbŞĎbfǻaŞǊT`ŬĈVv� � � �

��Yf¦ȋ� � � � � � � � � � � � � Ȍ�

5�ĉŌùŲgDvŋJsEbHƳGaTrFI<�

	�DvŋJsE�ȋ		�żö°ĵ � 	
�°ĵf¡ĈDu� 	��°ĵf¡ĈdTȌ�


�dM`psEȋżöfŋůaó]`EdE;dcȌ�

��dEŋJsEȋùŲJDvbśǤeďĬaKdE;dcȌ�

��Yf¦ȋ� � � � � � � � � � Ȍ�

ȏ3ȑȌØçȄŀơfîȆŵqǖȆ� ǑĤVvpfJDwhÚz§N`M[RE<�ǃŉǳĺãȌ�

��ĉŌeǼVvǪƬJǬM;¾ƟƎǘĶÙźafȄŀJĪǄIcFIǧFPbJDv�

��ĉŌeǼVvǪƬJǬM;YfŽƁe^E`fǕŐpdEZoóvPbJDv�

��Ȅŀƴfƪȉ�ǢdcfZo;ǱÈdȄŀagdEPbJþE�

��ȄŀJ¢«ÔfÊŊzƍƋbVvDlu;ącpjfƘƕƋǶĴeţNv�

��ȄŀzVvûæf;ącpjfÒŢ§NqǕŐJȁTE�

 �Yf¦ȋ� � � � � � � � � � � Ȍ�

�

ȐȌǟ¾ƟƎǘĶJǼy]ZĮƾĦfŝ«�

Ȑ3ȏȌĮƾĦfŝ«ŉ�

ĝĵ 
� Ğ 	� ŕ 	 ŎCĝĵ �	 Ğ � ŕ �	 Ŏ�ĝĵ 
� ĞĠ�×ŖCĝĵ �� ĞĠ�fŖǻe;

ĮƾĦbT`Ǽy]Zŝ«fŉe^E`HňGM[RE<�

ȏ¢²eǼT`ǃŉfŝ«ȋÐċƴqƊžőŖJƆdv;dcȌJD]Zûæeg;Ëfŝ«bT`

ŉG`M[RE<�

4�ǟ¾ƟƎǘĶJĮƾĦbT`ŔÉfǩëzáŽTZ¾ƟƎǘĶaD]Z�ȋ� � � � Ȍ«�

5�ĮƾĦbT`¦f¾ƟƎǘĶItƚƣbd]Z� � � � � ȋ� � � � Ȍ«�

6�¦fƾĦbT`ǟ¾ƟƎǘĶJǼyvǻeĮƾĦfĆöJÊŐTZ�� � ȋ� � � � Ȍ«�

Ȑ3ȐȌĮƾĦf¢²a;ØçȄŀfĉŌfǄéeǼVvØǛeßÐVvÎæ�

	�ÜÍbT`À²� � 
�������� � ��������� � ��	������ � �ßÐTdE�

Ȑ3ȑȌØçȄŀĉŌfǄéfÊŊeǼVv¾ƟƎǘĶbT`fÚǝȋǃŉñƢãȌ�

��ĉŌTdEbEFÊŊgĂĤaDvPbJþE�

��ĉŌVvIcFIfŔƨƋdǪƬlaeőǻzǄT;YfǻfďĬeóv�

��ĉŌTdEbEFÊŊeƼ]ZƪưfǕŐJdM;ƫǙTIǪƬJdE�

��ĉŌTdEbEFÊŊg�ǱÈaDvbƳGvPbJþE�

��Yf¦ȋ� � � � � � � � � � Ȍ�
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Ȑ3ȒȌØçȄŀfȃĉŌfûæe;YfŽƁbT`İĈRwvpfȋǃŉñƢãȌ�

��¢«ÔJóȁaDvbŞĎJÊŊTZ� � � � � � �

��ącpfǉǔƺÏ;ƤƖŹĳItȄŀJóȁbÊŊTZ� � �

��Yf¦ȋ� � � � � � � � � � � � � Ȍ�

Ȑ3ȓȌØçȄŀfȃĉŌfûæe;¾ƟƎǘĶbT`ǁċ¢ĉƔǓȄŀzĉŌVvÎæ�

	�ÜÍbT`À²� � 
�������� � ��������� � ��	������ � �ƿydE� �

Ȑ3ȔȌǁċ¢ĉƔǓȄŀzĉŌTdEûæfŽƁȋǃŉñƢãȌ�

��ącpfǉǔƺÏ;ƤƖŹĳItȄŀJóȁbÊŊTZ� � �

��Yf¦ȋ� � � � � � � � � � � � � Ȍ�

�

ȑȌącpfǁċeǼVvÖƉbfǪń�

ȑ3ȏȌǟ¾ƟƎǘĶÂfÖĚfĶĕ�

	�Du� � ��Ŧǆ�� ȋ� � Ȍ¤;ĐǹÇǸȋ� � � � Ȍ�

�ǃŉǳĺã�� ��ȃŦǆȋ� � Ȍ¤;ĐǹÇǸȋ� � � � Ȍ�

� ���� � ��ïǋ�� ȋ� � Ȍ¤;ĐǹÇǸȋ� � � � Ȍ�


�dT� �� ȋ
	�Ŀƀ¡ĈDu� � 

�Ŀƀ¡ĈdT� � 
��ĿƀgŗĈȌ�

ȑ3ȐȌƥƭƋÀǣǍĎbEFǍĎŋůfĆö�

	�ƵEZPbJDu;ǪńT`EvÖƉŢǼaƿ]`Ev�


�ƵEZPbgDvJ;ǪńT`EvÖƉŢǼaƿ]`EvIcFIg�Ő�

��ƵEZPbJdE�

ȑ3ȑȌØçȄŀơeǼǪTZÖƉbfǪń� �

4�ǟ¾ƟƎǘĶafǪńfŹŭ� � � � Ț�ƿydEțfûægȑ3ȒȌeHǫmM[RE<�

	�ÜÍbT`À²� � 
�������� � ��������� � ��	������ � �ƿydE� �

5�ǪńfƍƋ� ��ǍĎȋ�	�ƥƭƋÀǣǍĎ� � �
�ƥƭƋÀǣǍĎªýfǍĎȌ�

�ǃŉǳĺã�� ��ØçȄŀơfĉŌőfǈĎĊȋ�������Ȍjfçě�

� � � ��ĉŌTZØçȄŀơf�����

� � � ��Yf¦ȋ� � � � � � � � Ȍ�

6�Ǫń½fŢǼ� ��ÿć�ÿćƈǾ� � ��ƮæƈǾ� � ��đ¾ĐǹƈǾ� � ��ÙƙƈǾ� �

�ǃŉǳĺã�� ��ǍƉĶ� �  �¾ƟƎǘĶÂ� � !�Yf¦ȋ� � � Ȍ�

� � � ĘTņGJdNwh;ÖƉŢǼèzQǌ¿M[RE�

� ȋ� � � � � � � � � � � � � � � � � Ȍ�

7�ĐǹfǍƉƙ� ��đ¾ƙ� ��Âƙ� ��ſĄ¤ƙ� ��đ¾ýƙ� ��ýƙ�  �Ůēðƙ�

�ǃŉǳĺã�� !�¾ƟƤƖƙ� "�ƤƖƙ� #�ůÖć� $�Yf¦ȋ� � � Ȍ�

ȑ�ȒȌØçȄŀơeǼǪTdEÖƉŢǼjfáǍ�

� ȋŘ¤JáǍTdEûæq¾ƟƎǘĶfÖĚfǍĎzǿMȌ��
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4�áǍfÂč�� ��ĮƾĦ� � ��ǣ¯ƋƾĦ� � ���~�}�� � ��ĩŽƋƾĦ�

�ǃŉǳĺã�� ��ƤƖ�ĩŽȄ� �  �Yf¦ȋ� � � � � Ȍ�

5�áǍ½fŢǼ� ��ÿć�ÿćƈǾ� � ��ƮæƈǾ� � ��đ¾ĐǹƈǾ� � ��ÙƙƈǾ� �

�ǃŉǳĺã�� ��ǍƉĶ� �  �Yf¦ȋ� � �� � � � � Ȍ�

6�ĐǹfǍƉƙ� ��đ¾ƙ� ��Âƙ� ��ſĄ¤ƙ� ��đ¾ýƙ� ��ýƙ�  �Ůēðƙ�

�ǃŉǳĺã�� !�¾ƟƤƖƙ� "�ƤƖƙ� #�ůÖć� $�Yf¦ȋ� � � Ȍ�

7�áǍfŹŭ� ���ő·ǜeǼǪTZpf� � ���ő·ǜ fÆř¢�

�ǃŉǳĺã�� ��Yf¦ȋ� � � � � � � � � Ȍ�

ȑ3ȓȌ�ǌªýaÖƉŢǼbǪńzàvŹŭȋ¾ƟƎǘĶfÖĚfǍĎzǿM;ǃŉñƢãȌ�

��ǍŊœ�ıǅœf°ĵ�� ��ÄƑqƄ¼dcfƎǘ�Ř¤fáǍdT��

��ŧ£¢²Şǎ¬Ǜ� � �� ��ƨƫTZ¢²zľuǦv ��� ¬Ǜȋ��zǿMȌ�

��ČĢĨĜdceǼVvƎǘ�  �ČĢǂÊĶjfƂTƞ`dceǼVvƎǘ�

!�Yf¦ȋ� � � � � � � � � � Ȍ�

ȑ3ȔȌÖƉŢǼbfǪńfÃųR�ȓŨȀaǏµT`ƅäe:z^N`M[RE<�

� b`pƽā� � ��ƽā���ÿKdîȆgdE� îȆJDv� �îȆJþE� � ǪńfĉƱJdE�

� � � ȓ�����Ȓ�����ȑ�����Ȑ�����ȏ� � � � � � � Ȏ�

ȑ3ȕȌǪńe^E`fîȆŵ�ǑĤVvpfJDwhǌäe:z^N`M[RE<ȋǃŉǳĺãȌ�

��ǪńaKvÖƉŢǼJdE� ��

��ÖƉŢǼJƾĦe^E`fǼĩJ®E�

��ÖƉŢǼbT`ďĬVvƝâqĻĤƴȋ��� dcȌJŬl]`EdE�

��çUÖƉŢǼÂaĻĤÖĚqĻĤƴes]`ÊŊJƭ�Rw`EdE�

��Yf¦ȋ� � � � � � � � � � Ȍ�

ȑ3ȖȌ¥ħ;ÖƉŢǼbfǪńzĪǄbVvŹŭ�

4�ØçȄŀơeǼǪTZǪń�ǃŉǳĺã��� �

��ǍĎ� � � � � ��ØçȄŀơfĉŌőfǈĎĊȋ�������Ȍjfçě�

��ĉŌTZØçȄŀơf����� � ��Yf¦ȋ� � � � � Ȍ�

5�ØçȄŀơeǼǪTdEáǍ�ǃŉǳĺã�� �

��ĮƾĦ� � ��ǣ¯ƋƾĦ� � ���~�}�� � ��ĩŽƋƾĦ� � ��ƤƖ�ĩŽȄ�

 �Yf¦ȋ� � � � � � � � � � Ȍ�

6��ǌªý��

��ǍŊœ�ıǅœf°ĵ�� ��ÄƑqƄ¼dcfƎǘ�Ř¤fáǍdT��

��ŧ£¢²Şǎ¬Ǜ� � �� ��ƨƫTZ¢²zľuǦv ��� ¬Ǜȋ��zǿMȌ�

��ČĢĨĜdceǼVvƎǘ�  �ČĢǂÊĶjfƂTƞ`dceǼVvƎǘ�

!�Yf¦ȋ� � � � � � � � � � Ȍ�

�
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ȑ3ȗȌÖƉŢǼbfǪńe^E`;ėĀRw`EvŵȋǃŉñƢãȌ�

��ĈŖƋe¬ǛzǺE`;>ȇfǅGv?Ǽ¶z°vsFeT`Ev�

��ǩë�ǪƬzáNZącpe^E`g;YfħfÅǭqŹŭzúëT`Ev�

��Yf¦ȋ� � � � � � � � � � Ȍ�

�

ȒȌƻƁǌǥ�

ØçȄŀơfĉŌqĮƾĦjfďĬ;ÖƉŢǼbfǪń;ƥƭƋÀǣǍĎdce^E`;Q

ıǅqQĲİJDwhƻƁeQǌ¿M[RE<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

QØÏzEZ[K;cFpDuJbFQSElTZ<�
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óāɖŭǤ�īżekºÊɠÙǢǎȧŠɡ�

�

ȦƍuȲſqbóèuZɛW�

�

¼čMöƻêÕǏǒǟƸqeoóāɖŭtɌg�īŜȦƍ�ÛđuÙǢǎȧŠqóāɖŭ

īżƣɋĎÆɠÁµMÙǢǎȧŠǤɡ�ĲȫqeoȈXaqqs�|ekNľş 
� Ŀ 	� Ƅ

uȻǑÁŌMóāɖŭuīżÂŸvƙǣtě^smoW|g\Mj�tÄmoīżƵƧ�Þ

įtnWouēĔĺMÂŸuĘétÄXɖŭǽu¶ȳsruĊɚ\ƻfo]oW|gN|k

ȆŋºīuǡȜuk~t�ǩǰǋÛȵțİvɈȍsŊç�ŧmoW|g\MðǈÑpuú�

Ǭ}v�X�^Ġ|mkqa�pMauƯtnWo�ðǈquȼű\¼ŌuȥɚpgN�

¼čuȦƍt�moóāɖŭtɌg�ĊɚƯ�ƀ�[teMPóāɖŭqǩǰǋÛȵțİu

īżušŅ]Q�Èşg�aq\MauǒǟƸuǍǋpgNžOuěősƑìu¸pȾøt

c[u{moȦƍǘtčǥg�aqvMƹėuŻtqmoĜ]sȬŧts�aqqŔW|gN

e[eȮÙǢǎȧŠpubǭɝ�ŷYoWkl^aq\p]�wM´ȘuǍǋ�ɀg�k~

ukWy�ȮɈsŘĖqs�|gNbóè�ȯ�|g�XM��e^ZɛWƿe´`|gN�

ȦƍǘyubȘÚtňkmovMµȘuƯtbǃŚ�ZɛWWke|gN|k¼čuȦƍ

ǘtZ_�ƽȣuĪǻtnWovMƙ¥±�tȘȷeoW|gupbùƲ^lcWN�

°Ȧƍƅɋvľş 
� Ŀ 	� Ƅ 	 žUľş �	 Ŀ � Ƅ �	 ž�ľş 
� ĿŁµòƅUľş �� ĿŁ�

u �Ŀ �¯ƄɋpgN�

°¼čuȦƍvƃãuȻąûƺƗɌ\ÙǢǎȧŠpVmkºÊl_pvs^Mģr�\ǣ³

ǽ[�uȊĭ�û_kėĀ�ºÂuǍŲǽtsmkėĀsrpMȨİ°Ɛİ[�ŘĖŮË

\VmkºÊ�Ĳȫqeo^lcWN�

°ɥºÊtɌeoȌŸuƏÂɠéĭǽ�ǉƻƁƅMȆŋuǝå\ǅs�Msrɡ\VmkėĀ

tvMÿƏÂtnWoɥƊuȦƍǘ�Èşeo^lcWN�

°ŧňǽuǅësrpȠǪ\�[�sWėĀtvP¶ƀQtõ�¾_o^lcWN�

°¶ȳg�ėĀvMZšŸpg\µȘu %"� [���®±��ZɛWWke|gN� �

� � �� � � https://tinyurl.com/vwrgoft�

¼čuȦƍtbóè�Wkl_�ėĀtvMȦƍǘtbȘÚu´pµȘ|pZȺ�^lc

WNȦƍǘubȹȺ��moMȦƍyubāŚ�WklWkaqqWke|gN�

�

ǒǟáŧǽ�� � ÝłǐǡĶĹǴĀðǈ�®�±� ĵÙǚ� � � Ơ÷�ŶɃ� �

T��ɣ��
	� ÝłǐĶĹĻƉɓƪǁ 
�	�����

��4)13���4)10)8)�07�78-.�0=6/6�27�

$-3���������������� � �)<��������������	�

� �
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ƽȣuĪǻɮ¼čuȦƍpvMÁµu�Xtƽȣ�Īǻe|gN�

Róāɖŭ°óāɖŭǤS� óāɖŭqvMľş 
� Ŀ 	� Ƅ 
� žtǉàc�kȻǑuPģr

�uŏƺǋȬŧǤtɆŝekQɧƗɌt��ɖŭ�Ūe|gNPþƩɖŭQP¿ȉǽt��

ǾúQ�āǻqŢmo^lcWN¼čvMÙǢǎȧŠqȨİMsWeÙǢǎȧŠqƐİu

ɦƗɌpȈ��kɖŭ�ȦƍuĲȫqeoPóāɖŭǤQqćxaqqe|gNsZMÙ

ǢǎȧŠ\ôƶpȈXɖŭvPȊĭºīǓȡɖŭQqeoïåeoW|gN�

RŖȆŋS� ÙǢȆŋɍƛƩpvPȑƖǽ°ÙǢ�ƹtǌȪg��ut��QqĪǻc�o

W|g\MauȦƍpvMéĭǽɠĮŽMȑŽMāĸ»]�XlWMǣ³ǽsrɡ�Ȋĭ
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� � � � ��ÛɖɊǔɠǆ��oW�ȊĭtɌeovgzoɊǔ\Vmkɡ� �

� � � � �źºīɊǔɠǆ��oW�ȊĭÁĚuźºī\äƀekɡ�

� � � � � � ȊĭÞįɠ� � � � � � � � � � � ɡ�

� � � � ��ju½ɠ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ɡ�

F�ɖŭ¸�juæŌuģr�uǉȕ�ŜŁ�� Ç[ZƤ¾]uƯ\V�wbȘÚ^lcWN�

�

�

� �

3058
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ɧBɨɡÙǢǎȧŠǤ\ ��$ qeoùéekóāɖŭǤ� ɧčǍ� �

ɧBɨBɥɡùéekÙǢǎȧŠǤ�

	�ȮÙǢǎȧŠ� 
�ɠ� � � � � ɡÙǢǎȧŠ� ��ju½ɠ� � � � � ɡ� � ��īżih�

au¦±�uÁµuɘǍvMȮÙǢǎȧŠ\ùéc�kėĀtu}MbȘÚ^lcWN�

ɧBɨBɦɡóāɖŭǤuīżƁuƵƧ�

C�ģr�uŠĒ�	�ȄĦ� � � 
�ȑŽĦ�� � ��²ƁÎȪŠ�� ��ÙǢǙǖżș�

� � � � �ɇȑɲɜȑĦ� � ��ju½ɠ� �� � � � � ɡ� ���¶ƀ�

D�éĭǽquáɒ� � 	�áɒse� � 
�áɒV�� � � � � � ���¶ƀ�

E�īżėŠ�� 	�ÙǢǎȧŠ�� 
�Ȩİ�� ��Ɛİ�� ���! �ƣɋĎÆ� � �ðǈƗɌ� � �

� �� � � ��ju½ɠ� � � � � � � � � � � � � ɡ� ���¶ƀ�

F�īżĿƄž� ľşɠ� � � ɡĿɠ� � � ɡƄɠ� � � ɡž� �

G�ɖŭǽuǿǝ�)�ÙǢǎȧŠǿĉ��)	�ÙǢǙǖþ�)
�ÙǢŏƺþ�)��ju½��

�ȌŸɂŦü�� *�Ȩİĩɠ*	�ƇɄ�*
�ŠȸǺɢ*��ūƍɲâº�*��ƻƬħÛɡ�+�Ɛİĩ�

� � � � ,�ǕÃǙǖę��-�ǨǗÎÐǙǖę��.�ju½ɠ� � � � � � ɡ�

H�ɖŭǽuŖå�	�ǀ�� 
�ĝ�

I�¤��±«�	������� � 
��013,�189:K� ��"�$��K�� ���685-8�6;9-$��

� � � � ������ �� ��ju½ɠ� � � � � � � � � � � � � � ɡ� �

J�ȒİĬ�ª �±«±¨�tāĽek ��$ u»ŸqƔş� Ȗɠ� � � � ɡĂ� ���¶ƀ�

Ɣş��ȌŸɂŦü�� � )�ÙǢǎȧŠ� � *�Ȩİ� � +�Ɛİ� � ,�ðǈ� � -�ju½�

ɧBɨBɧɡóāɖŭǤuÞį�

C�ɖŭƁɋ�ɠ� � � � � � � ɡá� � � � � � � � � � � ���¶ƀ�

D�ɖŭætŤůeoWkȊĭsruÞį� � Șȷȍəvɦ¦±�uƌÞ�ùƲeo^lcWN�

� éĭǽɢÞį��� � � ɢ� � � ��� � � ɢ� � � ��� � � ɢ� � � ��� � � ɢ� � � ��

� � ɰ�ɮju½ɱuÞįɠ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɡ����ɕȟň�

E�ɊǔuȝÌ� 	�ĨÛăȡɠƃã[�²ȭeoȊĭ�ăȡeoWkɡ�

� � � � 
�ųčɠóāɖŭǤuīż|ptɊǔeoWkȊĭuÞį�ăȡekɡ�

� � � � ��ɄáɊǔɠǆ��oW�Ȋĭu²Ʉu}uɊǔtqr|mkɡ�

� � � � ��ÛɖɊǔɠǆ��oW�ȊĭtɌeovgzoɊǔ\Vmkɡ� �

� � � � �źºīɊǔɠǆ��oW�ȊĭÁĚuźºī\äƀekɡ�

� � � � � � ȊĭÞįɠ� � � � � � � � � � � ɡ�

� � � � ��ju½ɠ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ɡ�

F�ɖŭ¸�juæŌuģr�uǉȕ�ŜŁ�� Ç[ZƤ¾]uƯ\V�wbȘÚ^lcWN�

�

�

� �

3159
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ɧBɩɡÙǢǎȧŠǤ\ ��$ qeoùéekóāɖŭǤ� ɨčǍ� �

ɧBɩBɥɡùéekÙǢǎȧŠǤ�

	�ȮÙǢǎȧŠ� 
�ɠ� � � � � ɡÙǢǎȧŠ� ��ju½ɠ� � � � � ɡ� � ��īżih�

au¦±�uÁµuɘǍvMȮÙǢǎȧŠ\ùéc�kėĀtu}MbȘÚ^lcWN�

ɧBɩBɦɡóāɖŭǤuīżƁuƵƧ�

C�ģr�uŠĒ�	�ȄĦ� � � 
�ȑŽĦ�� � ��²ƁÎȪŠ�� ��ÙǢǙǖżș�

� � � � �ɇȑɲɜȑĦ� � ��ju½ɠ� �� � � � � ɡ� ���¶ƀ�

D�éĭǽquáɒ� � 	�áɒse� � 
�áɒV�� � � � � � ���¶ƀ�

E�īżėŠ�� 	�ÙǢǎȧŠ�� 
�Ȩİ�� ��Ɛİ�� ���! �ƣɋĎÆ� � �ðǈƗɌ� � �

� �� � � ��ju½ɠ� � � � � � � � � � � � � ɡ� ���¶ƀ�

F�īżĿƄž� ľşɠ� � � ɡĿɠ� � � ɡƄɠ� � � ɡž� �

G�ɖŭǽuǿǝ�)�ÙǢǎȧŠǿĉ��)	�ÙǢǙǖþ�)
�ÙǢŏƺþ�)��ju½��

�ȌŸɂŦü�� *�Ȩİĩɠ*	�ƇɄ�*
�ŠȸǺɢ*��ūƍɲâº�*��ƻƬħÛɡ�+�Ɛİĩ�

� � � � ,�ǕÃǙǖę��-�ǨǗÎÐǙǖę��.�ju½ɠ� � � � � � ɡ�

H�ɖŭǽuŖå�	�ǀ�� 
�ĝ�

I�¤��±«�	������� � 
��013,�189:K� ��"�$��K�� ���685-8�6;9-$��

� � � � ������ �� ��ju½ɠ� � � � � � � � � � � � � � ɡ� �

J�ȒİĬ�ª �±«±¨�tāĽek ��$ u»ŸqƔş� Ȗɠ� � � � ɡĂ� ���¶ƀ�

Ɣş��ȌŸɂŦü�� � )�ÙǢǎȧŠ� � *�Ȩİ� � +�Ɛİ� � ,�ðǈ� � -�ju½�

ɧBɩBɧɡóāɖŭǤuÞį�

C�ɖŭƁɋ�ɠ� � � � � � � ɡá� � � � � � � � � � � ���¶ƀ�

D�ɖŭætŤůeoWkȊĭsruÞį� � Șȷȍəvɦ¦±�uƌÞ�ùƲeo^lcWN�

� éĭǽɢÞį��� � � ɢ� � � ��� � � ɢ� � � ��� � � ɢ� � � ��� � � ɢ� � � ��

� � ɰ�ɮju½ɱuÞįɠ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɡ����ɕȟň�

E�ɊǔuȝÌ� 	�ĨÛăȡɠƃã[�²ȭeoȊĭ�ăȡeoWkɡ�

� � � � 
�ųčɠóāɖŭǤuīż|ptɊǔeoWkȊĭuÞį�ăȡekɡ�

� � � � ��ɄáɊǔɠǆ��oW�Ȋĭu²Ʉu}uɊǔtqr|mkɡ�

� � � � ��ÛɖɊǔɠǆ��oW�ȊĭtɌeovgzoɊǔ\Vmkɡ� �

� � � � �źºīɊǔɠǆ��oW�ȊĭÁĚuźºī\äƀekɡ�

� � � � � � ȊĭÞįɠ� � � � � � � � � � � ɡ�

� � � � ��ju½ɠ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ɡ�

F�ɖŭ¸�juæŌuģr�uǉȕ�ŜŁ�� Ç[ZƤ¾]uƯ\V�wbȘÚ^lcWN�

�

�

� �

3260
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ɨɡģr�uƵƧɠȦƍǘučǥƁƯpuƵƧ�Zá[�ts�ǧĐpbȘÚ^lcWɡ�

ɨBɥɡÙǢǎȧŠquɌÍ�

C�ǭȾ¸u²ƁÎȪqjuƵƧ°ƺƾ�

	�V�ɠ�		�āŚ� 	
�ǿƖ� 	��āŚAǿƖ� 	��ǿƖAāŚɡ�
�se� � ���¶ƀ�

D�ÙǢǎȧŠuɌ·�

� 	�ŪĴ¸ɠ		�ÙǢǙǖþŪĴ� 	
�ǱǲŪĴɡ� � 
�ȦƍǱǲ¸� � ��¸Ź�

� ��½uÙǢǎȧŠyǛǦ� ǛǦØɠ� � � � � � � � � � � � � � ɡÙǢǎȧŠ�

� � � � � � � ǛǦĿƄž� ľşɠ� � � ɡĿɠ� � � ɡƄɠ� � � ɡž�

�ǫǮɠĻïǁƈyuǛǦ� 	�V�� 
�seɡ� � � � � � ���¶ƀ�

E�ģr�uŠĒɠǫǮeoW�ėĀtvǫǮƁpuŠĒɡ� �

� 	�ȄĦɠéĭǽqv� 		�āĸ� 	
�åĸɡ� � 
�ȑŽĦǤ� ���ÙǢǙǖżș�

� ��ɇȑ°ɜȑĦ� �ju½ɠ�� � � � � � � � � ɡ� ���¶ƀ�

ɨBɦɡóāɖŭǤ�ȊĭsrtɌg�ƵƧ�ɩƞɐpȝÌeoǄýtL�n_o^lcWN�

� � � � � � � �� � ŇW� � � � � � � � � � � � � � � � � �se� � � � ¶ƀ�

C�éĭǽtĲg�ßǹśŘ� ɩ°°°ɨ°°°ɧ°°°ɦ°°°ɥ� � � � �ɤ�
�
� � � � � � � � �ŇW� � � � � � � � � � � � � � � � � �se� � � � ¶ƀ�

D�ɖŭæu¶ħ°ŗœ� � ɩ°°°ɨ°°°ɧ°°°ɦ°°°ɥ� � � � �ɤ�
�
� � � � � � Ǟƒǋ°Śƚǋ� � � � � � � � � � � � � � �ƭƒǋ� � �� ¶ƀ�

E�ɊǔtnWouŏƔY� � ɩ°°°ɨ°°°ɧ°°°ɦ°°°ɥ� � � � �ɤ�
�
� � � � � � � �ȂĪǋ� � � � � � � � ăĪǋ� � � ¶ƀ�ɕɊǔ�

F�ɖŭpuɊǔyuśř� � ɩ°°°ɨ°°°ɧ°°°ɦ°°°ɥ� � � � �ɤ�
�
� � � � � � û_o�[mk� � � � � û_sWŻ\�[mk�¶ƀ�

G�ɖŭtĲg�śř� � � ɩ°°°ɨ°°°ɧ°°°ɦ°°°ɥ� � � � �ɤ�
�

� � � � � � � � � �ŇW� � � � � � � � � � � � � � � � � �se� � � � ¶ƀ�
H�Ǒǋɑĭɲǉɀɑĭuŉɗ� ɩ°°°ɨ°°°ɧ°°°ɦ°°°ɥ� � � � �ɤ�
�

ɨBɧɡŏƺ°ǕÃǋƵƧ�

!$#�MťXnMȄÔȈưM¶ǊƎMŖîȈëMȔƩȈưsrMģr�uƵƧpƤts�aq�

ƦǈǋsĲŒ�$����$����" sr�tnWoMbĤǑuaq\V�wbȘÚ^lcWN�ǫǮeo

W�ėĀvǫǮƁuƵƧ��

�

�

�

�

� �

3361
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ɩɡðǈƗɌuûțƵƧɠƇ»\ûțesWėĀ�ÙǢǎȧŠuíìðɲċȗðuțİ�ɏ^ɡ�
�

ûțekðǈƗɌqțǈǚ�¦�teoMµuɠ� � ɢ� � ɡtȘýpȘÚeo^lcWN�

ðǈƗɌɮ� �ɮĜĥ°ĜĥǇɎ� �ɮǴĀǇɎ� �ɮĵÙĳɉǇɎ� �ɮôǚǇɎ� �

�ɮțǈŠ���ɮju½�

țǈǚɮ� ɥɮĵÙǚ� � ɦɮÞǚ� ɧɮƼġ»ǚ� ɨɮĵÙĚǚ� ɩɮĚǚ� �

ɪɮƨķČǚ� ɫɮÙǢǨǗǚ� ɬɮǨǗǚ� ɭɮƩðĥ� 	�ɮju½�
�

ɩBɥɡóāɖŭǤqƱɌÍuûț�

C�ûțƝ� � 	�V��ðǈƗɌɢțǈǚ�ɠ� �� ɢ� �� ɡɠ� �� ɢ� �� ɡɠ� �� ɢ� �� ɡ�

�
�se�� � � � � � � � � � � � ���¶ƀ�

D�Þį�� � )�Ċț�� *�ȊĭɄÅuțİ� +�ȊĭɄÅ�Ą~Ûȵțİ� ,�ǨǗɲŏƺɖ�

�ȌŸɂŦü��-�ju½ɠ�� � �� � � � � � � � ɡ� �� ���¶ƀ�

E�ǮƋ�� � 	�ȊĭqɌȼg�ȵÆ°Ɛƍ°ǂÖ´uŠȎV���

ûțæuŘĖtơzoȊĭuǜŁvɠ		�ɈW� 	
�āǤ� 	��ȶWɡ�

� � � � 
�ȊĭtɌg�ŠȎse� � ��óè\ō��hțİ¶ȃ�� � ���¶ƀ�

F�Ɋǔ� � � 	�ȊĭtɌg�ɊǔV��

ûțæuŘĖtơzoɊǔuÞįvɠ		�ɈW� 	
�āǤ� 	��ȶWɡ�

� � � � 
�ȊĭtɌg�Ɋǔse� � � � � � � � � ���¶ƀ�

ɩBɦɡóāɖŭǤqɌȼekûț�

C�ûțƝ� � 	�ûțV��ûțĿƄžɮľşɠ� � � ɡĿɠ� � � ɡƄɠ� � � ɡž� � �

� �� � � �� � � ðǈƗɌɢțǈǚ��� � � ɢ� � � ��� � � ɢ� � � �� �

� � � � � �� � ðǈƗɌĂ�ĺeŴY\s_�wbȘÚ^lcW��

ɠ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɡ�


�ûțse�� � � � � � � � � � � ���¶ƀ�

D�ûț\óāɖŭǤuīżæqsmkėĀvMjuƺƾtnWo�

�ȌŸɂŦü��)�ǳŕŖ� � *�țǈ´uŐȍŖ� � +�ȜŨŬú�

� � � � ,�ju½ɠ� � � � � � � � � � � � ɡ� >�¶ƀ�

E�Þį�� � )�Ċț� *�ȊĭɄÅuțİ� +�ȊĭɄÅ�Ą~Ûȵțİ� ,�ǨǗɲŏƺɖ

ɠȌŸɂŦüɡ-�ǩǰǋÛȵțİ� .�ju½ɠ�� � � � � � ɡ� >�¶ƀ�

F�ǮƋ�� � 	�ȊĭqɌȼg�ȵÆ°Ɛƍ°ǂÖ´uŠȎV���

ûțæuŘĖtơzoȊĭuǜŁvɠ		�ɈW� 	
�āǤ� 	��ȶWɡ�

� � � � 
�ȊĭtɌg�ŠȎse� � ��óè\ō��hțİ¶ȃ�� � ��� ¶ ƀ

G�Ɋǔ� � � 	�ȊĭtɌg�ɊǔV��

ûțæuŘĖtơzoɊǔuÞįvɠ		�ɈW� 	
�āǤ� 	��ȶWɡ�

� � � � 
�ȊĭtɌg�Ɋǔse� � � � � � � � � ���¶ƀ�

� �

c 

3462
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ɪɡóāɖŭǤ�ðǈƗɌquȼűtɌg�ĊɚƯ�

� ȟňg��u\V�wȘýtL�n_o^lcWNɠȌŸɂŦüɡ�

)�ɖŭ�û_�Śǻ�ǍǋtnWoMģr�trXȤƀg�[\ďmk�

*�ɖŭušţ\¶ñápMȢĴ\Vmk�Ɋǔ\ō��s[mk�

+�ɖŭušţ\¶ñápMģr�uŏƺǋȬŧyuɆŝ\¶ȳeoWk�

,�ðǈƗɌ[�uóè\ō��hMðĥǋsŠȎ�Ȏȓ\¶ñápVmk�

-�ɖŭuīż�ɕīż�īżuƁƅtnWoMºæuóȩ�ȼǯ\¶ñápVmk�

.�ju½ɠ� � � � � � � � � � � � � � � � ɡ�

�

ɫɡȄƾȘȷ� �

óāɖŭǤuīż�ðǈƗɌquȼűMǩǰǋÛȵțİsrtnWoMbŚȎ�bśř\V

�wȄƾtbȘÚ^lcWN�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

bóè�Wkl]MrX�V�\qXbdW|ekN�
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1 

ŇǰĽrîüȺŝǍ�ġŬeuZolºÉ�

ȊŽwȖůsbîäwYɀV�

¼ćLñƥæÓƹƼǉƢseqîüȺŝvȰg�ġōȊŽ�Ùċw×ǋƸȋősîüȺŝ

ġŬƑȯĈÅɅÁ¶L×ǋƸȋőǍɆ�ĦȐseqǲWassu��elMĲŐ 
� ĳ 	� Ŵ

wȞƻÁľLîüȺŝwġŬÂŨxƇǌvē^uoqV�g[LġŬƠƕvpVqwčĎĮ

[ƥfq\qV�gMƟvŇǰĽvpVqxLëĜƵȀĥrǰĽwșÅőǷ[Ű�Zvu�

wxŨɄvȡ]hLĚt�wȁǽwǧõ[ȬǶrg[LĲŐ 
� ĳ � ŴTĲŐ �� ĳ � Ŵv×

ǋƸȋő[öƤelŇƵǰĽwºÉwWnîüȺŝ[ġŬc�lwxǓ 	Ʉsc�qV�gM�

¼ćwȊŽv�oqîüȺŝvȰg�ąȿƚ�Ű�ZveLOîüȺŝsǒǚƵÙșȀĥw

ġŬwŒĸ\P�ÇŐg�as[LawƼǉƢwƷƵrgMŇǰĽvpVqxLîüȺŝv

Ǯ�uZolƤƨ�Ű�Zvg�as�L¼ľȤßuĦŃ�ǲWµrȬǶsu��gMŮN

wēłuƁèw¹rȡóvcZw~oqȊŽǂvćǎg�asxLƣĐwūvsoqĔ\u

ȑŘvu�assŅV�gMeZeȓ×ǋƸȋőrwbǗɂ�ŧXqVlm^as[r\�

yLµǾwƷƵ�ȣg�l�wlV|�ȓȬuŉďsu��gMbîä�Ȕ��g�WL�

�e^YɀVƩeµ`�gM�

ȊŽǂ|wbǾØvĻloqxL¶Ǿwƚvbƭŋ�YɀVVle�gM�l¼ćwȊŽ

ǂvY_�ƧȈwĠǤvpVqxLƇ§²�vǾțeqV�gwrbôƝ^mcVM�

±ȊŽŵȯxĲŐ 
� ĳ 	� Ŵ 	 ŮTĲŐ �	 ĳ � Ŵ �	 Ů�ĲŐ 
� ĳĵ¶íŵTĲŐ �� ĳĵ�

w �ĳ �°ŴȯrgM

±¼ćwȊŽxųàwȞĀöƤƆȰ[×ǋƸȋőrUolºÉm_rxu^Lǌ´ǦZ�w

ǴĢ�ö_lĐûutrLȍĥ±ƀĥZ�ŉďŞÊ[UolºÉ�ĦȐseq^mcVM

±ɊºÉvȰeqǵŨwſÂɅåĢǦ�Ƴƥűŵ[Ưu�LutɆ[UolĐûvxLúſÂ

vpVqɊźwȊŽǂ�ÇŐeq^mcVM

±ŘĻǦwƯçutrȅǕ[�Z�uVĐûvxO·ŰPvð�¾_q^mcVM

±·ȗg�ĐûxLYŒŨrg[¶Ǿw $!� Z���¯®²¡�YɀVVle�gM

https://tinyurl.com/XH[RQWP�

¼ćwȊŽvbîä�Vlm_�ĐûvxLȊŽǂvbǾØwµr¶Ǿ�rYȝ�^mc

VMȊŽǂwbȜȝ��oqLȊŽ|wbüŋ�VlmVlassVle�gM�

ƼǉÞŘǦ�� � ÚĶƺǊĪĭǞûëƲ�¯�²� ĩ×Ǆ Ǝò�Ŧȧ�

S��Ɉ��
	� ÚĶƺĪĭįŹȷƘƫ 
�	�����

��3(02���3(0/(7(�/6�67,-�/<5.5�16

#,2���������������� � �(;��������������	�
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ƧȈwĠǤɓ¼ćwȊŽrxLÁ¶w�WvƧȈ�ĠǤe�gM�

QîüȺŝ±îüȺŝǍR� îüȺŝsxLĲŐ 
� ĳ 	� Ŵ 
� ŮvƳÝc�lȞƻwOĚt

�wŀƤƵȑŘǍvȪŏelPɌƆȰv��Ⱥŝ�śe�gMOùƗȺŝPO¿ǳǦv��

ǧõP�üǤsœoq^mcVM¼ćxL×ǋƸȋősȍĥLuVe×ǋƸȋősƀĥw

ɋƆȰrǲ��lȺŝ�ȊŽwĦȐseqOîüȺŝǍPsĂ{asse�gMuYL×

ǋƸȋő[ïơrǲWȺŝxOǴĢºġƽȆȺŝPseqêâeqV�gM�

QŇǰĽR� ×ǋǰĽȱƉƗrxOǺƅǦ±×ǋ�ƣvƶȏg��wv��PsĠǤc�q

V�g[LawȊŽrxLåĢǦɅģŭLǺŭLüĬ»\�WmVLǌ´ǦutɆ�ǴĢ

�ö_lĐőɅģķÛLģķĒɆ�ƟĠihvĚt�wǴĢ�ŕşg�l�vLƟvŇv

Ȱg�ǴĢvpVqxOŇƵǰĽPsOģķÛ±ĒwŇŲäǴĢP�ǞŚeqOŇǰĽP

sVWƧȈ�ÈƧeqV�gM�

Q��#Ʌ�:290+08*06204(7<� #,(3ɓēƆȰȟš�²ªɆR� ēǨǇrƄŐc��ŤŠ�²ªw

asrL¼ćwȊŽrxǃǀLùƗLëƲut[kw«¯¤²su��gM�

QǒǚƵÙșȀĥR� ŇǰĽ±șÅƵǰĽ±£�� ±ŀƤƵǰĽ�ǇNwŲäwǴĢ�

ö_las[ư���Ět�vĦeqLĚt�wŀƤƠōvȪŏeląȀ�ÿ�LĒŇ

Ć±ǩȭm_rxu^Ùș�Ȁĥg�ūƗrLƼÏ�ö_lëİ[ǲW�w�śe�gM�

QŀƤƵ£�� R� ǴĢvȥolĚt�vĦg�ŀƤƵ�©² �ǲ�uVƠō�śg

asse�gM�

�

�lLĚt�wǴĢvȰg�ȼƷvpVqxL¶ǾwǶȽrkwÛĤ�bǾØ^mcVM�

åĢǦɅ�	T�
ɆsÛĤɅ�T�Ɇ�¨�veqLɅ� � ɇ� � ɆvǾørbǾØ^mcVM�

ÉɆġƍ[¥² ¢²�ƪŇ�Z�wŇǰĽ�ĤȆeqVlĐûLƍxɕ£�� �Ět�[ö_l

ǴĢwƜǸɗĤȆɗťǢɖL¥² ¢²xɕŇǰĽɖrU�l�L��	ɇ�����ɇ��su��gM�

&åĢǦ'��	ɓġƞ�� �
ɓǛƞɗɁƞ�� ƍw¥² ¢²� ��ɓƪŇ�� ��ɓĕŇ�

� �� �	ɓġƍ�� �
ɓǛƍɗɁƍ�� ƞw¥² ¢²� ��ɓƪŇ�� ��ɓĕŇ�

� � �	ɓġÕ� � ��
ɓƯƞÕ� � ���ɓƯƍÕ� � ���ɓǱǡwuVÕ�

� � �	ɓġė� � ��
ɓƯƞė� � ���ɓƯƍė� � ���ɓǱǡwuVė� �

� � �	ɓġĹ� � �
ɓƯƞĹ� � ���ɓƯƍĹ� � ���ɓǱǡwuVĹ� �

� � �	ɓġĖ� � �
ɓƯƞĖ� � ���ɓƯƍĖ� � ���ɓǱǡwuVĖ�

� � ½wǺŭ���	ɓüĬ�ƪŇ���
ɓüĬ�ĕŇ�� ��ɓâĬ�ƪŇ�� ����âĬ�ĕŇ�� ��

� � ǌ´Ǧ� ��	ɓƟĠ�ƪŇ���
ɓƟĠ�ĕŇ�� ��ɓŶƟĠ�ƪŇ�����ŶƟĠ�ĕŇɆ�
�

�&ÛĤ'� �ɓŇǰĽ� � � � � � �ɓșÅƵǰĽ� �

� � �ɓĚt�wǴĢwƜǸɗĤȆɗťǢ� �ɓŀƤƵ£�� � � � �

�ɓkw½w£�� �

� � �ɓȺã �% wƷŢ� � �� � � �ɓȺã �% wƷŢÁĒwŀƤƵǰĽ� �

� � �ɓkw½�

� � �

c 
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� ȓ×ǋƸȋőrwȞeƮøɅ� � � � >� � � � Ɇ�

ȊŽǂǾØŮ� � � Àă�
�ĳɅ� � � ɆŴɅ� � � ɆŮ�

ȓ×ǋƸȋőőČč�Ʌ� � � � � � � � ɆȩɗȢɗĴɗƺɅ� � � � � � � � Ɇį±ê�

ȓ×ǋƸȋőý�� Ʌ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

bȟǙÖ� «²¬�¡�ɓ� � � � � � � � � � � ɔ� � � � � � � � � � � � �

� � � � ȸȃƮøɓɅ� � � � � Ɇ>Ʌ� � � � � Ɇ>Ʌ� � � � � � Ɇ�

ŘĻǦwbƐý�Ʌ� � � � � � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

ćǎxɅ� � � � ɆÛvǾØg�ZLȄĻg�ȦŗǪwǾø�KrĊ�r^mcVM�

ȦŗǪw 	�
��?xkw¹Z� 	p�Ȧ{�wL(�)�*?xǵŨȦŗ÷w�wrgM�

�

ɊɆŇǰĽrîüȺŝǍ�ġŬeuZolĻȄºÉwŇâ�

B�Ňâ�� � 	�ƪ�� � � � 
�ĕ�� �

C�Ǉâ� � � 	�ŇƵǰĽ� � � 
�ɕ	ɖÁĒwŇǰĽ�

�

ɋɆĻȄſÂvpVqwƳǷ±ȞĀwƃǶ�

B�ǴĢ[Ę�olűƚwĳɃ� Ʌ� � � ɆƊɅ� � � Ɇ�Ŵ�� � � � ���·Ű�

C�ǴĢ[ǖ�olűƚwĳɃ� Ʌ� � � ɆƊɅ� � � Ɇ�Ŵ�� � � � ���·Ű�

D�ǴĢ[ƳǹelűƚwĳɃ� Ʌ� � � ɆƊɅ� � � Ɇ�Ŵ�� � � � ���·Ű�

E�ƳǹűwƠƕ�� 	�ǭƳƵȮƾɅĚt�[ǭ�Ƞ�rāĊwĔ»vȮƾɆ��

� � � � � 
�ÑƳƵȮƾɅǰĽ�ưol»Z�wȕą�ö_qĚt�[ȮƾɆ�

� � � � � ��Ět�Z�wȮƾue� � � � � � � � ���·Ű�

F�GvpVqxLųàvöƤel×ǋƸȋőrwĳɃsƠƕ�bǾØ^mcVM�

F�×ǋƸȋőwöƤűƚwĳɃ�Ʌ� � � ɆƊɅ� � � Ɇ�Ŵ�� � � � ���·Ű�

G�×ǋƸȋőwöƤűƚrwǴĢÛĤ� � ǾțǶȽxɋ¨²�wżÛ�ôƝeq^mcVM�

� åĢǦɇÛĤ��� � � ɇ� � � ��� � � ɇ� � � ��� � � ɇ� � � ��� � � ɇ� � � ��

� � ɕ�ɓkw½ɖwÛĤɅ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

H�ȓ×ǋƸȋőwȰ��wȮĘĳŴŮsǗǠ�ĲŐɅ� � � ɆĳɅ� � � ɆŴɅ� � � ɆŮ� �

� 	�ųàwöƤƆȰseq� � 
�Ʌ� � � � � � � Ɇ×ǋƸȋőZ�wǅǏ�²�seq�

I�ſÂwƃǶɅǴĢwÛĤ�ȞĀwǗȘutvpVqLĮeŤXwuVǐĊrbǾØ^mcVɆ�

�

�

�

�

�
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�

ɌɆȓ×ǋƸȋő[ïơrǲolǴĢºġƽȆȺŝ�

ɌAɊɆǴĢºġƽȆȺŝwġŬvpVq�

� 	�ġŬel� � 
�ġŬeqVuV� Ʌ
wĐûx�ɍɆĚt�wƠƕ�vYȠ�^mcVɆ�

ɌAɋɆǴĢºġƽȆȺŝwġŬűwƠƕ�

B�Ět�wőČ�	�ǭĝ� � � 
�Ǻŭĝ�� � ��³űÎȏő�� ��×ǋǃǀŬǿ�

� � � � �ȫǺɗɁǺĝ� � ��kw½Ʌ� �� � � � � Ɇ� ���·Ű�

C�åĢǦswÞȶ� � 	�Þȶue� � 
�ÞȶU�� � � � � � ���·Ű�

D�ġŬĐő�� 	�×ǋƸȋő�� ��kw½Ʌ� � � � � � � � � Ɇ� ���·Ű�

E�ġŬĳŴŮ� ĲŐɅ� � � ɆĳɅ� � � ɆŴɅ� � � ɆŮ� �

F�ȺŝǦwǨǇ�(�×ǋƸȋőǨĄ��(	�×ǋǃǀù�(
�×ǋŀƤù�(��kw½��

�ǵŨȦŗ÷����+�ƿÃǃǀđ��,�ǑǁÎÐǃǀđ��-�kw½Ʌ� � � � � � Ɇ�

G�ȺŝǦwŇâ�	�ƪ�� 
�ĕ�

H�ġŬelūƗ�¦® �²¬vƔolħȭƵuǴĢºġƽȆȺŝ�

� � � � �� � 	������� � 
��/02+�0789J� ��!�#��J�� ���574,7�5:8,#��

� � � � � ������ �� ��kw½Ʌ� � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

� � � � ¦® �²¬�ÈƧeuV³ǯƵuǴĢºġƽȆȺŝ�

� � � � �� � ��ŎȬvǿĠc�lȺŝ� ��³ǯƵuȊŽȺŝ�

� � � � � ��kw½Ʌ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

ɌAɌɆǴĢºġƽȆȺŝwÛĤvpVq�

B�Ⱥŝűȯ�Ʌ� � � � � � � ɆÞ� � � � � � � � � � � ���·Ű�

C�ȺŝãvŕşeqVlǴĢutwÛĤ� � ǾțǶȽxɋ¨²�wżÛ�ôƝeq^mcVM�

� åĢǦɇÛĤ��� � � ɇ� � � ��� � � ɇ� � � ��� � � ɇ� � � ��� � � ɇ� � � ��

� � ɕ�ɓkw½ɖwÛĤɅ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

D�ȮƾwȂÌ� 	�ğÙþȆɅųàZ�³ȒeqǴĢ�þȆeqVlɆ�

� � � � 
�ţćɅȺŝwġŬ�rvȮƾeqVlǴĢwÛĤ�þȆelɆ�

� � � � ��ȨÞȮƾɅư��qV�ǴĢw³Ȩw�wȮƾvst�olɆ�

� � � � ��ÙȺȮƾɅư��qV�ǴĢvȰeqxg}qȮƾ[UolɆ� �

� � � � �ŪºġȮƾɅư��qV�ǴĢÁĒwŪºġ[áŰelɆ�

� � � � � � ǴĢÛĤɅ� � � � � � � � � � � Ɇ�

� � � � ��kw½Ʌ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� Ɇ�

E�Ⱥŝ¹�kwãľwĚt�wƳǽ�ōĵ�� ÆZYƒ¾\wƚ[U�ybǾØ^mcVM�

�

�

� �
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ɌAɍɆîüȺŝǍwġŬvǮ�uZolƠƕvpVq�

B�ȓ×ǋƸȋőseqxîüȺŝwŁǶŇ�tw�Wváũc�qVlre�WZM�

� 	�jzŁǶrU�sǥXqVl�

� 
�ŁǶm[LĚt�wƠƕ�ǽȈǬäLǑǁƠō�Z�xġŬxĉȷsǥXqVl�

� ��ŁǶxuVsǥXqVl�

� ��kw½Ʌ� � � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

C�ġŬg�ZtWZvȰg�îȎvȓ×ǋƸȋőxôåc�qVlwre�WZM�

� 	�Vp�ôåeqV�� �


�ȞıxôåeuV[LawºÉrxôåel� �

� ��ȞıxôåeqV�[LawºÉrxôåeuZol� �

��ȍĥ�ƀĥZ�ËȾ[Uols\vôåeqV��

�Vp�ôåeuV�

D�ġŬeuVsáũelƤƨ�Lȓ×ǋƸȋőseqxtWƤǻc�lre�WZM�

� 	�ºÂé[ĉȷrU�sƀĥ[áũel� � � � � �

� 
�Ět�wǽȈǬäLǑǁƠōZ�Ⱥŝ[ĉȷsáũel�

� ��kw½Ʌ� � � � � � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

E�ġŬeuVsVWǘȌ�Lȓ×ǋƸȋőseqxtWö_Ɖ���lre�WZM�

� 	�ȍĥ±ƀĥs³ǟvîȎelǘŻuwrLǔĿeqV��

� 
�ǘȌvǮolǗǠwȉŰxuZol[LĚt�wƠƕutZ�ǔĿeqV��

� ��ġŬg�ZtWZwųǖƵuȟǙ�rvűȯ�ǶeLkwȯwĦŃvĉ��

� ��ǘȌvǮolǗǠwȉŰ[u^LkwǘȌv�ǔĿr\uV�

� �kw½Ʌ� � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

F�awºÉrwȺŝwūƗvȰeqLbŋǷ[U�yǭƨvbǾØ^mcVM�

� �

4068
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ɍɆĚt�wƠƕɅȊŽǂwćǎűƚrwƠƕ�YÞZ�vu�ǐĊrbǾØ^mcVɆ�

ɍAɊɆ×ǋƸȋőswȰÍ�

B�Ǘȡ¹w³űÎȏskwƠƕ±Ƥƨ�

	�U�Ʌ�		�üŋ� 	
�Ǩƅ� 	��üŋ@Ǩƅ� 	��Ǩƅ@üŋɆ�
�ue� � ���·Ű�

C�×ǋƸȋőwȰ¸�

� 	�śĨ¹Ʌ		�×ǋǃǀùśĨ� 	
�ǛǜśĨɆ� � 
�ȊŽǛǜ¹� � ��¹ũ�

� ��½w×ǋƸȋő|ǅǏ� ǅǏÖɅ� � � � � � � � � � � � � � Ɇ×ǋƸȋő�

� � � � � � � ǅǏĳŴŮ� ĲŐɅ� � � ɆĳɅ� � � ɆŴɅ� � � ɆŮ�

�ǖǘɅįêƫŸ|wǅǏ� 	�U�� 
�ueɆ� � � � � � ���·Ű�

D�Ět�wőČɅǖǘeqV�ĐûvxǖǘűrwőČɆ� �

� 	�ǭĝɅåĢǦsx� 		�üĬ� 	
�âĬɆ� � 
�ǺŭĝǍ� ���×ǋǃǀŬǿ�

� ��ȫǺ±ɁǺĝ� �kw½Ʌ�� � � � � � � � � Ɇ� ���·Ű�

ɍAɋɆǴĢºġƽȆȺŝ�ǴĢutvȰg�Ơƕ�ɎƌȴrȂÌeqƮøvK�p_q^mcVM�

� � � � � � � �� � ĺV� � � � � � � � � � � � � � � � � �ue� � � � ·Ű�

B�åĢǦvĦg�ÜǣŌŉ� Ɏ±±±ɍ±±±Ɍ±±±ɋ±±±Ɋ� � � � �ɉ�
�
� � � � � � � � �ĺV� � � � � � � � � � � � � � � � � �ue� � � � ·Ű�

C�Ⱥŝãw·Ğ±ňń� � Ɏ±±±ɍ±±±Ɍ±±±ɋ±±±Ɋ� � � � �ɉ�
�
� � � � � � ǈƂƵ±ŋƈƵ� � � � � � � � � � � � � � �ƙƂƵ� � �� ·Ű�

D�ȮƾvpVqwŀƄX� � Ɏ±±±ɍ±±±Ɍ±±±ɋ±±±Ɋ� � � � �ɉ�
�
� � � � � � � �ǫĠƵ� � � � � � � � þĠƵ� � � ·Ű�ȹȮƾ�

E�ȺŝrwȮƾ|wŌŊ� � Ɏ±±±ɍ±±±Ɍ±±±ɋ±±±Ɋ� � � � �ɉ�
�
� � � � � � ö_q�Zol� � � � � ö_uVū[�Zol�·Ű�

F�ȺŝvĦg�ŌŊ� � � Ɏ±±±ɍ±±±Ɍ±±±ɋ±±±Ɋ� � � � �ɉ�
�

� � � � � � � � � �ĺV� � � � � � � � � � � � � � � � � �ue� � � � ·Ű�
G�ƻƵȵĢɗƳȣȵĢwļȻ� Ɏ±±±ɍ±±±Ɍ±±±ɋ±±±Ɋ� � � � �ɉ�
�

ɍAɌɆŀƤ±ƿÃƵƠƕ�

 #"�LŖWpLǭÒǲƛL·ƴžLŇéǲçLǼƗǲƛutLĚt�wƠƕrƒvu�as�

ƓƲƵuĦŃ�#����#����! ut�vpVqLběƻwas[U�ybǾØ^mcVM�ǖǘeq

V�ĐûxǖǘűwƠƕ��

�

�

�

�

� �
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ɎɆëƲƆȰwöȀƠƕɅŷ»[öȀeuVĐû�×ǋƸȋőwëİwȀĥ�ȳ^Ɇ�
�

öȀelëƲƆȰsȀƲǄ�¨�veqL¶wɅ� � ɇ� � ɆvǾørbǾØ^mcVM�

ëƲƆȰɓ� �ɓĔĜ±ĔĜƱȲ� �ɓǞûƱȲ� �ɓĩ×ħȭƱȲ� �ɓïǄƱȲ� �

�ɓȀƲő���ɓkw½�

ȀƲǄɓ� Ɋɓĩ×Ǆ� � ɋɓÛǄ� ɌɓƦę»Ǆ� ɍɓĩ×ĒǄ� ɎɓĒǄ� �

ɏɓƖīĆǄ� ɐɓ×ǋǑǁǄ� ɑɓǑǁǄ� ɒɓƗëĜ� 	�ɓkw½�
�

ɎAɊɆǴĢºġƽȆȺŝsƜȰÍwöȀ�

B�öȀƋ� � 	�U��ëƲƆȰɇȀƲǄ�Ʌ� �� ɇ� �� ɆɅ� �� ɇ� �� ɆɅ� �� ɇ� �� Ɇ�

�
�ue�� � � � � � � � � � � � ���·Ű�

C�ÛĤ�� � (�ąȀ�� )�ǴĢȨÄwȀĥ� *�ǴĢȨÄ�ÿ�ÙșȀĥ� +�ǑǁɗŀƤȺ�

�ǵŨȦŗ÷��,�kw½Ʌ�� � �� � � � � � � � Ɇ� �� ���·Ű�

D�ǘŻ�� 	�ǴĢsȰȟg�șÅ±ƀŽ±ƬÔµwőǷU���

öȀãwŉďvƏ}qǴĢwǆĵxɅ		�ȬV� 	
�üǍ� 	��ȚVɆ�

� � � � 
�ǴĢvȰg�őǷue� � ��îä[Ŀ��hȀĥ·Ǭ�� � ��� · Ű

E�Ȯƾ� � � 	�ǴĢvȰg�ȮƾU��

öȀãwŉďvƏ}qȮƾwÛĤxɅ		�ȬV� 	
�üǍ� 	��ȚVɆ�

� � � � 
�ǴĢvȰg�Ȯƾue� � � � � � � � � ���·Ű�

ɎAɋɆǴĢºġƽȆȺŝsȰȟelöȀ�

B�öȀƋ� � 	�öȀU��öȀĳŴŮɓĲŐɅ� � � ɆĳɅ� � � ɆŴɅ� � � ɆŮ� � �

� �� � � �� � � ëƲƆȰɇȀƲǄ��� � � ɇ� � � ��� � � ɇ� � � �� �

� � � � � �� � ëƲƆȰý�ĮeŤX[u_�ybǾØ^mcV��

Ʌ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ɇ�


�öȀue�� � � � � � � � � � � ���·Ű�

C�öȀ[ǴĢºġȺŝȺŝwġŬãsuolĐûxLkwƤƨvpVq�

�ǵŨȦŗ÷��(�ǝņŇ� � )�ȀƲµwŁǶŇ� � *�ȁřŜõ�

� � � � +�kw½Ʌ� � � � � � � � � � � � Ɇ� =�·Ű�

D�ÛĤ�� � (�ąȀ� )�ǴĢȨÄwȀĥ� *�ǴĢȨÄ�ÿ�ÙșȀĥ� +�ǑǁɗŀƤȺ

ɅǵŨȦŗ÷Ɇ,�ǒǚƵÙșȀĥ� -�kw½Ʌ�� � � � � � Ɇ� =�·Ű�

E�ǘŻ�� � 	�ǴĢsȰȟg�șÅ±ƀŽ±ƬÔµwőǷU���

öȀãwŉďvƏ}qǴĢwǆĵxɅ		�ȬV� 	
�üǍ� 	��ȚVɆ�

� � � � 
�ǴĢvȰg�őǷue� � ��îä[Ŀ��hȀĥ·Ǭ�� � ��� · Ű

F�Ȯƾ� � � 	�ǴĢvȰg�ȮƾU��

öȀãwŉďvƏ}qȮƾwÛĤxɅ		�ȬV� 	
�üǍ� 	��ȚVɆ�

� � � � 
�ǴĢvȰg�Ȯƾue� � � � � � � � � ���·Ű�

� �

c 
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ɏɆîüȺŝǍ±ǴĢºġƽȆȺŝ�ëƲƆȰswȟš�

� ȄĻg��w[U�yǾøvK�p_q^mcVMɅǵŨȦŗ÷Ɇ�

(�Ⱥŝ�ö_�ŋǤ�ƷƵvpVqLĚt�vtWȉŰg�Z[ĉol�

)�ȺŝwŒŔ[·ìÞrLȇĨ[Uol�Ȯƾ[Ŀ��uZol�

*�ȺŝwŒŔ[·ìÞrLĚt�wŀƤƵȑŘ|wȪŏ[·ȗeqVl�

+�ëƲƆȰZ�wîä[Ŀ��hLëĜƵuőǷ�Ƿǻ[·ìÞrUol�

,�kw½Ʌ� � � � � � � � � � � � � � � � Ɇ�

�

ɐɆǭƨǾț� � �

îüȺŝǍwġŬ�ŇǰĽ|wĦŃLëƲƆȰswȟšLǒǚƵÙșȀĥutvpVqLb

ŋǷ�bŌŊ[U�yǭƨvbǾØ^mcVM�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

bîä�Vlm\LtW�U�[sWbdV�elM�

�
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ÅÓǅģðįŉƽÝ¥fbw�z��Ơļ�

�

�

ƠļbƩĲ^OÅ½bGǈD�

�

�Ü:ÈŘ¿®Ũūųŕ^R\ÅÓǅģaƾTqðėƠļu²ßb°ŶŧơĚ^ÅÓǅģ

ðįŉƽÝ¥ǉ¡�:°ŶŧơĚŸǊuöƥ^R\ƌEN^^`phRX;Ăę 
� ă 	� ķ

bƯŪ¡Č:ÅÓǅģbðį¢ĬcŃŷaçK`Z\DhTI:Wra£Z\ðįœŋl´

ôa[D\báâþ:¢Ĭbå¾a£Eǅģƃb�ƪ`_bÙǇIŘS\J\DhT;hX

Ƌċ�ðbŵƘbXjakŻſŤ²ƫƗõcƺƐ`Ċ¼uğZ\DhTI:ÃŢ]bÌp

ŽicêhZX^Ns]:NbŐa[D\kÃŢ^bưħI�ČbƟǇ]T;�

�ÜbƠļ]ÅÓǅģbðįa£EÙǇŐuĳoHaR:·ĻuƌZX�]=ÅÓǅģ^

ŻſŤ²ƫƗõbðįběĈJ>u¦ęTqN^I:NbūųŕbŦŤ]T;ı<bçď`

ĿÁb�]ƲÊaPHbgZ\ƠļůaÜŹTqN^c:èJ`Ʀğa`qN^^đDhT;

RHRƧÝ¥]bœŋuīF\DXYKN^I]Jrd:�ƖbŦŤuƴTqXjbXDf

vƧƺ`ēã^`phT;OÅ½uƨphTnE:nsRKGǈDŜR�MhT;�

�ÜbƠļcĶ¸bƯÖÍŗłƾI°ŶŧơĚ]CZX�¨YL]c`K:ì_kIŷ�

ƃHobƎòuÍLXäÒl�¢bŦĨƃa`ZXäÒ`_]:Ƣõ�ľõHoēãĤ©I

CZX�¨köƥ^R\KYPD;ğĉƃbşÀ`_]ƜżItHo`DäÒac=�ĳ>

aÇu�L\KYPD;hX�ÜbƠļůaGLqŚƞbïƂa[D\c:Ń��|aƖƬ

R\DhTb]OËőKYPD;�

�

�ÜbƠļaOÅ½uDXYLqäÒac:ƠļůaOƖ±b�]�Ɩh]GƮpKYP

D;ƠļůbOƭƮukZ\:ƠļfbOÓĕuDXYDXN^^DXRhT;�

�

ūų·ğƃ� ³ĆũŵùýƀÒÃŢ~���� ø°ű� � � ŇÉ�ĪƷ� �

A��ǋ��
	� ³ĆũùýÿĺǂŎŝ 
�	�����

��&�#%���&�#"�*��")�)*� �"/(!(�$)�

��%���������������� � ��.��������������	�

� �
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ŚƞbïƂǓ�ÜbƠļ]c:¡�bnEaŚƞuïƂRhT;�

?ÅÓǅģ�ÅÓǅģŸ@� ÅÓǅģ^c:Ăę 
� ă 	� ķ 
� ıaţ¶PrXƯŪb=ì_

kbčŗŤƦğŸaƹĘRX>ǏłƾanqǅģuġRhT;=Ñōǅģ>=�ƍƃanq

ƅÌ>kÓƂ^ĜZ\KYPD;�Üc:°ŶŧơĚ^Ƣõ:̀ DR°ŶŧơĚ^ľõb

ǎłƾ]ƌtrXǅģkƠļböƥ^R\=ÅÓǅģŸ>̂ ×eN^^RhT;̀ G:°

ŶŧơĚIÆŔ]ƌEǅģc=Ǝò�ðŬƝǅģ>^R\ÂºR\DhT;�

?ĒƋċ@� °ŶƋċƿńō]c=ƓŁƃ�°ŶuŖaťƤTqkbanq>^ïƂPr\

DhTI:NbƠļ]c:¾òƃǉóİ:Ɠİ:Óû�JmEYD:ŷ�ƃ`_ǊlƎò

uÍLXäĚǉóć´:óćæǊuŒïVUaì_kbƎòuĝĥTqXja:ŒaĒa

ƾTqƎòa[D\c=ĒŤƋċ>^=óć´�æbĒĵ½Ǝò>uƀĠR\=ĒƋċ>

^DEŚƞu§ŚR\DhT;�

?���ǉ�-%,#�#+�#)%#'�*/� ���&Ǔçłƾưħ���Ǌ@� çƆŲ]ŀęPrqĩĦ���b

N^]:�ÜbƠļ]cŰŭ:Ñō:ÃŢ`_IWb����^`phT;�

?ŻſŤ²ƫƗõ@� ĒƋċ�ƫ¥ŤƋċ��y�x��čŗŤƋċlŲ<bĵ½bƎòu

ÍLXN^IŠtrqì_kaöR\:ì_kbčŗœėaƹĘRXÙƗuÕj:æĒ

Û�ƇƼYL]c`K²ƫuƗõTqĮō]:ū¬uÍLXÃĀIƌEkbuġRhT;�

?čŗŤ�y�x�@� ƎòaƵZXì_kaöTqčŗŤ{���uƌt`DœėuġT

N^^RhT;�

�

�

� �
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ƠļůƖ±ı�  Ø�
�ăǉ� � � Ǌķǉ� � � Ǌı�

ƧÝ¥Ěàá� ǉ� � � � � � � � ǊƸǗƳǗĄǗũǉ� � � � � � � � Ǌÿ�Â�

ƧÝ¥Ô� � ǉ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ǌ�

Oưž¯� ���w��}Ǔ� � � � � � � � � � � ǔ� � � � � � � � � � � � �

� � ǃƚŞÐǓǉ� � � � � Ǌ0ǉ� � � � � Ǌ0ǉ� � � � � � Ǌ�

ğĉƃbOňÔ� ǉ� � � � � � � � � � � � � � � � � � Ǌ�

ÜŹcǉ� � � � Ǌ´aƖ±TqH:ƛĉTqƶĞƈbƖÐu9]Þv]KYPD;�

ƶĞƈb 	�
��1cWb�Ho 	[uƶekb:�����1cƏĬƶĞÏbkb]T;�

�

ǍǊƧÝ¥Iƾ�PrXÅÓǅģŸ�

Ǎ2ǍǊÅÓǅģŸbðį¢Ĭ�

Ăę 
� ă 	� ķ 	 ıBĂę �	 ă � ķ �	 ı�Ăę 
� ăą�ÄĸBĂę �� ăą�bĸƽaƌ

trXÅÓǅģŸbðį¢Ĭu:Ųºa·L\GīFKYPD;�

Ǎ�¨aƾR\ƏĬbĽ¢ǉ¾òƃlţŘĴĸ:ƋċbŲºIş`q:`_ǊICZXäÒac:º

bĽ¢^R\ĬF\KYPD;Ó�bĽ¢ǉ¾òƃlţŘĴĸ:ƋċbŲºIÓSǊaƾR\ƌtr

X�ưbÅÓǅģŸc:ƏĬÜ]CZ\kǍ¢^R\ĬF\KYPD;�

3�ĒŤƋċ� ǉ� � � � � Ǌ¢� � 4�3¡æbĒƋċ� ǉ� � � � � Ǌ¢�

5�ƫ¥ŤƋċ� ǉ� � � � � Ǌ¢� � 6��y�x��� ǉ� � � � � Ǌ¢�

7�čŗŤƋċ� ǉ� � � � � Ǌ¢� � 8�Wb�� � ǉ� � � � � Ǌ¢�

Ǎ2ǎǊƧÝ¥IÅÓǅģŸuðįTqœŋ��ƏĬƶĞÏǊ�

��°ŶŧơĚ:Ƣõ:ľõHoªǆuÍL\ðįTq�

��°ŶŧơĚ:Ƣõ:ľõ^ðįbĎƐĒa[D\ÅƣuRXČaðįTq�

��Wb�ǉ� � � � � � � � � � Ǌ�

�

ǎǊì_kbƎòaƾTqÃŢ^bưħ�

ǎ2ǍǊƧÝ¥´bÃĀbĚü�

	�Cp� � ��Ņƒ�� ǉ� � Ǌ�:÷Ƽ·ƻǉ� � � � Ǌ�

�ƏĬƶĞÏ�� ��ǄŅƒǉ� � Ǌ�:÷Ƽ·ƻǉ� � � � Ǌ�

� ���� � ��Úƕ�� ǉ� � Ǌ�:÷Ƽ·ƻǉ� � � � Ǌ�


�`R� �� ǉ
	�ĢŚ�ïCp� � 

�ĢŚ�ï`R� � 
��ĢŚcĹïǊ�

ǎ2ǎǊŻſŤ²ƫƗõ^DEƗõĮōbíà�

	�ƄDXN^ICp:Ý¥´lưħR\DqÃŢłƾ]ƌZ\Dq�


�ƄDXN^cCqI:ưħR\DqÃŢłƾ]ƌZ\DqH_EHc�ĳ�

��ƄDXN^I`D�

�
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ǎ2ǏǊÅÓǅģŸaƾưRXÃŢ^bưħ� �

3�ƧÝ¥]bưħbœŋ� � � � Ǖ�ƌt`DǖbäÒcǎ2ǐǊaGƱiKYPD;�

	�É»^R\²¨� � 
�������� � ��������� � ��	������ � �ƌt`D� �

4�ưħbŦŤ� ��Ɨõǉ�	�ŻſŤ²ƫƗõ� � �
�ŻſŤ²ƫƗõ¡æbƗõǊ�

�ƏĬƶĞÏ�� ��ÅÓǅģŸbðįĴbƔõñǉ�������ǊfbÓā�

� � � ��ðįRXÅÓǅģŸb�����

� � � ��Wb�ǉ� � � � � � � � Ǌ�

5�ưħ¯błƾ� ��èî�èîšǀ� � ��ƀÒšǀ� � ��ø°÷Ƽšǀ� � ��Æűšǀ� �

�ƏĬƶĞÏ�� ��ƗŢĚ� �  �ƧÝ¥´� � !�Wb�ǉ� � � � Ǌ�

� � � þRĩFI`Lrd:ÃŢłƾÔuOƖ±KYPD�

� ǉ� � � � � � � � � � � � � � � � � Ǌ�

6�÷ƼbƗŢű� ��ø°ű� ��´ű� ��řë�ű� ��ø°æű� ��æű�  �ŌúÛű�

�ƏĬƶĞÏ�� !�°ŶźŮű� "�źŮű� #�ōÃî� $�Wb�ǉ� � � Ǌ�

ǎ2ǐǊÃŢłƾ^bưħbµŏP�Ǒņǁ]ƙ«R\ŞÐa9u[L\KYPD;� �

� ^\kƊé� � ��Ɗé���èJ`ÙǇc`D� ÙǇICq� �ÙǇIçD� � ưħbðƁI`D�

� � � Ǒ�����ǐ�����Ǐ�����ǎ�����Ǎ� � � � � � � ǌ�

ǎ2ǑǊưħa[D\bÙǇŐ�ƛĉTqkbICrdƖÐa9u[L\KYPD;ǉƏĬƶĞÏǊ�

��ưħ]JqÃŢłƾI`D� ��

��ÃŢłƾIƋċa[D\bƾčI¤D�

��ÃŢłƾ^R\öĐTqŴÎlğĉƃǉ��� `_ǊIŊhZ\D`D�

��ÓSÃŢłƾ´]ğĉÃĀlğĉƃanZ\¹ĭIſ�Pr\D`D�

��Wb�ǉ� � � � � � � � � � Ǌ�

ǎ2ǒǊÅÓǅģŸaƾưR\:�ČÃŢłƾ^bưħuĎƐ^Tqœŋ��ƏĬƶĞÏ��

��Ɨõ� � � � � ��ÅÓǅģŸbðįĴbƔõñǉ�������ǊfbÓā�

��ðįRXÅÓǅģŸb����� � ��Wb�ǉ� � � � � Ǌ�

�

ǏǊƉśƖƬ�

ÅÓǅģŸbðįlÃŢłƾ^bưħ:ŻſŤ²ƫƗõ`_a[D\:OĕƑlOĖĔIC

rdƉśaOƖ±KYPD;�

�

�

�

�

�

OÅ½uDXYJ:_EkCpI^EOQDhRX;�
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òĀɕŬǣ�ĪŻek¹ÉɟĪŻƢɊčÅɠ�

�

ȥƌuȱžqbòçuZɚW�

�

»ČMõƺéÔǎǑǞƷqeoòĀɕŬtɋg�Īśȥƌ�ÚĐuØǡǍȦşqòĀɕŬ

ĪŻƢɊčÅɟÀ´MØǡǍȦşǣɠ�ıȪqeoȇXaqqs�|ekNĽŞ 
� ľ 	� ƃ

uȺǐÀŋMòĀɕŬuĪŻÁŷvƘǢtĚ^smoW|g\Mj�tÃmoĪŻƴƦ�Ý

ĮtnWouĒēĹMÁŷuėètÃXɕŬǼuµȲsruĉə\ƺfo]oW|gN|k

ȅŊ¹ĪuǠțuk~t�ǨǯǊÚȴȚįvɇȌsŉæ�ŦmoW|g\MïǇÐpuù�

ǫ}vğ|mkqa�pMauƮtnWo�ïǇquȻŰ\»ŋuȤəpgN�

»Čuȥƌt�moòĀɕŬtɋg�ĉəƮ�ſ�[teMPòĀɕŬqǨǯǊÚȴȚįu

ĪŻuŠń]Q�ÇŞg�aq\MauǑǞƷuǌǊpgNŽOuĚŐsƐëu·pȽ÷t

c[u{moȥƌǗtČǤg�aqvMƸĖuźtqmoě]sȫŦts�aqqœW|gN

e[eȭčÅpubǬɜ�ŶYoWkl^aq\p]�wM³ȗuǌǊ�ȿg�k~ukW

y�ȭɇsŗĕqs�|gNbòç�Ȯ�|g�XM��e^ZɚWƾe³`|gN�

ȥƌǗyubȗÙtŇkmovM´ȗuƮtbǂř�ZɚWWke|gN|k»Čuȥƌ

ǗtZ_�ƼȢuĩǺtnWovMƘ¤°�tȗȶeoW|gupbøƱ^lcWN�

¯ȥƌƄɊvĽŞ 
� ľ 	� ƃ 	 ŽUĽŞ �	 ľ � ƃ �	 Ž�ĽŞ 
� ľŀ´ñƄUĽŞ �� ľŀ�

u �ľ �®ƃɊpgN�

¯»ČuȥƌvƂâuȺĄúƹƖɋ\ØǡǍȦşpVmk¹Él_pvs^MĢr�\Ǣ²

Ǽ[�uȉĬ�ú_kĖÿ�¹ÁuǌűǼtsmkĖÿsrpMȧį¯Əį[�ŗĕŭÊ

\Vmk¹É�ıȪqeo^lcWN�

¯ɤ¹ÉtɋeoȋŷuƎÁɟèĬǼ�ǈƺƀƄMȅŊuǜä\Ǆs�Msrɠ\VmkĖÿ

tvMþƎÁtnWoɤƉuȥƌǗ�ÇŞeo^lcWN�

¯ŦŇǼuǄêsrpȟǩ\�[�sWĖÿtvPµſQtô�½_o^lcWN�

¯µȲg�ĖÿvMZŠŷpg\´ȗu %"� [���¬°��ZɚWWke|gN� �

https://tinyurl.com/ uywyzn5�
»Čuȥƌtbòç�Wkl_�ĖÿtvMȥƌǗtbȗÙu³p´ȗ|pZȹ�^lc

WNȥƌǗubȸȹ��moMȥƌyubĀř�WklWkaqqWke|gN�

�

ǑǞàŦǼ�� � ÜŁǏǠĵĸǳÿïǇ��°� ĴØǙ� � � Ɵö�ŵɂ� �

T��ɢ��
	� ÜŁǏĵĸĺƈɒƩǀ 
�	�����
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ƼȢuĩǺɭ»ČuȥƌpvMÀ´u�XtƼȢ�ĩǺe|gN�

RòĀɕŬ¯òĀɕŬǣS� òĀɕŬqvMĽŞ 
� ľ 	� ƃ 
� Žtǈßc�kȺǐuPĢr

�uŎƹǊȫŦǣtɅŜekQɦƖɋt��ɕŬ�ũe|gNPýƨɕŬQP¾ȈǼt��

ǽùQ�ĀǺqšmo^lcWN»ČvMØǡǍȦşqȧįMsWeØǡǍȦşqƏįu

ɥƖɋpȇ��kɕŬ�ȥƌuıȪqeoPòĀɕŬǣQqĆxaqqe|gNsZMØ

ǡǍȦş\óƵpȇXɕŬvPȉĬ¹ĪǒȠɕŬQqeoîäeoW|gN�

RŕȅŊS� ØǡȅŊɌƚƨpvPȐƕǼ¯Øǡ�Ƹtǋȩg��ut��QqĩǺc�o

W|g\MauȥƌpvMèĬǼɟĭżMȐżMĀķº]�XlWMǢ²Ǽsrɠ�ȉĬ

�ú_kĖşɟĭłÝMĭłęɠ�ƳĩihtĢr�uȉĬ�ţŮg�k~tMƳtŕt

ɋg�ȉĬtnWovPŕǊȅŊQqPĭłÝ¯ęuŕƁçȉĬQ�ǳŨeoPŕȅŊQ

qWXƼȢ�ÈƼeoW|gN�

R��$ɟ�;3:1,19+17315)8=� $-)4ɭĚƖɋȻŰ�°§ɠS� ĚǾǜpƓŞc��ųů�°§u

aqpM»ČuȥƌpvǘǕMýƨMïǇsr\ju¨¡°qs�|gN�

RǨǯǊÚȴȚįS� ŕȅŊ¯ȴÅǊȅŊ¯ �«��¯ŎƹǊȅŊ�ǜOuƁçuȉĬ�

ú_kaq\ǅ���Ģr�tıeoMĢr�uŎƹƴśtɅŜekĉȚ�ă~Męŕ

ċ̄ ǿɈl_pvs^Úȴ�Țįg�źƨpMǑÎ�ú_kïĻ\ȇX�u�ũe|gN�

RŎƹǊ �«��S� ȉĬtɀmkĢr�tıg�ŎƹǊ�¦°��ȇ�sWƴś�ũg

aqqe|gN�

�

|kMĢr�uȉĬtɋg�ɗǌtnWovM´ȗuȌɘpjuÝĮ�bȗÙ^lcWN�

èĬǼɟ�	U�
ɠqÝĮɟ�U�ɠ�¥�teoMɟ� � ɡ� � ɠtȗüpbȗÙ^lcWN�

ÉɠĪƞ\¢°��°�ƿŕ�[�uŕȅŊ�ĮȠeoWkĖÿMƞvɯ �«���Ģr�\ú_k

ȉĬuưȎɱĮȠɱŴǷɰM¢°��°vɯŕȅŊɰpV�k~M��	ɡ�����ɡ��qs�|gN�

'èĬǼ(��	ɭĪƲ�� �
ɭǰƲɱɛƲ�� ƞu¢°��°� ��ɭƿŕ�� ��ɭĜŕ�

� �� �	ɭĪƞ�� �
ɭǰƞɱɛƞ�� Ʋu¢°��°� ��ɭƿŕ�� ��ɭĜŕ�

� � �	ɭĪÖ� � ��
ɭǄƲÖ� � ���ɭǄƞÖ� � ���ɭȆǵusWÖ�

� � �	ɭĪĞ� � ��
ɭǄƲĞ� � ���ɭǄƞĞ� � ���ɭȆǵusWĞ� �

� � �	ɭĪŅ� � �
ɭǄƲŅ� � ���ɭǄƞŅ� � ���ɭȆǵusWŅ� �

� � �	ɭĪĝ� � �
ɭǄƲĝ� � ���ɭǄƞĝ� � ���ɭȆǵusWĝ�

� � ¼uȐż���	ɭĀķ�ƿŕ���
ɭĀķ�Ĝŕ�� ��ɭäķ�ƿŕ�� ����äķ�Ĝŕ�� ��

� � Ǣ²Ǽ� ��	ɭƳĩ�ƿŕ���
ɭƳĩ�Ĝŕ�� ��ɭƅƳĩ�ƿŕ�����ƅƳĩ�Ĝŕɠ�
�

�'ÝĮ(� �ɭŕȅŊ� � � � � � �ɭȴÅǊȅŊ� � �

� � �ɭĢr�uȉĬuưȎɱĮȠɱŴǷ� �ɭŎƹǊ �«��� � � �

�ɭju¼u �«���

� � �ɭɕå �& uǌű� � �� � � �ɭɕå �& uǌűÀęuŎƹǊȅŊ� �

� � �ɭju¼�

� � �
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� � � ȭčÅpuȺeǃüɟ� � � � ?� � � � ɠ�

ȥƌǗȗÙŽ� ¿ć�
�ľɟ� � � ɠƃɟ� � � ɠŽ�

ȭčÅşđĒ� ɟ� � � � � � � � ɠɄɱȾɱĿɱǏɟ� � � � � � � � ɠĺ¯î�

ȭčÅā� � ɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɠ�

bȻǮ×� ¨°ª��«�ɭ� � � � � � � � � � � ɮ� � � � � � � � � � � � �

� � � � ɓȝǃüɭɟ� � � � � ɠ?ɟ� � � � � ɠ?ɟ� � � � � � ɠ�

ŦŇǼubơā�ɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � ɠ�

ČǤvɟ� � � � ɠÝtȗÙg�[MȞŇg�ɁťȀuȗü�Lpď�p^lcWN�

ɁťȀu 	�
��@vju·[� 	n�Ɂx�uM)�*�+@vȋŷɁťûu�upgN�

�

ɤɠòĀɕŬǣ�ĪŻekŇȞ¹ÉuŕäqĪŻƎÁqeouǜä�

C�ŕä�� � 	�ƿ�� � � 
�Ĝ�� �

D�ƎÁuǜä� 	�ŕǊȅŊ� � 
�ɯ	ɰÀęuŕȅŊ�� ��ɯ	ɰɯ
ɰÀęuȅŊ�

��¹Áuǌű�� �ju¼ɟ� � � � � � � � ɠ�

�

ɥɠŇȞƎÁtnWouǈȍ¯ȺĄuƒȌ�

ɕŬuǌǊ\P¹ÁuǌűQsrMȉĬqưɋÌuĖÿtvMP���ɔȞŇQqeo^lcWN�

C�ȉĬ\ğ|mkƀƮuľɞ� ɟ� � � ɠƛɟ� � � ɠ�ƃ�� ���ɔȞŇ� ���µſ�

D�ȉĬ\Ǫ�mkƀƮuľɞ� ɟ� � � ɠƛɟ� � � ɠ�ƃ�� ���ɔȞŇ� ���µſ�

E�ȉĬ\ǈȏekƀƮuľɞ� ɟ� � � ɠƛɟ� � � ɠ�ƃ�� ���ɔȞŇ� ���µſ�

F�ǈȏƀuƴƦ�� 	�ȃǈǊɉǓɟĢr�\ȃ�ȼ�pąďuěºtɉǓɠ��

� � � � � 
�ÑǈǊɉǓɟȅŊ�ǅmkº[�uȯĉ�ú_oĢr�\ɉǓɠ�

� � � � � ��Ģr�[�uɉǓse� � � � � ���ɔȞŇ� ���µſ�

G�HtnWovMƂâtúƹekØǡǍȦşpuľɞqƴƦ�bȗÙ^lcWN�

G�ØǡǍȦşuúƹƀƮuľɞ�ɟ� � � ɠƛɟ� � � ɠ�ƃ�� ���ɔȞŇ� ���µſ�

H�ØǡǍȦşuúƹƀƮpuȉĬÝĮ� � ȗȶȌɘvɥ¥°�uƋÝ�øƱeo^lcWN�

� èĬǼɡÝĮ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��

� � ɯ�ɭju¼ɰuÝĮɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɠ����ɔȞŇ�

I�ȭčÅuɋ��uɉğľƃŽqǬǴ� ĽŞɟ� � � ɠľɟ� � � ɠƃɟ� � � ɠŽ� �

� 	�ƂâuɕŬĪŻƖɋqeo� � � 
�ɟ� � � � � ɠČǌuɕŬĪŻƖɋqeo��

J�ƎÁuƒȌɟȉĬuÝĮ�ȺĄuǬȳsrtnWoMĹeųYusWǦďpbȗÙ^lcWɠ�

� �

� �
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ɦɠòĀɕŬǣuĪŻqǬȽ�

ɦBɤɠ� òĀɕŬǣ¯óƵɕŬuÚǬȽqýƨıő�

ɦBɤBɤɠòĀɕŬǣuǳĪŻČŷ� �

C�±ȻuƎÁɟèĬǼ�ǈƺƀƄMȅŊuǜä\Āfɠtıeo� �

ȕɟ� � � � ɠČ� � � � � � � � � � � � � ���µſ�

D�ȋŷČuòĀɕŬǣ\ŏȌqsmkƹƽɟ´ȗuƪ�øǻteo^lcWɠ�

ɤɠɥČǌ�� 	�åČɔɉǓ� 
�åČɃàɉǓ� ��ŹȉĬãſ�

� � � � ��ju¼ɟ�� � � � � � � � � � ɠ� ���µſ�

ɥɠɦČǌ�� 	�åČɔɉǓ� 
�åČɃàɉǓ� ��ŹȉĬãſ�

� � � � ��ju¼ɟ�� � � � � � � � � � ɠ� ���µſ�

ɦɠɧČǌ�� 	�åČɔɉǓ� 
�åČɃàɉǓ� ��ŹȉĬãſ��

� � � � � ��ju¼ɟ�� � � � � � � � � � ɠ� ���µſ�

�ƪɠ�åČɔɉǓɭ���åČuɕŬpvȉĬÝĮ�Ú^ɉǓes[mk�

åČɃàɉǓɭåČv±ɃɉǓek\MɔɉǓuɃàtnWoǽù\ŏȌqsmk�

ŹȉĬãſɭ��Ā±uèĬǼ[�ĀƀƄtú_kȉĬ\MåČuɕŬÀŋtŹktãſek�
�

ɦBɤBɥɠóƵpuɕŬuƴƦ�

âČuòĀɕŬǣuĪŻåtȇ��kØǡǍȦşMȧįuóƵpuɕŬ¯ǽù�

C�ØǡǍȦş� 	�V�� ȕɟ� � � � ɠČ� � � 
�se� � � � � � ���µſ�

D�ȧį� � � � 	�V�� ȕɟ� � � � ɠČ� � � 
�se� � � � � � ���µſ�

�ɯV�ɰl\ČŷµſuĖÿvɯ	ɰtL�½_o�� � �ÝvǟƗteo^lcWNÀ´�ĀƔpgN��

âČuòĀɕŬǣuĪŻŋtȇ��kØǡǍȦşMȧįMƏįuóƵpuɕŬ¯ǽù�

E�ØǡǍȦş� 	�V�� ȕɟ� � � � ɠČ� � � 
�se� � � � � � ���µſ�

F�ȧį�� � 	�V�� ȕɟ� � � � ɠČ� � � 
�se� � � � � � ���µſ�

G�Əį�� � 	�V�� ȕɟ� � � � ɠČ� � � 
�se� � � � � � ���µſ�

ɦBɤBɦɠýƨıőɟȥƌǗuČǤƀƮpuƴƦ�Zà[�ts�ǦďpbȗÙ^lcWɠ�

C�ȧį�� 	�ƏįĨȹȄ� � 
�ōǶÞà� �� ��ĭłȊãşȹȄ� � � ���µſ�

D�Əį�� 	�ȰșƭÒ·��� 
�Ȱș·�

� � � ��µȰșɟ�	�ġǅse��
�ġǅµðà����Ȱșƶ¸ɠ� � � � ���µſ�

E�ĒȊ�� 	�Ûãİƹ·� 
�ãƤɟ
	�ưǶ�

�ŝŉɟ� � ɠľ�
��Ĕȇƶ¸ɠ����µſ�

F�ɝȊ�� 	�Ûãİƹ·� 
�ãƤɟ
	�ưǶ�

�ŝŉɟ� � ɠľ�
��Ĕȇƶ¸ɠ����µſ�

G�Ģr�uȊãyußŃ� � 	�V�� ɟ� � � � ɠČ� � �� 
�se� � ���µſ�

�

� �
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ɦBɥɠØǡǍȦşǣ\ ��$ qeoøèekòĀɕŬǣ� ɤČǌ� �

ɦBɥBɤɠøèekØǡǍȦşǣ�

	�ȭčÅ� 
�ɟ� � � � � ɠØǡǍȦş� ��ju¼ɟ� � � � � ɠ� �

au¥°�uÀ´uɗǌvMȭčÅ\øèc�kĖÿtu}MbȗÙ^lcWN�

ɦBɥBɥɠòĀɕŬǣuĪŻƀuƴƦ�

C�Ģr�uşđ�	�ȃĥ� � � 
�Ȑżĥ�� � ��±ƀÍȩş�� ��ØǡǘǕŻȘ�

� � � � �ɆȐɱɛȐĥ� � ��ju¼ɟ� �� � � � � ɠ� ���µſ�

D�èĬǼquàɑ� � 	�àɑse� � 
�àɑV�� � � � � � ���µſ�

E�ĪŻĖş�� 	�ØǡǍȦş�� 
�ȧį�� ��Əį�� ���! �ƢɊčÅ� � �ïǇƖɋ� � �

� �� � � ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � ɠ� ���µſ�

F�ĪŻľƃŽ� ĽŞɟ� � � ɠľɟ� � � ɠƃɟ� � � ɠŽ� �

G�ɕŬǼuǾǜ�)�ØǡǍȦşǾĈ��)	�ØǡǘǕý�)
�ØǡŎƹý�)��ju¼��

�ȋŷɁťû�� *�ȧįĨɟ*	�ƆɃ�*
�şȷǹɡ*��Ūƌɱá¹�*��ƺƫĦÚɠ�+�ƏįĨ�

� � � � ,�ǔÂǘǕĘ��-�ǧǖÍÏǘǕĘ��.�ju¼ɟ� � � � � � ɠ�

H�ɕŬǼuŕä�	�ƿ�� 
�Ĝ�

I�£¬��°ª�	������� � 
��013,�189:K� ��"�$��K�� ���685-8�6;9-$��

� � � � ������ �� ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � � ɠ� �

J�ȑįī�©��°ª°§�tĀļek ��$ uºŷqƓŞ� ȕɟ� � � � ɠā� ���µſ�

ƓŞ��ȋŷɁťû�� � )�ØǡǍȦş� � *�ȧį� � +�Əį� � ,�ïǇ� � -�ju¼�

ɦBɥBɦɠòĀɕŬǣuÝĮ�

C�ɕŬƀɊ�ɟ� � � � � � � ɠà� � � � � � � � � � � ���µſ�

D�ɕŬåtţŮeoWkȉĬsruÝĮ� � ȗȶȌɘvɥ¥°�uƋÝ�øƱeo^lcWN�

� èĬǼɡÝĮ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��

� � ɯ�ɭju¼ɰuÝĮɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɠ����ɔȞŇ�

E�ɉǓuȜË� 	�ħÚĂȠɟƂâ[�±ȬeoȉĬ�ĂȠeoWkɠ�

� � � � 
�ŲČɟòĀɕŬǣuĪŻ|ptɉǓeoWkȉĬuÝĮ�ĂȠekɠ�

� � � � ��ɃàɉǓɟǅ��oW�ȉĬu±Ƀu}uɉǓtqr|mkɠ�

� � � � ��ÚɕɉǓɟǅ��oW�ȉĬtɋeovgzoɉǓ\Vmkɠ� �

� � � � �Ź¹ĪɉǓɟǅ��oW�ȉĬÀęuŹ¹Ī\ãſekɠ�

� � � � � � ȉĬÝĮɟ� � � � � � � � � � � ɠ�

� � � � ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ɠ�

F�ɕŬ·�juåŋuĢr�uǈȔ�śŀ�� Æ[Zƣ½]uƮ\V�wbȗÙ^lcWN�

�

�
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ɦBɦɠØǡǍȦşǣ\ ��$ qeoøèekòĀɕŬǣ� ɥČǌ� �

ɦBɦBɤɠøèekØǡǍȦşǣ�

	�ȭčÅ� 
�ɟ� � � � � ɠØǡǍȦş� ��ju¼ɟ� � � � � ɠ� � ��ĪŻih�

au¥°�uÀ´uɗǌvMȭčÅ\øèc�kĖÿtu}MbȗÙ^lcWN�

ɦBɦBɥɠòĀɕŬǣuĪŻƀuƴƦ�

C�Ģr�uşđ�	�ȃĥ� � � 
�Ȑżĥ�� � ��±ƀÍȩş�� ��ØǡǘǕŻȘ�

� � � � �ɆȐɱɛȐĥ� � ��ju¼ɟ� �� � � � � ɠ� ���µſ�

D�èĬǼquàɑ� � 	�àɑse� � 
�àɑV�� � � � � � ���µſ�

E�ĪŻĖş�� 	�ØǡǍȦş�� 
�ȧį�� ��Əį�� ���! �ƢɊčÅ� � �ïǇƖɋ� � �

� �� � � ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � ɠ� ���µſ�

F�ĪŻľƃŽ� ĽŞɟ� � � ɠľɟ� � � ɠƃɟ� � � ɠŽ� �

G�ɕŬǼuǾǜ�)�ØǡǍȦşǾĈ��)	�ØǡǘǕý�)
�ØǡŎƹý�)��ju¼��

�ȋŷɁťû�� *�ȧįĨɟ*	�ƆɃ�*
�şȷǹɡ*��Ūƌɱá¹�*��ƺƫĦÚɠ�+�ƏįĨ�

� � � � ,�ǔÂǘǕĘ��-�ǧǖÍÏǘǕĘ��.�ju¼ɟ� � � � � � ɠ�

H�ɕŬǼuŕä�	�ƿ�� 
�Ĝ�

I�£¬��°ª�	������� � 
��013,�189:K� ��"�$��K�� ���685-8�6;9-$��

� � � � ������ �� ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � � ɠ� �

J�ȑįī�©��°ª°§�tĀļek ��$ uºŷqƓŞ� ȕɟ� � � � ɠā� ���µſ�

ƓŞ��ȋŷɁťû�� � )�ØǡǍȦş� � *�ȧį� � +�Əį� � ,�ïǇ� � -�ju¼�

ɦBɦBɦɠòĀɕŬǣuÝĮ�

C�ɕŬƀɊ�ɟ� � � � � � � ɠà� � � � � � � � � � � ���µſ�

D�ɕŬåtţŮeoWkȉĬsruÝĮ� � ȗȶȌɘvɥ¥°�uƋÝ�øƱeo^lcWN�

� èĬǼɡÝĮ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��

� � ɯ�ɭju¼ɰuÝĮɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɠ����ɔȞŇ�

E�ɉǓuȜË� 	�ħÚĂȠɟƂâ[�±ȬeoȉĬ�ĂȠeoWkɠ�

� � � � 
�ŲČɟòĀɕŬǣuĪŻ|ptɉǓeoWkȉĬuÝĮ�ĂȠekɠ�

� � � � ��ɃàɉǓɟǅ��oW�ȉĬu±Ƀu}uɉǓtqr|mkɠ�

� � � � ��ÚɕɉǓɟǅ��oW�ȉĬtɋeovgzoɉǓ\Vmkɠ� �

� � � � �Ź¹ĪɉǓɟǅ��oW�ȉĬÀęuŹ¹Ī\ãſekɠ�

� � � � � � ȉĬÝĮɟ� � � � � � � � � � � ɠ�

� � � � ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ɠ�

F�ɕŬ·�juåŋuĢr�uǈȔ�śŀ�� Æ[Zƣ½]uƮ\V�wbȗÙ^lcWN�

�

�

� �

5381
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ɦBɧɠØǡǍȦşǣ\ ��$ qeoøèekòĀɕŬǣ� ɦČǌ� �

ɦBɧBɤɠøèekØǡǍȦşǣ�

	�ȭčÅ� 
�ɟ� � � � � ɠØǡǍȦş� ��ju¼ɟ� � � � � ɠ� � ��ĪŻih�

au¥°�uÀ´uɗǌvMȭčÅ\øèc�kĖÿtu}MbȗÙ^lcWN�

ɦBɧBɥɠòĀɕŬǣuĪŻƀuƴƦ�

C�Ģr�uşđ�	�ȃĥ� � � 
�Ȑżĥ�� � ��±ƀÍȩş�� ��ØǡǘǕŻȘ�

� � � � �ɆȐɱɛȐĥ� � ��ju¼ɟ� �� � � � � ɠ� ���µſ�

D�èĬǼquàɑ� � 	�àɑse� � 
�àɑV�� � � � � � ���µſ�

E�ĪŻĖş�� 	�ØǡǍȦş�� 
�ȧį�� ��Əį�� ���! �ƢɊčÅ� � �ïǇƖɋ� � �

� �� � � ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � ɠ� ���µſ�

F�ĪŻľƃŽ� ĽŞɟ� � � ɠľɟ� � � ɠƃɟ� � � ɠŽ� �

G�ɕŬǼuǾǜ�)�ØǡǍȦşǾĈ��)	�ØǡǘǕý�)
�ØǡŎƹý�)��ju¼��

�ȋŷɁťû�� *�ȧįĨɟ*	�ƆɃ�*
�şȷǹɡ*��Ūƌɱá¹�*��ƺƫĦÚɠ�+�ƏįĨ�

� � � � ,�ǔÂǘǕĘ��-�ǧǖÍÏǘǕĘ��.�ju¼ɟ� � � � � � ɠ�

H�ɕŬǼuŕä�	�ƿ�� 
�Ĝ�

I�£¬��°ª�	������� � 
��013,�189:K� ��"�$��K�� ���685-8�6;9-$��

� � � � ������ �� ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � � ɠ� �

J�ȑįī�©��°ª°§�tĀļek ��$ uºŷqƓŞ� ȕɟ� � � � ɠā� ���µſ�

ƓŞ��ȋŷɁťû�� � )�ØǡǍȦş� � *�ȧį� � +�Əį� � ,�ïǇ� � -�ju¼�

ɦBɧBɦɠòĀɕŬǣuÝĮ�

C�ɕŬƀɊ�ɟ� � � � � � � ɠà� � � � � � � � � � � ���µſ�

D�ɕŬåtţŮeoWkȉĬsruÝĮ� � ȗȶȌɘvɥ¥°�uƋÝ�øƱeo^lcWN�

� èĬǼɡÝĮ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��

� � ɯ�ɭju¼ɰuÝĮɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɠ����ɔȞŇ�

E�ɉǓuȜË� 	�ħÚĂȠɟƂâ[�±ȬeoȉĬ�ĂȠeoWkɠ�

� � � � 
�ŲČɟòĀɕŬǣuĪŻ|ptɉǓeoWkȉĬuÝĮ�ĂȠekɠ�

� � � � ��ɃàɉǓɟǅ��oW�ȉĬu±Ƀu}uɉǓtqr|mkɠ�

� � � � ��ÚɕɉǓɟǅ��oW�ȉĬtɋeovgzoɉǓ\Vmkɠ� �

� � � � �Ź¹ĪɉǓɟǅ��oW�ȉĬÀęuŹ¹Ī\ãſekɠ�

� � � � � � ȉĬÝĮɟ� � � � � � � � � � � ɠ�

� � � � ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ɠ�

F�ɕŬ·�juåŋuĢr�uǈȔ�śŀ�� Æ[Zƣ½]uƮ\V�wbȗÙ^lcWN�

�

�

� �

5482
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ɦBɨɠØǡǍȦşǣ\ ��$ qeoøèekòĀɕŬǣ� ɧČǌ� �

ɦBɨBɤɠøèekØǡǍȦşǣ�

	�ȭčÅ� 
�ɟ� � � � � ɠØǡǍȦş� ��ju¼ɟ� � � � � ɠ� � ��ĪŻih�

au¥°�uÀ´uɗǌvMȭčÅ\øèc�kĖÿtu}MbȗÙ^lcWN�

ɦBɨBɥɠòĀɕŬǣuĪŻƀuƴƦ�

C�Ģr�uşđ�	�ȃĥ� � � 
�Ȑżĥ�� � ��±ƀÍȩş�� ��ØǡǘǕŻȘ�

� � � � �ɆȐɱɛȐĥ� � ��ju¼ɟ� �� � � � � ɠ� ���µſ�

D�èĬǼquàɑ� � 	�àɑse� � 
�àɑV�� � � � � � ���µſ�

E�ĪŻĖş�� 	�ØǡǍȦş�� 
�ȧį�� ��Əį�� ���! �ƢɊčÅ� � �ïǇƖɋ� � �

� �� � � ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � ɠ� ���µſ�

F�ĪŻľƃŽ� ĽŞɟ� � � ɠľɟ� � � ɠƃɟ� � � ɠŽ� �

G�ɕŬǼuǾǜ�)�ØǡǍȦşǾĈ��)	�ØǡǘǕý�)
�ØǡŎƹý�)��ju¼��

�ȋŷɁťû�� *�ȧįĨɟ*	�ƆɃ�*
�şȷǹɡ*��Ūƌɱá¹�*��ƺƫĦÚɠ�+�ƏįĨ�

� � � � ,�ǔÂǘǕĘ��-�ǧǖÍÏǘǕĘ��.�ju¼ɟ� � � � � � ɠ�

H�ɕŬǼuŕä�	�ƿ�� 
�Ĝ�

I�£¬��°ª�	������� � 
��013,�189:K� ��"�$��K�� ���685-8�6;9-$��

� � � � ������ �� ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � � ɠ� �

J�ȑįī�©��°ª°§�tĀļek ��$ uºŷqƓŞ� ȕɟ� � � � ɠā� ���µſ�

ƓŞ��ȋŷɁťû�� � )�ØǡǍȦş� � *�ȧį� � +�Əį� � ,�ïǇ� � -�ju¼�

ɦBɨBɦɠòĀɕŬǣuÝĮ�

C�ɕŬƀɊ�ɟ� � � � � � � ɠà� � � � � � � � � � � ���µſ�

D�ɕŬåtţŮeoWkȉĬsruÝĮ� � ȗȶȌɘvɥ¥°�uƋÝ�øƱeo^lcWN�

� èĬǼɡÝĮ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � ��

� � ɯ�ɭju¼ɰuÝĮɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɠ����ɔȞŇ�

E�ɉǓuȜË� 	�ħÚĂȠɟƂâ[�±ȬeoȉĬ�ĂȠeoWkɠ�

� � � � 
�ŲČɟòĀɕŬǣuĪŻ|ptɉǓeoWkȉĬuÝĮ�ĂȠekɠ�

� � � � ��ɃàɉǓɟǅ��oW�ȉĬu±Ƀu}uɉǓtqr|mkɠ�

� � � � ��ÚɕɉǓɟǅ��oW�ȉĬtɋeovgzoɉǓ\Vmkɠ� �

� � � � �Ź¹ĪɉǓɟǅ��oW�ȉĬÀęuŹ¹Ī\ãſekɠ�

� � � � � � ȉĬÝĮɟ� � � � � � � � � � � ɠ�

� � � � ��ju¼ɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ɠ�

F�ɕŬ·�juåŋuĢr�uǈȔ�śŀ�� Æ[Zƣ½]uƮ\V�wbȗÙ^lcWN�

�

�

� �

5583
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ɧɠĢr�uƴƦɟȥƌǗuČǤƀƮpuƴƦ�Zà[�ts�ǦďpbȗÙ^lcWɠ�

ɧBɤɠØǡǍȦşquɋÌ�

C�ǬȽ·u±ƀÍȩqjuƴƦ¯ƹƽ�

	�V�ɟ�		�Āř� 	
�Ǿƕ� 	��ĀřAǾƕ� 	��ǾƕAĀřɠ�
�se� � ���µſ�

D�ØǡǍȦşuɋ¶�

� 	�ũĳ·ɟ		�ØǡǘǕýũĳ� 	
�ǰǱũĳɠ� � 
�ȥƌǰǱ·� � ��·Ÿ�

� ��¼uØǡǍȦşyǚǥ� ǚǥ×ɟ� � � � � � � � � � � � � � ɠØǡǍȦş�

� � � � � � � ǚǥľƃŽ� ĽŞɟ� � � ɠľɟ� � � ɠƃɟ� � � ɠŽ�

�ǪǭɟĺîǀƇyuǚǥ� 	�V�� 
�seɠ� � � � � � ���µſ�

E�Ģr�uşđɟǪǭeoW�ĖÿtvǪǭƀpuşđɠ� �

� 	�ȃĥɟèĬǼqv� 		�Āķ� 	
�äķɠ� � 
�Ȑżĥǣ� ���ØǡǘǕŻȘ�

� ��ɆȐ¯ɛȐĥ� �ju¼ɟ�� � � � � � � � � ɠ� ���µſ�

ɧBɥɠòĀɕŬǣ�ȉĬsrtɋg�ƴƦ�ɨƝɏpȜËeoǃütL�n_o^lcWN�

� � � � � � � �� � ņW� � � � � � � � � � � � � � � � � �se� � � � µſ�

C�èĬǼtıg�ÞǸŚŗ� ɨ¯¯¯ɧ¯¯¯ɦ¯¯¯ɥ¯¯¯ɤ� � � � �ɣ�
�
� � � � � � � � �ņW� � � � � � � � � � � � � � � � � �se� � � � µſ�

D�ɕŬåuµĦ¯ŖŒ� � ɨ¯¯¯ɧ¯¯¯ɦ¯¯¯ɥ¯¯¯ɤ� � � � �ɣ�
�
� � � � � � ǝƑǊ¯řƙǊ� � � � � � � � � � � � � � �ƬƑǊ� � �� µſ�

E�ɉǓtnWouŎƓY� � ɨ¯¯¯ɧ¯¯¯ɦ¯¯¯ɥ¯¯¯ɤ� � � � �ɣ�
�
� � � � � � � �ȁĩǊ� � � � � � � � ĂĩǊ� � � µſ�ɔɉǓ�

F�ɕŬpuɉǓyuŚŘ� � ɨ¯¯¯ɧ¯¯¯ɦ¯¯¯ɥ¯¯¯ɤ� � � � �ɣ�
�
� � � � � � ú_o�[mk� � � � � ú_sWź\�[mk�µſ�

G�ɕŬtıg�ŚŘ� � � ɨ¯¯¯ɧ¯¯¯ɦ¯¯¯ɥ¯¯¯ɤ� � � � �ɣ�
�

� � � � � � � � � �ņW� � � � � � � � � � � � � � � � � �se� � � � µſ�
H�ǐǊɐĬɱǈȿɐĬuňɖ� ɨ¯¯¯ɧ¯¯¯ɦ¯¯¯ɥ¯¯¯ɤ� � � � �ɣ�
�

ɧBɦɠŎƹ¯ǔÂǊƴƦ�

!$#�MŤXnMȃÓȇƯMµǉƍMŕíȇêMȓƨȇƯsrMĢr�uƴƦpƣts�aq�

ƥǇǊsıő�$����$����" sr�tnWoMbģǐuaq\V�wbȗÙ^lcWN�Ǫǭeo

W�ĖÿvǪǭƀuƴƦ��

�

�

�

�

� �

5684
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ɨɠïǇƖɋuúȚƴƦɟƆº\úȚesWĖÿ�ØǡǍȦşuìëïɱĊȖïuȚį�Ɏ^ɠ�
�

úȚekïǇƖɋqȚǇǙ�¥�teoM´uɟ� � ɡ� � ɠtȗüpȗÙeo^lcWN�

ïǇƖɋɭ� �ɭěĤ¯ěĤǆɍ� �ɭǳÿǆɍ� �ɭĴØĲɈǆɍ� �ɭóǙǆɍ� �

�ɭȚǇş���ɭju¼�

ȚǇǙɭ� ɤɭĴØǙ� � ɥɭÝǙ� ɦɭƻĠºǙ� ɧɭĴØęǙ� ɨɭęǙ� �

ɩɭƧĶċǙ� ɪɭØǡǧǖǙ� ɫɭǧǖǙ� ɬɭƨïĤ� 	�ɭju¼�
�

ɨBɤɠòĀɕŬǣqưɋÌuúȚ�

C�úȚƜ� � 	�V��ïǇƖɋɡȚǇǙ�ɟ� �� ɡ� �� ɠɟ� �� ɡ� �� ɠɟ� �� ɡ� �� ɠ�

�
�se�� � � � � � � � � � � � ���µſ�

D�ÝĮ�� � )�ĉȚ�� *�ȉĬɃÄuȚį� +�ȉĬɃÄ�ă~ÚȴȚį� ,�ǧǖɱŎƹɕ�

�ȋŷɁťû��-�ju¼ɟ�� � �� � � � � � � � ɠ� �� ���µſ�

E�ǭƊ�� � 	�ȉĬqɋȻg�ȴÅ¯Əƌ¯ǁÕ³uşȍV���

úȚåuŗĕtƠzoȉĬuǛŀvɟ		�ɇW� 	
�Āǣ� 	��ȵWɠ�

� � � � 
�ȉĬtɋg�şȍse� � ��òç\Ō��hȚįµȂ�� � ���µſ�

F�ɉǓ� � � 	�ȉĬtɋg�ɉǓV��

úȚåuŗĕtƠzoɉǓuÝĮvɟ		�ɇW� 	
�Āǣ� 	��ȵWɠ�

� � � � 
�ȉĬtɋg�ɉǓse� � � � � � � � � ���µſ�

ɨBɥɠòĀɕŬǣqɋȻekúȚ�

C�úȚƜ� � 	�úȚV��úȚľƃŽɭĽŞɟ� � � ɠľɟ� � � ɠƃɟ� � � ɠŽ� � �

� �� � � �� � � ïǇƖɋɡȚǇǙ��� � � ɡ� � � ��� � � ɡ� � � �� �

� � � � � �� � ĹeųY\s_�wMïǇƖɋā�bȗÙ^lcW�

ɟ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ɠ�
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 協同面接と系統的全身診察に関するアンケート 

 

先進諸国における性虐待対応の経緯を勘案すると、子どもの負担を最小限化するためにも、コンタミネ

ーション（情報汚染）がなく、信用度の高い供述を被害児から得るためにも、被害発覚後早期に、中立的

で非誘導的な聞き取りを実施することのニーズがさらに高まることが予想されます。 

そこで、貴医療機関・貴団体が取り組んでおられる協同面接・司法面接や系統的全身診察、多機関連携

の現状についてお教えください。 

なお、本アンケートでは、虐待・ネグレクト等の人権侵害被害を受けたことが疑われる子どもや、DV や

犯罪を目撃した子どもからの聞き取りに関する用語を以下のように定義しますので、アンケートにおけ

る自由記載欄に記載していただく際には、以下の定義に従った用語をお使いください。 

＊ 事情聴取：単独機関が司法面接プロトコルに準じずに実施した被害事実・目撃事実の聞き取り 

＊ 被害事実確認面接：単独機関が司法面接プロトコルに準じて実施した被害事実・目撃事実の聞き

取り 

＊ 多機関連携による事情聴取：児童相談所と警察もしくは児童相談所と検察の 2 機関、ないしは、

児童相談所と警察・検察の 3 機関が連携し、代表者 1名が司法面接プロトコルに準じずに実施し

た被害事実・目撃事実の聞き取り 

＊ 協同面接：児童相談所と警察もしくは児童相談所と検察の 2機関、ないしは、児童相談所と警

察・検察の 3 機関が連携し、代表者 1 名が司法面接プロトコルに準じて実施した被害事実・目撃

事実の聞き取り 

＊ 司法面接：医療機関・児童相談所・警察・検察（警察・検察についてはどちらか１機関だけでも

可。また、家庭外犯罪被害の場合は、児童相談所が含まれていなくても可）が連携し、専門的訓

練を受けた司法面接者が司法面接プロトコルに準じて実施した被害事実・目撃事実の聞き取り 

 

１．貴医療機関・貴団体が取り組んでおられる協同面接・司法面接（以下、協同面接等）についてお教え

ください。 

※ 貴施設で協同面接等を行っていますか？ 

（ ）Yes   （ ）No 
① Yes とお答えの方は、その課題をお教えください。（複数回答可） 

□ 症例数が少ない（依頼が少ない） 

□ 面接者の費用やピアレビューの費用などの資金不足 

□ 面接室の確保が難しい 

□ 面接者の確保が難しい 

□ バックヤードスタッフの確保が難しい 

□ その他（自由記載）                                  

 

② No とお答えの方は、実施できない理由をお教えください。（複数回答可） 

□ 検察、警察、児童相談所などで行うため必要ない 

□ 面接室の確保が難しい 

□ 面接者の確保が難しい 

□ 面接者の費用やレビューの費用など 

□ その他（自由記載）                                  
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２．系統的全身診察について 

※ 貴施設で系統的全身診察を行っていますか？  

（ ）Yes   （ ）No 
① Yes とお答えの方は、その課題をお教えください。（複数回答可） 

□ 研修を受けた診察医師の確保が難しい 

□ 看護師など診察を介助する人材の確保が難しい 

□ 診察室の確保が難しい 

□ 診察についての費用について、保険診療として認められない、もしくは、認められてもその範

囲ではカバーできない 

□ その他（自由記載）                                  

 

② No とお答えの方は、実施できない理由をお教えください。（複数回答可） 

□ 今後、系統的全身診察を行う予定である 

□ 施設内での理解が得られない 

□ 研修を受けた診察医師の確保が難しい 

□ 看護師など診察を介助する人材の確保が難しい 

□ 診察室の確保が難しい 

□ 診察についての費用について、保険診療として認められない、もしくは、認められてもその範

囲ではカバーできない 

□ その他（自由記載）                                  

 

３．こころのケア（TF-CBT など） 

※ 貴施設で心のケアを行っていますか？ 

（ ）Yes   （ ）No 
① Yes とお答えの方は、その課題をお教えください。（複数回答可） 

□ 精神科医や公認心理師等心理職の確保が難しい 

□ 診療報酬（小児特定疾患カウンセリング料、精神療法など）ではカバーできない 

□ その他（自由記載）                                  

 

② No とお答えの方は、実施できない理由をお教えください。（複数回答可） 

□ 実施するだけの余裕がない 

□ 精神科医や公認心理師等心理職の確保 

□ 診療報酬（小児特定疾患カウンセリング料、精神療法など）ではカバーできない 

□ その他（自由記載）                                  
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４．多機関連携チーム(Multidisciplinary Team: MDT)について 

① 児童相談所との連携は？ 

□ 十分にできている 

□ できている 

□ ややできていない 

□ できていない 

□ その他（自由記載）                                  

 

② 児童相談所との連携で課題があればお教えください。（複数回答可） 

□ 当機関が児童相談所の業務内容や役割を理解していない、または、見えにくい 

□ 児童相談所と話し合う場がない 

□ 医療者の意見を聞いてもらえない 

□ 各児童相談所によって対応のレベルに差が大きい 

□ 子ども虐待について専門性を持つ職員が少ない、またはいない 

□ 対応が遅い 

□ その他（自由記載）                                  

 

③ 警察との連携は？ 

□ 十分にできている 

□ できている 

□ ややできていない 

□ できていない 

□ その他（自由記載）                                  

 

④ 警察との連携で課題があればお教えください。（複数回答可） 

□ 当機関が警察の業務内容や役割を理解できていない、または、見えにくい 

□ 警察と話し合う場がない 

□ 医療者の意見を聞いてもらえない 

□ 所轄署によって対応のレベルに差が大きい 

□ 子ども虐待について専門性を持つ職員が少ない、または、いない 

□ 対応が遅い 

□ その他（自由記載）                                  

 

⑤ 多機関連携における医療側の課題は何だと考えているかお教えください。（複数回答可） 

□ 医療側が児童相談所や警察・検察の業務内容や役割を理解していない 

□ 児童相談所や警察・検察と話し合う場がない 

□ 子ども虐待について専門性を持つ医師が少ない 

□ 子ども虐待の対応は児童相談所等が行うべきで、医師の役割でないと思っている医師が多い 

□ その他（自由記載）                                  
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はじめに 

 

協同面接は、虐待などの被害を受けたことが疑われる子どもに対して、被害事実の聴き取りを行

うための面接の手法である。日本では平成 27年(2015 年)10 月 28日に厚生労働省・警察庁・最高

検察庁から同時に発出された通知を元に、児童相談所・警察・検察の３機関連携の枠組みで運用

されている。令和元年 12 月末までに 4,278 件の協同面接が実施され、その回数は年々増加して

いるが、地域によって実施回数や内容には大きな差がある。また、児童相談所や協同面接実施民

間団体（併せて児童相談所等）、虐待に関わる医療関係者からは「今の日本の協同面接は事件捜

査・刑事司法対応が主な目的となっていて、本来の趣旨が十分に活かされていない」という意見が

数多く寄せられている。さらに、協同面接とセットで行うべき系統的全身診察は、医療機関が子ども

虐待と関わるうえで重要なステップであるが、日本ではまだその必要性に関する認識が浸透してい

ない。 

この手引きは、虐待・ネグレクトなどの被害を受けた子どもの権利が全国どこでも同じように守ら

れるようにするための取組みの一つとして作成し、協同面接や系統的全身診察が円滑に実施でき

るように、また、子どもの福祉を優先して考える役割を持つ医療機関との協力体制を作るうえで参

考にしていただくことを目的として、臨床研修病院等の医療機関・協同面接実施民間団体・児童相

談所・警察・検察に配布する。医療機関では、2020 年度の医師臨床研修指導ガイドラインにおい

て「虐待への対応」が必修項目となり、虐待への本格的な取組みが始まったところであるが、協同

面接と系統的全身診察も子ども虐待対応の一環であることを認識してもらえれば幸いである。警

察・検察の方々には、協同面接と系統的全身診察の持つ「子どもの福祉」という側面についてご理

解とご協力をたまわりたい。 

なお、この手引きは、令和元〜3 年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政

策科学推進研究事業））「児童虐待対策における行政・医療・刑事司法の連携推進のための協同

面接・系統的全身診察の実態調査及び虐待による乳幼児頭部外傷の立証に関する研究」の分担

研究 『協同面接・系統的全身診察の実態調査研究」として作成した。この手引きにおいて「本調査」

とあるのは、この分担研究で実施した 2019年度・2020 年度の調査を指す。 

  

93



− 2 − 

第 1 章  協同面接と系統的全身診察の概要 

 

１ 協同面接 

【司法面接・協同面接とは】 

司法面接とは、虐待・ネグレクトなどの被害を含む人権侵害を受けたことが疑われる子どもに対

して、経験した事実を聴き取る面接の手法である。被害を開示した子どもは通常、教師・医師・児童

相談所職員・警察官・検察官など、さまざまな立場の大人から繰り返し質問される。その度に、つら

かった体験を何度も話させられることで、トラウマをさらに深め、話の内容も変遷してしまうリスクがあ

る。児童相談所・警察・検察などの多機関が連携し、プロトコルに則った司法面接を行うことは、面

接や聴取の回数を減らして「二次被害」を防ぐだけでなく、子どもの話の信用性を維持することにも

繋がる。特に性虐待の場合には、系統的全身診察や医学的検査で異常所見が認められることは

非常に少ないため、ほとんどのケースで子どもの供述が唯一の証拠となる。不適切な面接は子ども

の記憶や供述内容に大きな影響を与えてしまうため、十分な注意が必要である。 

なお、先進国の多くでは、児童相談所児童福祉司・警察官・検察官・医師で構成された多機関

連携チーム（Multidisciplinary Team: MDT）の枠組みで、専門的訓練を受けた司法面接者が実施

する調査・捜査面接を「司法面接」と呼ぶが、日本では児童相談所・警察・検察（以下、３機関）の

代表者 1名が実施する被害の聴き取りを「協同面接」と定義している。 

 

註： 本手引きでは、児童相談所・警察・検察による３機関連携もしくは児童相談所・警察による２機

関連携の枠組みで実施されるものを「協同面接」、医療者も MDTに加わって実施されるものを

「司法面接」として区別する。 

 

【協同面接の目的】 

＜事件捜査＞ 

協同面接は、聴き取りが子どもに負担を与えないように配慮しながら、誘導せずに、可能な限り 1

回で被害事実を確認することを目的とする。他者の関わりによる情報汚染（コンタミネーション）を防

ぐためには、被害を受けてからできるだけ早い時期に実施することが望ましい。 

ただし、日本では、協同面接を実施しても、そこで得られた供述が刑事裁判の証拠として採用さ

れることが少ないというのが現状で、今後の法整備が必要である。 

なお、子どもは被害の開示後に「親を裏切ってしまった」「私がお話ししたせいで、家族がバラバ

ラになった」などと自責感を持つ場合も少なくないが、刑事裁判で加害者が有罪となり、「自分は悪

くなかった」と認めてもらうことによって、その自責感が払拭され、予後の改善に繋がることも期待さ

れる。 
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＜福祉調査＞ 

マルトリートメント（虐待・ネグレクト）が子どもや家族に与える影響は長期間にわたって続く。児童

相談所等、子どもの福祉を考える機関にとっては、子どもにとって安全な生活環境を調え、子ども

を的確にケアしていくうえで、協同面接によってその子が受けた被害の全容を知ることが極めて肝

要である。そのためにも、協同面接が単に被害事実を確認するだけのスキルやテクニックに終わる

のではなく、子どもに「面接を受けてよかった」と思ってもらえるよう、不必要な心理的負担を負わせ

ない聴き取りをすることが大切である。 

マルトリートメント等の被害を受けた子どもが示す反応や症状の中にはすぐに現れるのではなく、

子どもが安心できる状況になって初めて出現するものもあり、非加害親等の家族や支援者が戸惑う

ことも少なくない。子どもの代弁者として、協同面接中の子どもの反応を適切に解釈し、事件捜査に

偏りすぎることでもたらされる心理的負担や威圧性の悪影響を捜査機関に伝えることも必要である。 

＜３機関協同＞ 

捜査機関は過去の出来事に焦点を当てるのが役割だが、子どもの福祉を考える機関としては、

子どもや家族の将来を視野に入れることが重要な役割である。それぞれの役割は異なっても、どち

らにとっても子どもが受けた被害内容を知ることは重要である。 

とはいえ、どんなに配慮しても、つらかった被害を思い出して語ることには心理的負担が伴うの

で、３機関がバラバラに聴くのではなく、一緒に一回で聴き取りを終えようというのが「協同面接」の

趣旨であることを忘れてはならない。 

マルトリートメント等の人権侵害を受けた子どもたちはすべからく、「司法面接」を受ける権利を持

つ。児童相談所と捜査機関との連携の必要性を認めた場合に実施するという運用方法で始められ

た「協同面接」ではあるが、事件捜査の対象になりそうな被害に対してのみ協同面接を実施すると

いうような考え方は、本来の「司法面接」の趣旨に反する。どちらか一方のニーズが優先されるとい

うことのないよう、福祉機関と捜査機関とが対等な関係で協同することが望まれる。 

３機関がバラバラに聴き取りをすること弊害は、子どもの心理的負担の問題だけではない。繰り

返し面接は、子どもの供述が変遷し、信用性を失う最大の要因である。よって、ある子どもがマルト

リートメントや犯罪被害を受けたのではないかと疑った人が児童虐待通告前や警察通報前に行う

聴き取りは、「何があったのか」「それをしたのは誰か」という最小限の情報に抑えなければならない。

そのため、「協同面接」を実施する時点では、その子が受けた被害が事件捜査の対象になるかどう

かはわからず、それを探るのが「司法面接」であるにもかかわらず、「協同面接」の必要性を探るた

めに、児童相談所によって「被害事実確認面接」が行われたり、警察によって「事情聴取」が行われ

たりしている。この現状が早急に改善されることを期待する。 

＜理想型＞ 

マルトリートメントは子どもの体と心への侵害行為であるため、子ども虐待対応が進んでいる国々
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では、MDT に医療者が必ず、含まれる。しかしながら、日本の協同面接では、児童相談所・警察・

検察の３機関連携が要請されているだけである。後述する系統的全身診察を適切かつ効果的に

実施するためには、診察医が司法面接をモニターして被害内容を知っておく必要があり、系統的

全身診察医が協同面接・司法面接の観察室に同席できるよう、運用を改善することが望ましい。 

また、事前情報から連携の必要が認められた場合にのみ協同面接を実施するのでは、必要な

子ども全員に協同面接を提供できず、後手に回る。子どもにマルトリートメント、特に性虐待が疑わ

れる場合には、児童相談所・警察・検察・医療の４機関連携で、被害の疑われている子ども全員に

司法面接と系統的全身診察を提供し、その結果、関与の必要のない機関があれば、後で MDT か

ら抜ける体制にした方がむしろ無駄を削減できる。 

 

【司法面接プロトコル】 

現在、日本で用いられている司法面接プロトコルは、主に NICHD と ChildFirst○Rの 2 つである。

両者の特徴を表 1 にまとめる。 

プロトコル NICHD ChildFirst® (旧･RATAC®) 

プロトコルの開発者 研究者（研究 based） 実務家（検察官） 

日本への導入 
北海道大学 文学研究科  

 心理システム科学講座 
認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン 

講師メンバー 教授 + 助手（現場職員を含む） 医師･社会福祉士・PSW･臨床心理士･弁護士他 

日程･受講者数 1.5-2 日間×2 回･10-66 人 
司法面接研修：5 日間･20 人 

拡大司法面接研修：3 日間・18−40 人 

研修の構成 講義→ロールプレイを反復 講義 3.5 日→模擬面接 1.5 日（計 5 日間） 

模擬面接：題材 子ども：その日の出来事 大人（子役アクター）：マルトリートメント 

強調される点 非誘導性、自由報告 
子どもの発達年齢や障害特性、ブロックの除去、

五感質問、スクリプト記憶とエピソード記憶 

使用するツール 
ジンジャーブレッドマン 

配置図 

アナトミカル･ダイアグラム 

アナトミカル・ドール 

研修のスタンス 普及に熱意（講師養成を含む） 子どもが第一優先の原則の徹底 

プロトコルの 

特徴 

学術的、分析的、教育的 

司法面接の理論的側面を重視 

臨床的、実践的 

司法面接の実践的側面を重視 

受講費用 無料 
司法面接研修：￥88,000 

拡大司法面接研修：￥44,000 

関連する研修  
RIFCRＴＭ研修、虐待被害児診察技術研修、 

司法面接ピア・レビューアー養成研修 

表１．日本で用いられている司法面接プロトコル 
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２ 系統的全身診察 

【系統的全身診察とは】 

系統的全身診察とは、性虐待・身体的虐待・ネグレクト・心理的虐待や種々の暴力の被害を受

けたことが疑われる子どもに対して、専門的研修を受けた医師が行う全身診察の方法である。 

協同面接とセットで行われるもので、性器・肛門など性的な挿入が疑われる部分だけではなく、

頭からつま先まで全身のパーツを一つ一つ丁寧に、子どもに問診をしながら診察する。この方法に

よって、他の種別のマルトリートメントが合併していないかの評価ができるとともに、子どもの心理状

態に十分に配慮した問診と診察によって、乳房や性器・肛門などのプライベート・パーツを診察さ

れる子どもの羞恥心や不安を低減し、診察による二次被害を防ぐことができる。 

 

【系統的全身診察の目的】 

系統的全身診察の目的に身体所見や検査検体の採取が含まれるのは当然であるが、性虐待を

受けたことが疑われる子どもにおいて、性器・肛門に異常所見を認めるのは 4％にすぎない 1)。性

器・肛門に挿入性の被害を開示した子どもであっても、性器・肛門に異常所見を認めるのは 5.5％

である 1)。そのため、系統的全身診察において有意所見の採取よりも重要なのは、協同面接では

語られなかった被害、特に身体的虐待やネグレクトの開示を得ることと心理的ケアの 2つである。 

本来の司法面接は、通告等の事前情報から疑われている嫌疑に限らず、マルトリートメントのあ

らゆる可能性を探るものだが、日本の協同面接では、子どもがそれまでに開示した内容に焦点が

当てられるため、面接中に新たな被害が明らかになることは少ないのが現状である。実際に、本調

査で回答のあった協同面接 763回のうち、部分開示を含む開示が得られたのは 722回で、新事実

の開示が得られた面接は 43回（開示のあった面接の 6％）であった。 

一方、系統的全身診察における問診では、司法面接同様、子どもが話していない情報を盛り込

んだ質問は誘導になるので、用いてはならないが、身体のパーツごとに具体的に危害歴を聴いて

いきながら、性器・肛門も含めて全身を丁寧に診察するため、これまで語られなかった、もしくは、

語る機会を与えられなかった被害事実が開示されることもある。というのも、子どもに隠す意図はな

くても、「（司法面接では具体的に）尋ねられなかったから、思い出せなかった」ということもあるから

である。本調査では、「協同面接に関連した診察」を受けた子ども 245 人のうち、診察時に被害内

容を開示したのは 134 人、その内容が診察前の情報に比べて重度であった子どもは 9 人（開示し

た子どもの 7％）であった。 

また、性被害を受けた子どもの中には、自分の性器・肛門に取り返しのつかない傷がついてしま

ったのではないかと大きな不安を抱き 2)、それを人に話せないままの子どももいる。実際、実は挿入

性の被害を受けたのに、「入れられたことはない」と語る子どもも多い。だからこそ、挿入性被害を否

認している子どもにも系統的全身診察を実施する必要がある。 
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最終被害から 72 時間以内の急性期に診察をすれば、21.4％に異常所見を認める 3)が、粘膜の

治癒機転は速く進む 4)ため、72 時間を過ぎると異常所見が見つかる率は 2.2％に下がり 3)、おしな

べて見ると、上述の通り、性被害を受けた子どもの性器・肛門に異常所見を認めるのは 4％1)である。 

系統的全身診察の結果、「性器・肛門が無傷だった」と医師が説明することで、子どもの心配や

不安を払拭 2)してあげられ、心理的ケアに繋がる。 
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第 2 章 協同面接に関する課題と対策 

 

１ 協同面接の課題 

本調査によって児童相談所等や医療者から挙げられた課題をまとめると、下記のようになる。 

【福祉的調査より事件捜査が優先される】 

Ø さまざまな事情があるとしても、協同面接が複数回に及んだり、面接の前後に事情聴取が行わ

れたりすることで、本来の目的である子どもの心理的負担の軽減が実現できていない。 

Ø 事件化や起訴を優先して日時や場所の特定をしようとするあまり、質問が誘導に近いものとな

って、子どもの不利益に繋がる可能性がある。 

Ø 子どもの気持ちは大人以上に揺れ動くため、協同面接実施前に子どもの本心を聴き取ること

は難しく、「その時に子どもが望まなかったから、事件化をしない」という判断は適切ではない

（虐待がなかったことにされてしまう）。 

Ø 捜査の秘匿性と児童相談所の説明責任との間のジレンマが大きい。 

・ 捜査の進行状況を知らされないため、子どもや親への対応や説明に困る。 

・ 被害内容が特定できていない段階では、保護した事由について明確な説明ができない。 

・ 非加害親への支援方針が決まらず、不十分な判断のまま、社会的養護（里親委託、施設入

所など）となる場合は、子どもにとって更なる喪失体験となる。 

Ø 協同面接をきっかけに子どもや家族の生活が大きく変わることへの理解が少ない。 

 

【協同面接実施・非実施の決定に問題がある】 

Ø 年長児であることを理由に、「通常の事情聴取が可能」とか、「複数回の協同面接実施が可能」

と判断されたが、子どもの心理的負担は大きい。 

Ø 本人の処罰感情や意思を配慮するのは大切であるが、それをもって協同面接を実施しない理

由にするのは不適切である。 

Ø 実施するかどうかが決まるまでのステップが明らかではない。 

 

【協同面接実施までに時間がかかる】 

Ø 面接者や関係機関の都合、場所の確保等の問題によって、実施までに時間がかかり、事実が

不明瞭となるリスクが増大する。 

Ø 一時保護所での生活は子どもにとって必ずしも快適ではないこともあるため、協同面接までに

時間がかかって一時保護が長期化すると、子どもに「開示しなければよかった」と感じさせ、協

同面接の際、撤回に転じる要因の一つとなる。 
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【関わるマンパワーと面接の質が不十分である】 

Ø 協同面接のできる人員が不足している（異動を含む）。 

Ø 面接者の経験やスキルが不十分である。 

Ø 観察室に入る MDT メンバーの協同面接に関する知識や経験が不足していることもあるため、

十分な役割を果たすことができない。 

 

【医療機関の関与が少ない】 

Ø 協同面接に関連した状況で医療機関の関与が少ない。 

・ 本調査で児童相談所に対し、協同面接に関連して医療機関と連携する割合を尋ねたところ、

有効回答のあった 126 か所のうち、「行わない」という回答が 55か所（44％）だった。 

・ 日本子ども虐待医学会（以下、JaMSCAN）正会員の医師に対する調査で、児童相談所から

の診察依頼について尋ねたところ、回答のあった医師 107名中、「協同面接に関連しない状

況」では 85 名（80％）が「経験あり」だったが、「協同面接に関連した状況」で「経験あり」と回

答したのは 34名（32％）だった。 

Ø 協同面接と系統的全身診察との関係や実施すべき順序に関する理解が不十分な医療機関や、

十分な協力が得られず、提供された所見の記載や意見が不十分という医療機関がある。 

 

【協同面接の事後評価や連絡がない】 

Ø 実施した協同面接について、適切であったかを振り返る機会がない。 

Ø 実施した協同面接が法的に有用であったのかについて、捜査機関から児童相談所に知らされ

ることがない。 

Ø 診察を依頼した医療機関に対して、協同面接やその後の経過について児童相談所から報告

がない。 
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２ よりよい協同面接の実施のために 

上記の課題はいずれも、全国的にすぐに解決できることではないかもしれないが、多くの機関や

地域でさまざまな取組みが行われている。協同面接に関する基本的な方針や考え方を多機関で

共有するうえでは、以下のような取組みが参考になる。 

 

２-１ 協同面接の実施に直接関係するもの 

【協同面接実施時の心構え】 

事件化できる特定のエピソードについて被害内容を聴取することや、その録音録画を犯罪立証

のための捜査資料とすることは協同面接の目的の一つだが、事件化の見込みのあるエピソードを

語ってくれそうな子どもだけが協同面接の対象ではない。 

まずは、何があったのかについて全体像を把握するために、子どもが語るスクリプト記憶（同じよ

うないくつかの出来事がとりまとめられた記憶）を丁寧に聴き取り、その後、特定の事件に関するエ

ピソード記憶を聴くという順序を守ることが重要である。なぜならば、子どもはスクリプト記憶をきちん

と聴いてくれた人にしか、記憶の想起に大きな負担を伴うエピソード記憶は語れないからである。 

このように、事件化や起訴ができるかどうかは協同面接を実施してみなければわからないというこ

とを関係機関で共通認識とする必要がある。現在、刑法上の性犯罪は全て非親告罪化され、起訴

に告訴は不要となったが、被害児が刑事裁判を拒否している状態で起訴してみたところで、公判の

維持は困難となる。そのような場合、当分の間、起訴は見送ることになるかもしれないが、将来、被

害児の意思が変わることも想定して、録音録画記録は長期間保存する。 

 

【協同面接の実施基準】 

協同面接を実施する基準について、本調査では「定められている」と回答した児童相談所は有

効回答 132か所のうち 25か所（19％）で、そのうち 11か所は「基準が漠然としているなどの理由で

実際には有用ではない」と回答していた。基準が定められていない児童相談所では、その都度、３

機関もしくは警察・検察の２機関で協議しており、実施基準の設定についても「なくてもよい」「ない

方がよい」という児童相談所が有効回答 96 か所のうち 56 か所（58％）であった。 

実施の要否は警察が判断し、必要と判断した事例だけを検察に伝えている地域では、児童相

談所として納得しがたい判断が出ることもあるが、児童相談所が検察に対して直接、連絡を取るル

ートを作ることで、児童相談所の意見がストレートに伝わるようになったという地域もある。 

ほかに、児童相談所から警察や検察に連絡をする基準を独自に定めているところもある。 
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【協同面接の実施場所】 

協同面接は児童相談所や検察庁で行われることが多いが、検察庁では子どもの精神的な緊張

度が高まり、開示内容に影響を及ぼす可能性もある。 

子どもへの心理的配慮が行き届いた設備を持ち、協同面接・司法面接を実施している民間団体

として、社会福祉法人カリヨン子どもセンター 司法面接室（2011 年開設）、認定 NPO 法人チャイ

ルドファーストジャパン 子どもの権利擁護センターかながわ（2015 年開設）、NPO 法人子ども支援

センターつなっぐ（2019年開設）が挙げられる。 

兵庫県立尼崎総合医療センターでは院内に協同面接・司法面接のできる設備を整えている。

医療機関の中で協同面接をする意義としては、以下の 4点がある。 

・ 子どもが入院している場合には、同じ施設内で協同面接ができる。 

・ 入院していない子どもに対して系統的全身診察を行う場合に、協同面接も同じ施設内で実

施することによって、子どもの不安や心理的負担を最小限にできる。 

・ 協同面接直後に子どもの心理状態が不安定になった時でも対応が可能である。 

・ 医療者が司法面接の観察室に MDT メンバーとして入り、被害の全体像を理解することで、

その後の系統的全身診察や精神療法等、医療者としての関わりに役立てることができる。 

 

【４機関連携司法面接の実施と事後ミーティング、ピア・レビュー】 

沖縄県では司法面接を実施する場合、全例、医療機関に連絡が入り、医師が MDT メンバーと

して観察室に同席するなど、４機関連携が進んでいる。さらに、協同面接・司法面接の事後ミーティ

ングにも医療機関が加わって実施しており、子どもが語った話の内容が意味するものを医師等の

医療者も加わって多機関で検討することで、その後のケースワークの専門性を向上させることに役

立っている。 

また、司法面接者が自己流に陥ってプロトコルから逸脱することのないよう、定期的にピア・レビ

ューを実施している児童相談所もある。ちなみに、北米等では、ピア・レビューを受けない面接者は

司法面接を実施してはいけないルールになっている。 

 

【面接記録の閲覧】 

令和元年 5 月 14日に最高検察庁から「児童の円滑かつ適切な業務の遂行に資するため、例え

ば、児童相談所長が、家庭裁判所の承認を得て引き続き一時保護を行うとき（児童福祉法第 33条

第 5項）、親権喪失・停止の審判の請求を行うとき（同法第 33条の 7）などにおいて、記録媒体を証

拠として家庭裁判所に提出する場合等の必要性を適切に判断するよう」という通知が発出された。

この通知により、適切な理由を元に提供を依頼すれば、警察・検察が実施した協同面接の記録に
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ついての閲覧や、必要な期間中の貸与や必要な条件を付した上での交付を受けることが可能とな

っている。 

 

２-２ 多機関連携に関するもの 

【３機関・４機関連絡協議会】 

児童相談所・警察・検察の３機関で連絡協議会を開催しているところも増えているが、地域によ

っては専門性を持つ機関として医療機関を加えた４機関連絡協議会が作られている。例えば、兵

庫県では、神戸地方検察庁が中心となって 2018年から「四者連絡協議会」として年 2回の定例会

議を開催して、４機関の連携を図っている。香川県では、高松地方検察庁が主催する「高松地検

虐待事例検討会」が開かれており、保護観察官も同席している。 

医療機関が加わったインフォーマルな勉強会は、例えば、千葉県では「千葉県児童虐待対策研

究会」、兵庫県では「児童福祉勉強会」、広島県では「ひろしまこども虐待研究会」、香川県では「か

がわ子ども虐待を考える会」、福岡県では「家族と子どもの支援委員会 月例会議」として開催され

ている。多機関・多職種の人が定期的に集まり、現場で直接、子どもや親と関わっている人が繋が

ることで、単に知識を増やすだけでなく、各機関の役割を相互に理解して「顔の見える関係」を作る

ことができる。捜査機関の考え方や事件捜査の流れなどを勉強会のテーマとすることで、児童相談

所や医療機関にとって勉強する機会にもなる。 

 

【普段からの連携】 

協同面接に関して先進的な取組みをしている横浜市では、児童相談所と警察の間では重篤で

ないと推定される事例についても、事前協議をしている。普段からお互いの考え方や組織としてで

きることの限界を理解しつつ、円滑な連携を構築しておくことで、重篤な事例で適切な判断を共有

することが可能となる。 

司法面接研修を多機関が合同で受講することも連携の強化に有用である。例えば、高松高等

検察庁の呼びかけに応じて、高松地方検察庁・香川県警察・香川県児童相談所・四国こどもとおと

なの医療センター等が合同で出前型 ChildFirstⓇ司法面接研修を受講した。これによって築かれた

協力関係は長く続いている。 
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第 3 章 系統的全身診察に関する課題と対策 

 

１ 系統的全身診察の課題 

系統的全身診察については下記のような課題が挙げられる。 

Ø 系統的全身診察がまだ一般的ではない。 

・ 本調査における系統的全身診察に関する項目で、児童相談所からの有効回答 127 か所の

うち、「連携している医療機関で行っている」と答えたのは 21 か所（16％）だけで、「聞いたこ

とはあるが、実施していない」が80か所（60％）、「聞いたことがない」が 26か所（20％）であっ

た。 

・ JaMSCAN正会員の中で回答のあった 137名のうち、「研修を受講して診療経験がある」と答

えたのは 39名（28％）だけだった。「診療経験はないが、研修は受講した」という正会員は 49

名（36％）であった。 

Ø 一人で系統的全身診察のできる医師が少ない。 

・ 子どもに対する威圧性を低減するため、子どもとラポールを築きつつ、一人の医師が性器・

肛門も含めて系統的に全身を診察するのが原則であるが、小児科医または救急科医が、産

婦人科医などの協力を得ながら複数の医師で行っているところも多いのが現状である。 

Ø 協同面接との時間的関係が問題となる。 

・ 系統的全身診察で問診した後に協同面接・司法面接を行うと、情報汚染（コンタミネーション）

やブロック（子どもの開示を妨げる要因）の強化が問題となるので、緊急診察の適応となる子

ども以外、系統的全身診察は協同面接の後に行うのが原則だが、協同面接の日程調整の

関係で診察が先になることがあり、協同面接が非開示に終わるなどの弊害が生じている。 

Ø 診察の費用を保険診療で行うのは問題がある。 

・ 保険診療を用いると、非加害親が医療費を負担することになるとか、診療の内容が加害親に

知られてしまうといった問題が生じるため、保険診療ではなく、一部の自治体のように公費負

担で系統的全身診察を実施できるようにすることも検討する必要がある。 
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２ よりよい系統的全身診察の実施のために 

Ø 児童相談所等や医療機関における系統的全身診察の認知度を上げる。 

・ 特に、診察を行う医療機関への周知が必要となるため、臨床研修の必修項目となった「虐待

対応」の中で、協同面接と併せて系統的全身診察を紹介するのも一つの方法である。 

Ø 系統的全身診察を行う体制を整備する。 

系統的全身診察は、トレーニングを受けて経験を積んだ医師が行う専門的な診察であるので、

全ての医療機関で行うというものではなく、各地域で拠点となる施設を定め、事例を集約して行う

のが効果的である。 

実際に行われている実例としては、以下のような取組みがある。 

・ 港区児童相談所では、児童相談所の中に司法面接室・観察室とともに、コルポスコープを備

えた診察室を設置している。 

・ 香川県では、児童虐待防止医療ネットワーク事業の拠点病院である四国こどもとおとなの医

療センターの医療ソーシャルワーカー（MSW）がコーディネーターとなり、児童相談所や警

察・検察から依頼があると、系統的全身診察の日程調整などを行っている。 

・ 認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパンが運営する「子どもの権利擁護センターかなが

わ（CACかながわ）」は司法面接と系統的全身診察のできる設備を備え、子ども虐待アセスメ

ントのためのワンストップセンターとなっている。 

・ NPO 法人子ども支援センターつなっぐは、神奈川県立こども医療センターと連携して系統的

全身診察を行っている。 
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【附記】 

 

１ 性虐待と性的虐待 

児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待を「保護者（親権者等、児童を現に監護するも

の）によるもの」と定義しているため、「性的虐待」は加害者が保護者の場合のみに限定されるが、

本手引きでは、加害者（保護者・同居人・きょうだい・親族・顔見知りの人など）や被害を受けた場所

（家庭内・家庭外）を問わず、加害者がその立場の優位性に乗じて子どもに性加害をすることを総

括して「性虐待」という用語を使用する。 

 

２ 性虐待順応症候群 

性虐待順応症候群 5)は 1983 年に Roland C. Summitによって提唱された概念で、性虐待の被害

を受けた子どもがその状況に順応することで生じる、以下の 5つの特徴を指す。 

(1) secrecy：秘密を守り続ける。 

(2) helplessness：性虐待を防ぐことも、止めることもできず、無力感を感じる。 

(3) entrapment and accommodation：出口がない感じがして、かけられた罠にはまり、どこにも逃れ

られないその状況に順応する。 

(4) delayed, unconvincing disclosure：打ち明けが遅れ、あいまいで信憑性を疑うようなことを言う。 

(5) retraction：撤回（言ったことを言わなかったと撤回する。虐待があったことを否定する。虐待の

話は嘘だったとか、冗談だったと言うなど） 

 

これらを理解しておくことで、子どもがまだ語ることのできない被害内容や心理的反応を推定する

ことや、打ち明けることを妨げるブロックとしてどのようなものが子どもに作用しているかを理解できる

ようになる。 

例えば、子どもが一度、開示した被害を撤回すると、まわりの大人は安心してしまったりするが、

性虐待を受けた子どもは、自分が語ったことを信じてもらえなかったり、想像していたより大ごとにな

ったり、加害者から脅されていたこと（子どもが一時保護される、加害親が逮捕される、非加害親の

具合が悪くなる、家族がバラバラになるなど）が開示したことで現実になったりすると、容易に撤回

するものだと知っていれば、誤った対応を避けることができる。 

ここで注意しておきたいのは、「『性虐待順応症候群』は真の意味での『症候群』ではない」という

ことである。というのも、性虐待の被害児であっても『性虐待順応症候群』を呈さない子どももいるし、

性虐待以外の原因で『性虐待順応症候群』とよく似た症状を呈する子どももいるからである。 

そのため、Summitは 1992 年に「自分の意図が誤解されることを予測できていたら、この用語は使

わなかっただろう」と発言した。その後、『性虐待順応症候群』という用語を病名として使ったり、子ど
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もが『性虐待順応症候群』に挙げられた徴候を呈しているからといって、それだけで性虐待の証拠

として扱ったりしてはならないこととなった。代わって現在は、性虐待に対する子どもの『精神力動

（ダイナミックス）』という用語が使われるようになっている。 

 

３ 医療機関の役割 

医療機関は、マルトリートメント（虐待・ネグレクト）を受けたことが疑われる子どもに最初に接する

機関の一つであるため、早期発見の努力義務と虐待を疑ったら通告する義務とが課せられている

が、一時保護や社会的養護となった後の関わりは少ないのが現状である。マルトリートメントを受け

た子どもが再び医療機関を訪れるのは、さまざまな精神症状を呈して精神科を受診するときというこ

ともある。 

マルトリートメントの第一発見者、通告義務者、治療者としての関わりに留まらず、司法面接と系

統的全身診察にも関わり、児童相談所や市区町村だけでなく、捜査機関とも連携して、子どもの福

祉の向上に努めるのは、医療機関としての大切な役割である。 

 

４ 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、性犯罪・性暴力の被害者に対して、

被害直後から医師による心身の治療、相談・カウンセリング等の心理的支援、捜査関係の支援、法

的支援などの総合的な支援を、可能な限り一か所で提供することによって、被害者の心身の負担

を軽減し、その健康の回復を図るとともに、被害の潜在化を防止することなどを目的に設置されて

いる。 

最初に設立されたのは「性暴力救援センター・大阪 SACHICO」（2010 年）で、その後、徐々に広

がり、現在では全ての都道府県に整備されたが、活動の形態はさまざまである。「性暴力救援セン

ター日赤なごや なごみ」は、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院内に設置されてお

り、院内に勤務する性暴力被害者支援看護職（SANE）とともに活発な取組みを行っている。 
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資料の入手方法（URL、QR コード） 

 

【2019年度分担研究報告書】 

医療関係者として JaMSCAN正会員を対象に行った 

アンケート調査の報告書 

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2019/ 

191011/201901003A_upload/201901003A0004.pdf 

 

【2020 年度分担研究報告書】 

全国の児童相談所等を対象に行ったアンケート調査の 

報告書 

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/ 

report_pdf/202019AA1001-buntan1.pdf 

 

【児童相談所における性的虐待対応ガイドライン】 

2011 年に作成されたものであるため、協同面接に関する 

記載はない。 

 

 

研修の申込先 

 

【NICHD司法面接研修】 

立命館大学 司法面接研修 

http://www.ritsumei.ac.jp/research/forensic/ 

 

 

【ChildFirstⓇ司法面接研修】 

認定ＮＰＯ法人チャイルドファーストジャパン 

https://cfj.childfirst.or.jp/childfirst/ 

 

 

【虐待被害児診察技術研修（系統的全身診察）】 

認定ＮＰＯ法人チャイルドファーストジャパン 

https://cfj.childfirst.or.jp/medtech/  
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おわりに 

今回、この研究に関わり、手引きの作成に当たって改めて感じたのは、協同面接を実施するか

どうかは大人の都合で決めるのではなく、子どもや非加害親の希望によって決めるというのが本来

の姿であるということだった。日本では、「子どもの権利擁護センターかながわ」がそのようなスタンス

で司法面接を実施している。日本での現状、人材の専門性、面接者や診察医のスキルの問題を考

えると、米国のような子どもの権利擁護センター（Children’s Advocacy Center：CAC）を、医療機関

と連携する形で設立するというのは、有用な対策の一つかもしれない。 

協同面接や系統的全身診察は高い専門性を必要とするため、全ての医療機関で実施できるも

のではない。しかし、虐待に対応するうえで、全ての医師が基本的な事項を理解しておくことは重

要である。理解しないまま、問診や診察を行うことが子どもの心身に対して侵襲的になったり、誘導

や先入観の形成に繋がったりする場合があるためである。 

子どもの最善の利益を最優先にすること、虐待が私たち大人の関わるべき大きな社会問題であ

ることを、多機関連携チーム(MDT)で共通認識とすることも重要である。子どもの健康と福祉を重視

する児童相談所や医療機関と、子どもに起こった被害を捜査する警察・検察とがしっかりと連携で

きるようになるために、この手引きがお役に立てれば幸いである。 
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公募シンポジウム S1-03 

「児童相談所における性的虐待対応と３機関協同面接の課題  

〜子どもの福祉を守る機関としての役割〜」  
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